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３

防
災
計
画

都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
等
に
、
公
共
的
団
体
又

は
民
間
の
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第

四
〇
条
第
三
項
及
び
第
四
二
条
第
三
項
関
係
）

４

災
害
予
防

防
災
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄
の
状
況
の
公
表

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
一
回
、
物
資
の

備
蓄
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
四
九
条
第
二
項
関
係
）

円
滑
な
相
互
応
援
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措

置
指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
高
度
か
つ
専
門
的

な
技
術
等
を
有
す
る
人
材
の
確
保
及
び
育
成
等
の

取
組
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
災
害
応
急

対
策
責
任
者
を
迅
速
か
つ
的
確
に
応
援
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
九

条
の
二
第
二
項
関
係
）

２

防
災
に
関
す
る
組
織

中
央
防
災
会
議
の
委
員
等
へ
の
内
閣
府
の
防
災

監
の
追
加

中
央
防
災
会
議
の
委
員
等
と
し
て
内
閣
総
理
大

臣
が
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
に
、
内
閣
府

の
防
災
監
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
二
条

第
五
項
、
第
二
五
条
第
六
項
及
び
第
二
八
条
の
三

第
六
項
関
係
）

都
道
府
県
災
害
対
策
本
部
長
等
か
ら
の
登
録
被

災
者
援
護
協
力
団
体
へ
の
協
力
の
求
め

都
道
府
県
災
害
対
策
本
部
長
等
が
協
力
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
、

に
よ
り
内
閣
総

理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
被
災
者
援
護
協
力
団
体

（
以
下「
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」と
い
う
。）

を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三
条
第
七
項
、

第
二
三
条
の
七
第
三
項
、
第
二
八
条
第
三
項
及
び

第
二
八
条
の
六
第
三
項
関
係
）

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体

被
災
者
の
援
護
へ
の
協
力
で
あ
っ
て
、
避
難
所

の
運
営
等
の
業
務
（
以
下
「
被
災
者
援
護
協
力
業

務
」
と
い
う
。）を
行
う
法
人
等
は
、申
請
に
よ
り
、

内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
等
と
し
た
。（
第
三
三
条
の
二
〜
第
三
三
条
の

一
一
関
係
）

〔
法

律
〕

〇
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
五
〇
）

〇
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
五
一
）

〇
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移

行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有

効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
五
二
）

〇
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活

用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
五
三
）

〔
政

令
〕

〇
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
二
〇
〇
）

〇
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
理
に
関
す
る
政
令
（
二
〇
一
）

〇
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
二
〇
二
）

〇
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
二
〇
三
）

〔
省

令
〕

〇
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
総
務
五
七
）

〇
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
六
五
）

〇
森
林
法
施
行
規
則
及
び
農
林
水
産
省
関
係

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
二
六
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第

一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
等
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
厚
生
労
働
一
七
七
）

〇
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
災

害
対
策
指
針
を
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
件

（
原
子
力
規
制
委
六
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

◇
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律
第
五
〇
号
）（
総
務

省
）

１

最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
、
選
挙
等
の
執
行
状
況

等
を
踏
ま
え
、
投
票
所
経
費
、
開
票
所
経
費
、
事
務
費

等
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
〜
第

九
条
、
第
一
三
条
〜
第
一
五
条
及
び
第
一
七
条
関
係
）

２

改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
七
九
号
。
以

下
「
新
基
準
法
」
と
い
う
。）の
規
定
（
新
基
準
法
第
一

三
条
の
三
の
規
定
を
除
く
。）は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
国
会

議
員
の
選
挙
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
た
。（
附

則
第
二
条
関
係
）

３

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律

第
五
一
号
）（
内
閣
府
本
府
）

一

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
関
係

１

総
則災

害
の
定
義

異
常
な
自
然
現
象
の
例
示
と
し
て
、
地
盤
の
液

状
化
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

災
害
対
策
に
関
す
る
基
本
理
念

基
本
理
念
と
し
て
、
災
害
復
旧
及
び
災
害
か
ら

の
復
興
に
必
要
な
準
備
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
の
二
関
係
）

国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の

連
携国

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
に
対

す
る
事
業
者
及
び
国
民
の
関
心
等
を
深
め
る
等
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
五
条
の
三
第
二
項
関
係
）

施
策
に
お
け
る
防
災
上
の
配
慮
等

国
等
が
災
害
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
災
害
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
特
に
実
施
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
、
宅
地
の
耐
震
化
に
関

す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
条

第
二
項
関
係
）


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５

災
害
応
急
対
策

災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
伝
達

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
災
害
に
関
す
る
情

報
の
収
集
等
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
通
信
技
術
そ

の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
五
一
条
第
二
項
関

係
）指

定
行
政
機
関
の
長
等
に
よ
る
応
援
等
の
強
化

市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
指

定
行
政
機
関
の
長
等
に
対
す
る
応
急
措
置
の
実

施
の
要
請
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
等
と
し
た
。（
第
六
八
条
の
二
関
係
）

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
都
道
府
県
知
事

が
災
害
応
急
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
緊
急
を
要
し
、
都
道

府
県
知
事
か
ら
の
応
援
の
要
求
を
待
つ
い
と
ま

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
要
求
を
待
た

な
い
で
、
応
援
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
。（
第
七
四
条
の
四
第
二
項
関
係
）

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
災
害
の
発
生
に

よ
り
施
設
又
は
設
備
に
被
害
が
生
じ
、
か
つ
、

市
町
村
長
等
に
よ
る
応
急
措
置
の
実
施
が
困
難

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
災
害
応
急
対
策
の
円

滑
な
実
施
の
た
め
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
緊

急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村

長
が
実
施
す
べ
き
応
急
措
置
を
当
該
市
町
村
長

に
代
わ
っ
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
七
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

被
災
者
の
生
活
環
境
の
整
備

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
避
難
所
の
運
営
状
況
等
に

関
す
る
情
報
を
把
握
し
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

情
報
の
提
供
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
し
た
。（
第
八
六
条
の

六
〜
第
八
六
条
の
七
の
二
関
係
）

広
域
一
時
滞
在

市
町
村
長
は
、
広
域
一
時
滞
在
等
の
協
議
に
際

し
、
各
被
災
住
民
に
つ
い
て
の
援
護
の
実
施
の
状

況
等
の
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を

当
該
協
議
を
す
る
他
の
市
町
村
の
市
町
村
長
等
に

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
し
た
。（
第

八
六
条
の
八
第
三
項
及
び
第
八
項
、
第
八
六
条
の

九
第
二
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
一
四
項
、

第
八
六
条
の
一
〇
第
一
項
、
第
八
六
条
の
一
一
並

び
に
第
八
六
条
の
一
三
第
一
項
関
係
）

６

被
災
者
の
援
護
を
図
る
た
め
の
措
置

被
災
者
台
帳
の
作
成

市
町
村
長
は
、
被
災
者
台
帳
の
作
成
の
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
市
町
村

の
区
域
内
で
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
実
施
す

る
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
対
し
て
、
被

災
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
九
〇
条
の
三
第
四
項

関
係
）

市
町
村
長
は
、
他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
一

時
的
に
滞
在
す
る
被
災
者
に
関
す
る
情
報
の
提

供
を
求
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し

協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
し

た
。（
第
九
〇
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
関

係
）

台
帳
情
報
の
利
用
及
び
提
供
等

市
町
村
長
は
、
被
災
者
の
生
命
又
は
身
体
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録

被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
、
被
災
者
援
護
協
力
業

務
に
必
要
な
限
度
で
提
供
に
係
る
台
帳
情
報
を
利

用
す
る
と
き
に
は
、
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
。（
第
九
〇
条
の
四
〜
第

九
〇
条
の
六
関
係
）

二

災
害
救
助
法
の
一
部
改
正
関
係

１

救
助救

助
の
種
類

救
助
の
種
類
と
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
第
一
項
関

係
）従

事
命
令

都
道
府
県
知
事
等
は
、
福
祉
関
係
者
を
救
助
に

関
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

等
と
し
た
。（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
）

協
力
命
令

都
道
府
県
知
事
等
は
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力

団
体
を
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
。（
第
八
条
第
二
項
〜
第

四
項
及
び
第
一
八
条
第
二
項
関
係
）

２

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
よ
る
情
報
提
供

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
１
の

に
よ
り

都
道
府
県
知
事
等
に
協
力
し
て
救
助
を
行
っ
た
者
に

つ
い
て
、
一
の
６
の

の

に
よ
り
市
町
村
長
か
ら

情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
提
供

の
求
め
に
係
る
者
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
っ
て
自
ら

が
保
有
す
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三

一
条
の
二
関
係
）

三

水
道
法
の
一
部
改
正
関
係

１

日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
特
例

日
本
下
水
道
事
業
団
は
、
水
道
事
業
者
等
と
協
定

を
締
結
し
、
当
該
水
道
事
業
者
等
の
管
理
す
る
水
道

施
設
が
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

水
道
施
設
の
工
事
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
等
と
し
た
。（
第
三
九
条
の
三
関
係
）

２

災
害
時
の
給
水
装
置
の
操
作

水
道
事
業
者
は
、
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
水
道
の

機
能
を
回
復
す
る
た
め
緊
急
に
配
水
管
の
調
査
及
び

復
旧
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

職
員
を
し
て
、
当
該
水
道
に
よ
っ
て
水
の
供
給
を
受

け
る
者
の
土
地
に
立
ち
入
り
、
給
水
装
置
を
操
作
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
。（
第
四
〇
条
の

二
関
係
）

四

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
関
係

地
震
災
害
警
戒
本
部
員
と
し
て
、
内
閣
府
の
防
災
監

を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
条
第
六
項
関
係
）

五

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
関
係

１

復
興
対
策
本
部
員
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
、
内
閣
府
の
防
災
監
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
第
六
項
関
係
）

２

一
団
地
の
復
興
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
に
関
す
る

都
市
計
画
に
つ
い
て
、
特
定
大
規
模
災
害
等
を
受
け

た
区
域
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
一
条

第
一
項
関
係
）

六

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
関
係

本
府
に
、
防
災
に
関
す
る
事
務
を
統
理
す
る
防
災
監

一
人
を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
一
六
条
の
二
関
係
）

七

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

化
石
燃
料
賦
課
金

化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
に
係
る
移
出
と
み
な

す
場
合
等

原
油
等
の
採
取
場
に
お
い
て
原
油
等
が
消
費
さ

れ
る
場
合
に
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
消

費
の
時
に
当
該
原
油
等
を
そ
の
採
取
場
か
ら
移
出

し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
、
原
油
等
の
採
取
を
す

る
化
石
燃
料
採
取
者
等
又
は
原
油
等
の
販
売
業
者

が
、
労
務
、
資
金
そ
の
他
原
油
等
の
採
取
に
必
要

な
も
の
を
供
給
し
て
原
油
等
の
採
取
を
委
託
す
る

場
合
に
は
、
当
該
委
託
を
し
た
者
（
以
下
「
採
取

委
託
者
」と
い
う
。）が
当
該
委
託
を
受
け
た
者（
以

下
「
採
取
受
託
者
」
と
い
う
。）の
採
取
し
た
原
油

等
で
当
該
委
託
に
係
る
も
の
を
採
取
し
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
等
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
に
係

る
移
出
と
み
な
す
場
合
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

と
し
た
。（
第
一
二
条
及
び
第
一
三
条
関
係
）

化
石
燃
料
賦
課
金
単
価

化
石
燃
料
賦
課
金
単
価
の
範
囲
に
つ
い
て
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
四
条
関
係
）

化
石
燃
料
賦
課
金
の
減
額
等

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
採

取
場
か
ら
移
出
し
、
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取

る
原
油
等
で
あ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
等
に

関
す
る
施
策
と
の
整
合
性
、
我
が
国
の
産
業
活
動

◇
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に

関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律
第
五
二
号
）

（
内
閣
官
房
）

一

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
推
進
法
」
と
い
う
。）の
一
部

改
正
関
係

１

目
的

こ
の
法
律
は
、
世
界
的
規
模
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
脱

炭
素
化
に
向
け
た
取
組
等
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
我

が
国
に
お
け
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑

な
移
行
を
推
進
す
る
た
め
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
移
行
推
進
戦
略
の
策
定
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
移
行
債
の
発
行
並
び
に
化
石
燃
料
採
取
者
等
に
対

す
る
賦
課
金
の
徴
収
及
び
特
定
事
業
者
へ
の
排
出
枠

の
割
当
て
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
に
つ
い
て
定
め
る

と
と
も
に
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
へ
の
排
出

枠
の
割
当
て
に
係
る
措
置
及
び
脱
炭
素
成
長
型
経
済

構
造
移
行
推
進
機
構
に
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ

の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
を
行
う
者
に
対

す
る
支
援
等
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）


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に
与
え
る
影
響
等
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

推
進
法
第
一
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す

べ
き
又
は
既
に
納
付
さ
れ
た
化
石
燃
料
賦
課
金
を

減
額
し
、
又
は
還
付
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
五

条
関
係
）

化
石
燃
料
採
取
者
等
の
届
出

化
石
燃
料
採
取
者
等
（
採
取
受
託
者
を
含
み
、

採
取
委
託
者
を
除
く
。）は
、
原
油
等
を
採
取
し
、

又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き

は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

原
油
等
の
採
取
又
は
保
税
地
域
か
ら
の
引
取

り
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

原
油
等
の
採
取
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

原
油
等
の
採
取
場
の
名
称
及
び
所
在
地

採
取
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
採
取
受
託

者
に
原
油
等
の
採
取
の
委
託
を
し
た
採
取
委
託

者
に
係
る

に
掲
げ
る
事
項（
第
一
六
条
関
係
）

化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
等

化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
そ
の
他

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
、
原
油
等
の
採
取
又
は
保
税
地
域
か

ら
の
引
取
り
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末

日
（
原
油
等
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
で

あ
っ
て
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
が
確
実
な
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済

産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
引
取
り
の
時
）
ま
で
に
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
一
八
条
第
一
項
関
係
）

の
申
告
書
を
提
出
し
た
化
石
燃
料
採
取
者

等
は
、

の
申
告
に
係
る
額
の
化
石
燃
料
賦
課

金
を
、

の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
政
府

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
八
条
第
二
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が

の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に

の
申
告
書

を
提
出
し
な
い
と
き
、
又
は

の
申
告
書
に
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
の
記
載
の
誤
り
が

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の

額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
当
該
化
石
燃
料
採
取
者

等
に
通
知
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
八
条
第
四

項
関
係
）

３

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
等

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て

の
実
施
に
関
す
る
指
針

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資
を
行
お
う

と
す
る
事
業
者
に
対
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
（
事
業
者
の
生
産
、
輸
送
そ
の

他
の
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の

量
（
以
下
こ
の
３
及
び
５
に
お
い
て
「
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
」
と
い
う
。）に
相
当
す
る
枠
で

あ
っ
て
、
二
酸
化
炭
素
一
ト
ン
を
表
す
単
位
に

よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
割
当
て
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
実

施
指
針
」
と
い
う
。）を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
三
二
条
第
一
項
関
係
）

実
施
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

イ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割

当
て
に
関
す
る
基
本
的
事
項

ロ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割

当
て
に
当
た
っ
て
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の

削
減
を
評
価
す
る
手
法
に
関
す
る
事
項

ハ

排
出
目
標
量
（
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の

目
標
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
設
定
及
び
排

出
実
績
量
（
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
実
績

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
算
定
に
係
る
適
正

な
計
量
の
実
施
そ
の
他
こ
れ
ら
の
設
定
及
び

算
定
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ニ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割

当
て
を
通
じ
て
促
進
す
る
投
資
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
事
項

重
点
的
に
投
資
を
促
進
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
事
業
分
野
に
関
す
る
事
項

に
定
め
る
事
業
分
野
に
属
す
る
事
業

活
動
の
う
ち
、
投
資
の
促
進
を
通
じ
て
二

酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
削
減
す
る
こ
と
が

当
該
事
業
分
野
の
産
業
競
争
力
の
強
化
に

と
っ
て
特
に
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業

活
動
に
関
す
る
事
項

新
た
な
投
資
に
資
す
る
研
究
及
び
技
術

開
発
に
関
す
る
事
項

投
資
に
係
る
指
標
、
基
準
等
の
策
定
そ

の
他
の
投
資
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ホ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割

当
て
に
当
た
っ
て
勘
案
す
べ
き
次
に
掲
げ
る

事
項

事
業
分
野
ご
と
の
国
際
競
争
力
の
維
持

又
は
向
上
に
関
す
る
事
項

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
推
進
に
資
す
る
研
究
及
び
技
術
開

発
に
関
す
る
事
項
（
第
三
二
条
第
二
項
関

係
）

届
出そ

の
行
う
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の

年
度
平
均
排
出
量
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
年
度
（
四
月
一
日
か
ら

翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
前
三
年
度
中
の
各
年
度
ご
と
の
二
酸
化
炭
素

の
排
出
量
を
平
均
し
た
量
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）が
政
令
で
定
め
る
量
以
上
で
あ
る
事
業
者

は
、
毎
年
度
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。

イ

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
（
本

店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
所
在
地
（
そ
の
者
が
個
人
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
。
以
下
同

じ
。）

ロ

そ
の
属
す
る
事
業
分
野
及
び
当
該
事
業
活

動
の
内
容

ハ

二
酸
化
炭
素
の
年
度
平
均
排
出
量

ニ

当
該
年
度
に
お
け
る
排
出
目
標
量
及
び
そ

の
設
定
の
基
礎
と
な
る
事
項

ホ

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

（
第
三
三
条
第
一
項
関
係
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
事

業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
排
出
目
標
量
が
政

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
適
切
に
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
４
の

の

規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た

者
（
以
下
「
登
録
確
認
機
関
」
と
い
う
。）の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
第
三
三
条
第
二
項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

の
規
定
に
よ
る

届
出
の
内
容
が
実
施
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な

も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を

し
た
事
業
者
（
以
下
こ
の
３
、
５
及
び
６
に
お

い
て「
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
」と
い
う
。）

に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
排
出
目
標
量
を
基

礎
と
し
て
、

の

の
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
勘

案
し
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

を
無
償
で
割
り
当
て
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
四

条
第
一
項
関
係
）

の
規
定
に
よ
る
割
当
て
は
、
法
人
等
保
有

口
座
（

の

に
規
定
す
る
法
人
等
保
有
口
座

を
い
う
。

の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。）に

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
増
加
の

記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
第
三
四
条
第
三
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
り
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
増
加
の
記
録

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
に
通
知
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

三
四
条
第
四
項
関
係
）

排
出
実
績
量
の
報
告
等

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の

の
規

定
に
よ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

の
割
当
て
に
係
る
年
度
（
以
下
「
割
当
年
度
」

と
い
う
。）の
翌
年
度
に
お
い
て
、
割
当
年
度
に

お
け
る
排
出
実
績
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
及

び
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事

業
活
動
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
（
以
下

「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。）に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
三
五
条
第
一

項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、

の
規
定

に
よ
る
報
告
に
係
る
排
出
実
績
量
が
政
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
適
切
に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
登
録
確
認
機
関
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
三
五
条
第
二
項
関
係
）
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脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
の
通

知
及
び
保
有
義
務

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

の
規
定
に
よ
る

報
告
を
し
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
、

排
出
実
績
量
に
相
当
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
の
量
を
通
知
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
六
条
第
一
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

の
規
定
に
よ
る

報
告
の
内
容
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ

の
調
査
に
基
づ
き
、

の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か

じ
め
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
を
決
定
し
、
当
該

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
通
知
す
る
こ
と

と
し
た
。（
第
三
六
条
第
二
項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、

又
は

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
量
の
脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
、
割
当
年
度
の
翌
年

度
の
一
月
三
一
日
に
、
そ
の
法
人
等
保
有
口
座

に
お
い
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
三
六
条
第
三
項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

に
規
定
す
る
日

に
、

の

に
規
定
す
る
量
の
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
償
却
（

の
排

出
枠
口
座
簿
に
お
い
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
が
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
に
お
い
て
保

有
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

量
の
範
囲
内
で
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

排
出
枠
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
録
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排

出
枠
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
七
条
第
一
項

関
係
）の

償
却
を
受
け
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
排
出
枠
は
、
当
該
償
却
に
よ
り
そ
の
法
人

等
保
有
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
録
を
受
け
た

に
規
定
す
る
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
が

の

に
規
定
す
る
日
に
保
有
し
て
い
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
と
し
た
。（
第
三
七
条
第
二
項
関

係
）

参
考
上
限
取
引
価
格

経
済
産
業
大
臣
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開

始
前
に
、
我
が
国
の
産
業
又
は
国
民
生
活
に
与
え

る
影
響
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
移
行
の

状
況
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
と
の

整
合
性
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
二
酸
化
炭

素
の
排
出
量
一
ト
ン
に
相
当
す
る
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
価
格
に
つ
い
て
そ
の

上
限
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
価
格
（
以
下
「
参
考

上
限
取
引
価
格
」
と
い
う
。）を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
九
条
第
一
項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
保
有
し

て
い
る
も
の
と
み
な
す
場
合

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
が
一
定
期
間
以
上
継
続
し
て
脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
を
行
う
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
又
は
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償

却
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
こ
と

と
し
た
。（
第
四
〇
条
第
一
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
る
告
示

を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
、

当
該
年
度
に
お
け
る

の

又
は

の
規
定
に

よ
り
通
知
さ
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

排
出
枠
の
量
が

の

の
規
定
に
よ
り
割
り
当

て
ら
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

の
量
を
上
回
る
量
を
限
度
と
し
て
、

の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
の
量
に
参
考
上
限
取
引
価
格

を
乗
じ
て
得
た
額
の
負
担
金
を
政
府
に
納
付
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
〇
条
第

二
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、
償
却
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、

の
規
定
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
、
そ

の
納
付
し
た
額
を
参
考
上
限
取
引
価
格
で
除
し

て
得
た
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出

枠
を
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し

た
。（
第
四
〇
条
第
三
項
関
係
）

未
償
却
相
当
負
担
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務

経
済
産
業
大
臣
は
、
割
当
年
度
の
翌
年
度
の

二
月
一
日
以
後
に
、
当
該
割
当
年
度
に
お
け
る

の

又
は

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
量

の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却

を
受
け
て
い
な
い
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

か
ら
、
当
該
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

排
出
枠
の
う
ち
そ
の
償
却
を
し
て
い
な
い
量
に

参
考
上
限
取
引
価
格
を
乗
じ
て
得
た
額
に
一
・

一
を
乗
じ
て
得
た
額
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
四
一
条
第
一
項
関
係
）

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
未
償
却
相

当
負
担
金
（

の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣

が
徴
収
す
る
金
銭
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四

一
条
第
二
項
関
係
）

未
償
却
相
当
負
担
金
の
額
の
決
定
、
通
知
等

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

の
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
が
納
付
す
べ
き
未
償
却
相
当
負
担
金

の
額
を
決
定
し
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
に
対
し
、
そ
の
者
が
納
付
す
べ
き
未
償
却
相
当

負
担
金
の
額
及
び
納
付
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

四
二
条
関
係
）

排
出
枠
口
座
簿
の
作
成
等

経
済
産
業
大
臣
は
、排
出
枠
口
座
簿
を
作
成
し
、

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
得
、
保

有
及
び
移
転
（
以
下「
排
出
枠
の
管
理
」と
い
う
。）

の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
口
座
を
開
設
す
る
こ
と
と

し
た
。法

人
等
保
有
口
座
（
内
国
法
人
等
（
国
内
に

本
店
等
を
有
す
る
法
人
及
び
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
で
あ
る
個
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

が
自
己
の
た
め
に
排
出
枠
の
管
理
を
行
う
た
め

の
口
座
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

機
構
取
引
口
座
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造

移
行
推
進
機
構
（
５
の

に
お
い
て
「
機
構
」

と
い
う
。）が
推
進
法
第
一
一
三
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
売
買
取
引
（
以
下
単
に
「
売
買

取
引
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の

た
め
に
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

取
得
及
び
移
転
（
以
下
「
振
替
」
と
い
う
。）を

行
う
た
め
の
口
座
を
い
う
。）（
第
四
五
条
第
一

項
関
係
）

法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項

法
人
等
保
有
口
座
は
、
当
該
法
人
等
保
有
口
座

の
名
義
人
（
当
該
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受

け
た
者
を
い
う
。
以
下
「
法
人
等
保
有
口
座
名
義

人
」
と
い
う
。）ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
四
七
条
第
一
項
関
係
）

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設

排
出
枠
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
内
国
法
人

等
は
、
排
出
枠
口
座
簿
に
、
経
済
産
業
大
臣
に

よ
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
八
条
第
一
項

関
係
）

法
人
等
保
有
口
座
は
、
排
出
枠
の
管
理
を
行

お
う
と
す
る
一
の
内
国
法
人
等
に
つ
き
一
に
限

り
開
設
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。（
第
四
八
条
第
二
項
関
係
）

の
規
定
に
よ
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
そ
の
他
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
八
条
第
三
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
る
申
請

書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
又

は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞

な
く
、
法
人
等
保
有
口
座
を
開
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
八
条
第
五
項
関

係
）

振
替
手
続

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替

は
、推
進
法
第
五
〇
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

経
済
産
業
大
臣
が
、
排
出
枠
口
座
簿
に
お
い
て
、

当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い

て
の
減
少
又
は
増
加
の
記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
五
〇
条
第
一
項
関
係
）

４

登
録
確
認
機
関

登
録

３
の

の

の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と

い
う
。）は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
３
の

の

及
び
３
の

の

の
規
定
に

よ
る
確
認
の
業
務
（
以
下「
確
認
業
務
」と
い
う
。）

を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
こ
と
と

し
た
。（
第
五
八
条
関
係
）

登
録
の
基
準

経
済
産
業
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
り
登
録
を

申
請
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合

し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
。

国
際
標
準
化
機
構
及
び
国
際
電
気
標
準
会
議

が
定
め
た
適
合
性
の
確
認
（
事
業
活
動
を
構
成

す
る
生
産
工
程
そ
の
他
の
要
素
に
関
し
作
成
さ

れ
た
報
告
書
の
内
容
が
そ
の
適
合
す
べ
き
基
準


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又
は
要
件
に
照
ら
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
行
う

機
関
に
関
す
る
基
準
又
は
こ
れ
に
類
す
る
基
準

と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

確
認
業
務
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
が
確
認
を
行
う
こ
と
。

確
認
業
務
を
適
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
の

に
十
分
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

確
認
業
務
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。（
第
六
〇
条
第
一
項
関
係
）

確
認
の
義
務

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
を
行
う
べ
き

こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
確
認
業
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
六

二
条
第
一
項
関
係
）

登
録
確
認
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
業
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
六

二
条
第
二
項
関
係
）

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
を
行
う
と
き

は
、

の

に
規
定
す
る
者
に
確
認
業
務
を
実

施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

六
二
条
第
三
項
関
係
）

業
務
規
程

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
に
関
す
る
規

程
（
以
下
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。）を
定
め
、

確
認
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
六

四
条
第
一
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
る
届
出

の
あ
っ
た
業
務
規
程
が
確
認
業
務
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
四

条
第
三
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
確
認
業
務
の
実
施

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な

い
と
き
等
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
一
条
第
一

項
関
係
）

５

雑
則脱

炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
主

務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
事
業
活
動

に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
に
関
す
る

目
標
そ
の
他
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑

な
移
行
に
資
す
る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関

す
る
計
画
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
当
該

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
に

係
る
事
業
所
管
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
。（
第
七
三
条
第
一
項
関
係
）

経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
に
、
３
の

の

の

規
定
に
よ
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
等
に
関
す

る
業
務
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
四
条

関
係
）

６

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

業
務
の
範
囲

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

（
以
下
こ
の
６
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。）

は
、
推
進
法
第
七
七
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
新
た
に
行
う
こ
と
と

し
た
。

イ

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
、
法
人
等
保
有

口
座
名
義
人
に
係
る
事
項
の
記
録
の
変
更
、

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替

及
び
排
出
枠
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
関
す
る
業
務

（
第
一
一
一
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）

ロ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割

当
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

の
量
の
通
知
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

排
出
枠
の
償
却
、
未
償
却
相
当
負
担
金
及
び

延
滞
金
の
徴
収
並
び
に
法
人
等
保
有
口
座
に

係
る
記
録
の
訂
正
等
に
係
る
事
務
（
第
一
一

一
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

ハ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
す
る
脱

炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引

（
以
下
「
排
出
枠
取
引
」
と
い
う
。）の
機
会

の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

排
出
枠
取
引
を
行
う
た
め
の
市
場
の
設

置
及
び
運
営

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
に
係
る
指
標
等

の
情
報
の
提
供
（
第
一
一
一
条
第
一
項
第

六
号
関
係
）

ニ

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取

引
価
格
の
調
整
の
た
め
の
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
の
買
入
れ
に
関
す
る
業
務

（
第
一
一
一
条
第
一
項
第
七
号
関
係
）

ホ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移

行
の
推
進
に
資
す
る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活

動
に
関
す
る
調
査
研
究
、
知
識
の
普
及
及
び

啓
発
並
び
に
当
該
事
業
活
動
を
担
う
人
材
の

養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
業
務
（
第

一
一
一
条
第
一
項
第
九
号
関
係
）

機
構
は
、
推
進
法
第
一
一
一
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済

構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
資
す
る
た

め
、
二
の
４
の

に
規
定
す
る
助
言
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
一
条
第
二

項
関
係
）

二

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
関
係

１

目
的

こ
の
法
律
は
、
主
要
な
資
源
の
大
部
分
を
輸
入
に

依
存
し
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
、
近
年
の
国
民
経

済
の
発
展
に
伴
い
、
資
源
が
大
量
に
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
使
用
済
物
品
等
及
び
副
産
物
が
大

量
に
発
生
し
、そ
の
相
当
部
分
が
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
再
生
資
源
及
び
再
生
部
品
の
相
当
部
分
が
利

用
さ
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
資
源

の
有
効
な
利
用
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物

の
発
生
の
抑
制
及
び
環
境
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、

機
構
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出

枠
を
買
い
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨

を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
意
見
を

述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
一
一
七
条
第
三
項
関
係
）

機
構
は
、
調
整
実
施
基
準
に
従
い
、

の
規

定
に
よ
り
買
い
入
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
排
出
枠
を
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に

対
し
、
売
り
渡
す
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
七
条

第
四
項
関
係
）

交
付
金

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に

対
し
、
推
進
法
第
一
一
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
相

当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
二

七
条
関
係
）

７

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。（
第
一
四
一
条
〜
第
一
四
八
条
関
係
）

８

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

機
構
が
従
う
べ
き
排
出
枠
取
引
機
会
提
供
実
施

基
準経

済
産
業
大
臣
は
、
機
構
が

の

の
ハ
に
掲

げ
る
業
務
を
実
施
す
る
際
に
従
う
べ
き
基
準
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
四
条
第
一
項
関
係
）

機
構
が
従
う
べ
き
調
整
実
施
基
準

経
済
産
業
大
臣
は
、

の

の
ニ
に
掲
げ
る
業

務
の
実
施
に
当
た
っ
て
機
構
が
従
う
べ
き
基
準

（
以
下
「
調
整
実
施
基
準
」
と
い
う
。）を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
五
条
第
一
項
関
係
）

調
整
基
準
取
引
価
格

経
済
産
業
大
臣
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開

始
前
に
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
に

つ
き
、
調
整
基
準
取
引
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
六
条
第
一
項
関

係
）脱

炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
買
入
れ

の
決
定機

構
は
、
売
買
取
引
の
価
格
の
平
均
額
と
し

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
額
が
調
整
基
準
取
引
価
格
を
下
回
る
場

合
に
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
一
七
条
第
一
項
関
係
）

機
構
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出

枠
を
買
い
入
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
調

整
実
施
基
準
に
従
っ
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
の
買
入
量
を
決
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
七
条
第
二
項

関
係
）


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使
用
済
物
品
等
及
び
副
産
物
の
発
生
の
抑
制
並
び
に

再
生
資
源
及
び
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

所
要
の
措
置
を
講
じ
、併
せ
て
、推
進
法
と
あ
い
ま
っ

て
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
等
に

よ
り
脱
炭
素
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ

て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

定
義こ

の
法
律
に
お
い
て
「
脱
炭
素
化
」
と
は
、
地

球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の

二
に
規
定
す
る
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る

こ
と
を
旨
と
し
て
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活

動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の

削
減
を
行
う
こ
と
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条

第
六
項
関
係
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資

源
利
用
促
進
製
品
」
と
は
、
脱
炭
素
化
の
た
め
に

利
用
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
再
生
資
源
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
脱
炭
素
化
再
生
資

源
」
と
い
う
。）を
そ
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
が
当
該
脱
炭
素
化
再
生
資

源
の
有
効
な
利
用
及
び
当
該
製
品
の
脱
炭
素
化
を

図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
製
品
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
一
一
項

関
係
）

３

事
業
者
等
の
責
務

一
の
３
の

の

に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
そ
の
他
の
事
業
者
は
、
脱
炭
素
化
再
生
資

源
を
製
造
し
、
又
は
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
第

三
項
関
係
）

４

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品

主
務
大
臣
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用

促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
を

促
進
す
る
た
め
、
主
務
省
令
で
、
脱
炭
素
化
再
生

資
源
の
利
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
計
画
的
に

取
り
組
む
べ
き
措
置
そ
の
他
の
措
置
に
関
し
、
指

定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
製
造
等

の
事
業
を
行
う
者
（
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
に
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の

製
造
を
発
注
す
る
事
業
者
を
含
む
。
以
下
「
指
定

脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
」
と
い

う
。）の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
二
一
条
第
一
項
関
係
）

３

基
本
理
念

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進

に
関
す
る
基
本
理
念
を
、
次
の
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条

関
係
）人

工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推

進
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
三

条
に
定
め
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の

振
興
に
関
す
る
方
針
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本

法
第
二
章
に
定
め
る
基
本
理
念
の
ほ
か
、
次
の

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
本
理
念
に
基
づ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推

進
は
、
我
が
国
に
お
い
て
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

究
開
発
を
行
う
能
力
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
人
工

知
能
関
連
技
術
に
関
す
る
産
業
の
国
際
競
争
力
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
で

あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

は
、

に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の

利
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
計
画
的
に
取
り
組

む
べ
き
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、

主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
、
推
進
法
第
七
七
条
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長

型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
は
、
指
定
脱
炭
素
化

再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
、
計

画
の
作
成
に
関
し
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三
条
第
一
項
及
び
第
三

項
関
係
）

主
務
大
臣
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用

促
進
事
業
者
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
の
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源

利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利

用
の
促
進
が

に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源

利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
等
と

す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
五
条
関
係
）

５

資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針

主
務
大
臣
は
、
指
定
省
資
源
化
製
品
、
指
定
脱

炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
及
び
指
定
再
利

用
促
進
製
品
（
以
下「
対
象
指
定
製
品
」と
い
う
。）

の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
（
そ
の
設
計
を
行
う
者

に
限
る
。）及
び
専
ら
対
象
指
定
製
品
の
設
計
を
業

と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
対
象
指
定
製
品
製
造
事

業
者
等
」
と
い
う
。）が
設
計
す
る
対
象
指
定
製
品

に
つ
い
て
、
資
源
の
有
効
な
利
用
及
び
脱
炭
素
化

を
特
に
促
進
す
る
た
め
に
対
象
指
定
製
品
製
造
事

業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
九
条
第
一
項
関
係
）

対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
そ
の
設
計

す
る
対
象
指
定
製
品
の
設
計
に
つ
い
て
、
主
務
大

臣
の
認
定
（
以
下
「
設
計
認
定
」
と
い
う
。）を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
〇
条
関
係
）

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
一
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興

財
団
は
、
同
法
第
一
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の

ほ
か
、
設
計
認
定
を
受
け
た
対
象
指
定
製
品
製
造

事
業
者
等
が
行
う
当
該
設
計
認
定
に
係
る
対
象
指

定
製
品
の
製
造
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
産
業
廃

棄
物
の
処
理
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）の
用
に

供
す
る
施
設
の
整
備
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借

入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
等
の
業
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
〇
条
第
一
項
関

係
）

６

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定

指
定
再
資
源
化
事
業
者
で
あ
っ
て
、
使
用
済
指

定
再
資
源
化
製
品
の
自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の

た
め
の
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
収
集
、
運

搬
及
び
処
分
の
事
業
（
以
下
「
自
主
回
収
・
再
資

源
化
事
業
」と
い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
も
の（
以

下
「
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」
と
い
う
。）

は
、
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
の
実
施
に
関
す

る
計
画
（
以
下
「
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計

画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
五
四
条
関
係
）

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
を
受

け
た
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い

で
、
当
該
認
定
に
係
る
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事

業
計
画
に
従
っ
て
行
う
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製

品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
業
と
し
て
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
五
七
条
関
係
）

７

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

附
則

１

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
条
〜
第
九
条

及
び
第
一
五
条
関
係
）

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行

の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則

第
一
〇
条
〜
第
一
二
条
関
係
）

３

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
た
。（
附
則
第
一
三
条
、
第
一
四
条
及
び
第
一
六

条
〜
第
一
八
条
関
係
）

４

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
八
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
法
律
第
五
三
号
）（
内
閣
府
本
府
）

１

目
的

こ
の
法
律
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
が
我
が
国
の
経

済
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
技
術
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推

進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
並
び
に
人
工

知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
そ
の
他
の
施
策
の
基
本
と
な

る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
を

設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
法
律
に
よ
る
施
策
と
相

ま
っ
て
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進

を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の

健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
、「
人
工
知
能
関
連
技
術
」と
は
、

人
工
的
な
方
法
に
よ
り
人
間
の
認
知
、
推
論
及
び
判
断

に
係
る
知
的
な
能
力
を
代
替
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た

め
に
必
要
な
技
術
並
び
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
当
該
技

術
を
利
用
し
て
処
理
し
、
そ
の
結
果
を
出
力
す
る
機
能

を
実
現
す
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
技

術
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）


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人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推

進
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
国
民

生
活
及
び
経
済
活
動
に
お
け
る
活
用
に
至
る
ま
で
の

各
段
階
の
関
係
者
に
よ
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
適

正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

究
開
発
及
び
活
用
の
過
程
の
透
明
性
の
確
保
等
の
施

策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。人

工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
は
、

国
際
的
協
調
の
下
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
我

が
国
が
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

に
関
す
る
国
際
協
力
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果

た
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

国
等
の
責
務
等

国
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
機
関
、
活
用
事
業

者
及
び
国
民
の
責
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
四
条
〜
第
一
〇
条
関
係
）

５

基
本
的
施
策

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
実

用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た

研
究
開
発
の
推
進
等
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
し

た
。（
第
一
一
条
関
係
）

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活

用
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
大
規
模
な
情
報
処
理
、

情
報
通
信
、
電
磁
的
記
録
の
保
管
等
に
係
る
施
設
及

び
設
備
並
び
に
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
そ
の
他
の
知
的
基
盤

を
研
究
開
発
機
関
及
び
活
用
事
業
者
が
広
く
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
設
備

並
び
に
知
的
基
盤
の
整
備
及
び
共
用
の
促
進
の
た
め

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
し
た
。（
第
一
二
条

関
係
）

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活

用
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
国
際
的
な
規
範
の

趣
旨
に
即
し
た
指
針
の
整
備
等
の
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
し
た
。（
第
一
三
条
関
係
）

国
は
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
機
関
及
び
活

用
事
業
者
と
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
人

工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
国
民
生
活
及
び

経
済
活
動
に
お
け
る
活
用
に
至
る
ま
で
の
各
段
階
に

お
い
て
必
要
と
な
る
専
門
的
か
つ
幅
広
い
知
識
を
有

す
る
多
様
な
分
野
の
人
材
の
確
保
等
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
し
た
。（
第
一
四
条
関
係
）

国
は
、
国
民
が
広
く
人
工
知
能
関
連
技
術
に
対
す

る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
、
人
工
知
能
関
連
技

術
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
、
広
報
活
動
の

充
実
等
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
し
た
。（
第
一
五
条

関
係
）

国
は
、
国
内
外
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開

発
及
び
活
用
の
動
向
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
不
正

な
目
的
又
は
不
適
切
な
方
法
に
よ
る
人
工
知
能
関
連

技
術
の
研
究
開
発
又
は
活
用
に
伴
っ
て
国
民
の
権
利

利
益
の
侵
害
が
生
じ
た
事
案
の
分
析
及
び
そ
れ
に
基

づ
く
対
策
の
検
討
そ
の
他
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の

研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
資
す
る
調
査
及
び
研

究
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
活
用
事
業
者

等
に
対
す
る
指
導
、
助
言
、
情
報
の
提
供
等
の
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
し
た
。（
第
一
六
条
関
係
）

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活

用
に
関
す
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国

際
的
な
規
範
の
策
定
に
積
極
的
に
参
画
す
る
も
の
と

し
た
。（
第
一
七
条
関
係
）

６

人
工
知
能
基
本
計
画

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
基
本
的
施
策
を

踏
ま
え
、
人
工
知
能
基
本
計
画
を
定
め
る
こ
と
等
と
し

た
。（
第
一
八
条
関
係
）

７

人
工
知
能
戦
略
本
部

内
閣
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
を
置
く
こ
と
等
と
し

た
。（
第
一
九
条
〜
第
二
八
条
関
係
）

８

施
行
期
日
等

政
府
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び

活
用
の
推
進
に
関
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
の
国
際
的

動
向
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
し
た
。（
附
則
第
二
条
関
係
）

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
関
係
法
律
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第

三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

こ
の
法
律
は
、別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し
た
。

◇
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令

第
二
〇
〇
号
）（
総
務
省
）

１

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
、
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
、
選
挙

事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
、
選
挙
運
動
用
自
動
車

等
に
取
り
付
け
る
立
札
及
び
看
板
の
類
、
選
挙
運
動
用

ポ
ス
タ
ー
並
び
に
個
人
演
説
会
場
の
立
札
及
び
看
板
の

類
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
九
条
の
七
、
第
一
〇

九
条
の
八
、
第
一
一
〇
条
の
二
〜
第
一
一
〇
条
の
四
、

第
一
二
五
条
の
三
及
び
第
一
三
二
条
の
三
の
二
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
政

令
第
二
〇
一
号
）（
内
閣
府
本
府
）

１

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
五
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
大

規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
に
つ

い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
本
則

関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政

令
第
二
〇
二
号
）（
厚
生
労
働
省
）

一

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
、
肢
体
不
自
由
児
通
所

医
療
費
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
に
係
る
負
担
上
限
月

額
の
算
定
方
法
に
お
け
る
所
得
区
分
の
一
部
を
八
〇
万

円
か
ら
八
〇
万
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
五
条
の
一
三
第
一

項
第
三
号
及
び
第
二
七
条
の
一
三
第
一
項
第
三
号
関

係
）

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

自
立
支
援
医
療
費
、
療
養
介
護
医
療
費
及
び
基
準
該

当
療
養
介
護
医
療
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
の
算
定
方

法
に
お
け
る
所
得
区
分
の
一
部
を
八
〇
万
円
か
ら
八
〇

万
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
五
条
第

四
号
及
び
第
四
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
関
係
）

三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
関
係

特
定
医
療
費
の
支
給
に
係
る
負
担
上
限
月
額
の
算
定

方
法
に
お
け
る
所
得
区
分
の
一
部
を
八
〇
万
円
か
ら
八

〇
万
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
第

一
項
第
五
号
関
係
）

四

施
行
期
日
等

１

こ
の
政
令
の
施
行
に
際
し
必
要
な
経
過
措
置
を
設

け
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
項
〜
第
四
項
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

◇
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政

令
第
二
〇
三
号
）（
厚
生
労
働
省
）

一

健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
が
一
万
五
、
〇
〇
〇
円
と

な
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
の
算
定
に
お
け
る
公
的
年

金
等
控
除
額
を
八
〇
万
六
、
七
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
四
二
条
第
三
項
第
六
号
関
係
）

二

船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
一
に
準
じ
た

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
九
条
第
三
項
第
六
号
関

係
）

三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
一
に
準
じ
た

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
九
条
の
三
第
四
項
第

六
号
関
係
）

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
改
正
関
係

高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
一
に
準
じ
た

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
五
条
第
一
項
第
六
号

関
係
）

五

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
つ
い
て
、
支
給
段
階
の

判
定
基
準
の
一
部
を
八
〇
万
九
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ

と
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。（
第
二
二
条
の
二
の
二
第
九
項
、
第
二
二
条
の
三

第
七
項
第
二
号
ヘ
及
び
第
二
九
条
の
二
の
二
第
九
項
関

係
）

六

施
行
期
日
等

１

こ
の
政
令
の
施
行
に
際
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を

設
け
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
条
〜
第
一
〇
条
関

係
）

２

こ
の
政
令
は
、別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、

令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。





法

律

第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

一
五
六
、
五
五
九

二
四
四
、
八
五
五

一
二
一
、
六
六
九

二
〇
九
、
九
六
五

一
二
一
、
六
六
九

二
〇
九
、
九
六
五

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
六
七
、
八
五
九

二
七
八
、
二
二
九

一
三
九
、
五
〇
八

二
二
七
、
八
〇
四

一
三
三
、
三
八
九

二
四
三
、
七
五
九

千

人

以

上

二
千
人
未
満

二
二
八
、
三
〇
二

三
六
〇
、
七
四
六

二
一
〇
、
八
五
七

三
四
三
、
三
〇
一

一
七
七
、
九
八
九

三
三
二
、
五
〇
七

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

二
五
五
、
〇
五
一

三
八
七
、
四
九
五

二
二
〇
、
一
六
一

三
五
二
、
六
〇
五

一
九
九
、
〇
一
三

三
七
五
、
六
〇
五

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

二
八
二
、
二
二
〇

四
一
四
、
六
六
四

二
四
〇
、
七
九
一

三
九
五
、
三
〇
九

二
二
五
、
七
六
二

四
〇
二
、
三
五
四

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

三
一
六
、
〇
五
一

四
七
〇
、
五
六
九

二
九
六
、
四
三
四

五
一
七
、
一
七
四

二
八
二
、
一
九
二

五
二
五
、
〇
〇
六

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

三
六
〇
、
九
〇
八

五
八
一
、
六
四
八

三
四
一
、
二
九
一

六
二
八
、
二
五
三

三
二
三
、
〇
七
七

六
一
〇
、
〇
三
九

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

四
〇
七
、
九
三
八

六
五
〇
、
七
五
二

三
八
一
、
七
八
二

七
一
二
、
八
九
二

三
五
八
、
二
三
六

七
一
一
、
四
二
〇

二
万
人
以
上

四
三
一
、
三
七
七

七
一
八
、
三
三
九

四
〇
五
、
二
二
一

七
八
〇
、
四
七
九

三
八
一
、
六
七
六

七
七
九
、
〇
〇
八

投
票
日

第
四
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

五
百
人
以
上

千

人

未

満

五
九
、
二
四
二

一
六
九
、
六
一
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

五
九
、
二
四
二

一
六
九
、
六
一
二

千

人

以

上

二
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

八
三
、
四
一
〇

二
三
七
、
九
二
八

投
票
日

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

九
四
、
三
一
六

二
七
〇
、
九
〇
八

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

八
三
、
四
一
〇

二
三
七
、
九
二
八

九
四
、
三
一
六

二
七
〇
、
九
〇
八

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

八
五
、
七
六
六

二
四
〇
、
二
八
四

一
一
八
、
四
八
四

三
三
九
、
二
二
四

一
二
九
、
三
九
〇

三
七
二
、
二
〇
四

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

一
一
八
、
四
八
四

三
三
九
、
二
二
四

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

一
二
九
、
三
九
〇

三
七
二
、
二
〇
四

一
七
三
、
〇
一
四

五
〇
四
、
一
二
四

一
八
三
、
九
二
〇

五
三
七
、
一
〇
四

二
万
人
以
上

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
九
四
、
八
二
六

五
七
〇
、
〇
八
四

二
〇
五
、
七
三
二

六
〇
三
、
〇
六
四

第
四
条
第
三
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

一
四
、
〇
七
三

一
四
、
七
七
三

一
一
、
七
四
七

一
二
、
四
四
七

一
一
、
七
四
七

一
二
、
四
四
七

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
六
、
二
五
四

一
七
、
一
二
九

一
二
、
九
一
〇

一
三
、
六
一
〇

一
三
、
九
二
八

一
四
、
八
〇
三

千

人

以

上

二
千
人
未
満

一
九
、
五
九
八

二
〇
、
六
四
八

一
八
、
四
三
五

一
九
、
四
八
五

一
八
、
二
九
〇

一
九
、
五
一
五

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

二
〇
、
七
六
一

二
一
、
八
一
一

一
八
、
四
三
五

一
九
、
四
八
五

二
〇
、
四
七
一

二
一
、
八
七
一

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

二
一
、
九
二
四

二
二
、
九
七
四

二
〇
、
六
一
六

二
一
、
八
四
一

二
一
、
六
三
四

二
三
、
〇
三
四

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

二
四
、
一
〇
五

二
五
、
三
三
〇

二
七
、
一
五
九

二
八
、
九
〇
九

二
八
、
一
七
七

三
〇
、
一
〇
二

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

三
〇
、
六
四
八

三
二
、
三
九
八

三
三
、
七
〇
二

三
五
、
九
七
七

三
三
、
七
〇
二

三
五
、
九
七
七

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

三
五
、
一
五
五

三
七
、
〇
八
〇

三
九
、
二
二
七

四
一
、
八
五
二

四
〇
、
二
四
五

四
三
、
〇
四
五

二
万
人
以
上

三
九
、
五
一
七

四
一
、
七
九
二

四
三
、
五
八
九

四
六
、
五
六
四

四
四
、
六
〇
七

四
七
、
七
五
七

投
票
日

第
四
条
第
四
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
〇
、
九
〇
五

一
一
、
七
八
〇

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

一
〇
、
九
〇
五

一
一
、
七
八
〇

投
票
日

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
律
第
五
十
号

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。





千

人

以

上

二
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
七
、
四
四
八

一
八
、
八
四
八

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

一
七
、
四
四
八

一
八
、
八
四
八

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

二
一
、
八
一
〇

二
三
、
五
六
〇

二
三
、
九
九
一

二
五
、
九
一
六

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

二
一
、
八
一
〇

二
三
、
五
六
〇

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

二
三
、
九
九
一

二
五
、
九
一
六

三
二
、
七
一
五

三
五
、
三
四
〇

三
四
、
八
九
六

三
七
、
六
九
六

二
万
人
以
上

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

三
七
、
〇
七
七

四
〇
、
〇
五
二

三
九
、
二
五
八

四
二
、
四
〇
八

第
四
条
第
五
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

一
四
七
、
二
五
五

二
三
五
、
五
五
一

一
一
二
、
三
六
五

二
〇
〇
、
六
六
一

一
一
二
、
三
六
五

二
〇
〇
、
六
六
一

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
五
八
、
五
五
五

二
六
八
、
九
二
五

一
三
〇
、
二
〇
四

二
一
八
、
五
〇
〇

一
二
四
、
〇
八
五

二
三
四
、
四
五
五

千

人

以

上

二
千
人
未
満

二
一
八
、
九
九
八

三
五
一
、
四
四
二

二
〇
一
、
五
五
三

三
三
三
、
九
九
七

一
六
八
、
六
八
五

三
二
三
、
二
〇
三

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

二
四
五
、
七
四
七

三
七
八
、
一
九
一

二
一
〇
、
八
五
七

三
四
三
、
三
〇
一

一
八
九
、
七
〇
九

三
六
六
、
三
〇
一

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

二
七
二
、
九
一
六

四
〇
五
、
三
六
〇

二
三
一
、
四
八
七

三
八
六
、
〇
〇
五

二
一
六
、
四
五
八

三
九
三
、
〇
五
〇

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

二
九
七
、
四
四
三

四
五
一
、
九
六
一

二
七
七
、
八
二
六

四
九
八
、
五
六
六

二
六
三
、
五
八
四

五
〇
六
、
三
九
八

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

三
四
二
、
三
〇
〇

五
六
三
、
〇
四
〇

三
二
二
、
六
八
三

六
〇
九
、
六
四
五

三
〇
四
、
四
六
九

五
九
一
、
四
三
一

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

三
八
九
、
三
三
〇

六
三
二
、
一
四
四

三
六
三
、
一
七
四

六
九
四
、
二
八
四

三
三
九
、
六
二
八

六
九
二
、
八
一
二

二
万
人
以
上

四
一
二
、
七
六
九

六
九
九
、
七
三
一

三
八
六
、
六
一
三

七
六
一
、
八
七
一

三
六
三
、
〇
六
八

七
六
〇
、
四
〇
〇

投
票
日

第
四
条
第
六
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

五
百
人
以
上

千

人

未

満

五
九
、
二
四
二

一
六
九
、
六
一
二

四
八
、
三
三
六

一
三
六
、
六
三
二

五
九
、
二
四
二

一
六
九
、
六
一
二

千

人

以

上

二
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

八
三
、
四
一
〇

二
三
七
、
九
二
八

投
票
日

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

九
四
、
三
一
六

二
七
〇
、
九
〇
八

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

七
二
、
五
〇
四

二
〇
四
、
九
四
八

八
三
、
四
一
〇

二
三
七
、
九
二
八

九
四
、
三
一
六

二
七
〇
、
九
〇
八

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

八
五
、
七
六
六

二
四
〇
、
二
八
四

一
一
八
、
四
八
四

三
三
九
、
二
二
四

一
二
九
、
三
九
〇

三
七
二
、
二
〇
四

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

一
一
八
、
四
八
四

三
三
九
、
二
二
四

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

一
二
九
、
三
九
〇

三
七
二
、
二
〇
四

一
七
三
、
〇
一
四

五
〇
四
、
一
二
四

一
八
三
、
九
二
〇

五
三
七
、
一
〇
四

二
万
人
以
上

一
五
一
、
二
〇
二

四
三
八
、
一
六
四

一
九
四
、
八
二
六

五
七
〇
、
〇
八
四

二
〇
五
、
七
三
二

六
〇
三
、
〇
六
四

第
四
条
第
七
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

一
四
、
〇
七
三

一
四
、
七
七
三

一
一
、
七
四
七

一
二
、
四
四
七

一
一
、
七
四
七

一
二
、
四
四
七

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
六
、
二
五
四

一
七
、
一
二
九

一
二
、
九
一
〇

一
三
、
六
一
〇

一
三
、
九
二
八

一
四
、
八
〇
三

千

人

以

上

二
千
人
未
満

一
九
、
五
九
八

二
〇
、
六
四
八

一
八
、
四
三
五

一
九
、
四
八
五

一
八
、
二
九
〇

一
九
、
五
一
五

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

二
〇
、
七
六
一

二
一
、
八
一
一

一
八
、
四
三
五

一
九
、
四
八
五

二
〇
、
四
七
一

二
一
、
八
七
一

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

二
一
、
九
二
四

二
二
、
九
七
四

二
〇
、
六
一
六

二
一
、
八
四
一

二
一
、
六
三
四

二
三
、
〇
三
四

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

二
四
、
一
〇
五

二
五
、
三
三
〇

二
七
、
一
五
九

二
八
、
九
〇
九

二
八
、
一
七
七

三
〇
、
一
〇
二

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

三
〇
、
六
四
八

三
二
、
三
九
八

三
三
、
七
〇
二

三
五
、
九
七
七

三
三
、
七
〇
二

三
五
、
九
七
七

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

三
五
、
一
五
五

三
七
、
〇
八
〇

三
九
、
二
二
七

四
一
、
八
五
二

四
〇
、
二
四
五

四
三
、
〇
四
五

二
万
人
以
上

三
九
、
五
一
七

四
一
、
七
九
二

四
三
、
五
八
九

四
六
、
五
六
四

四
四
、
六
〇
七

四
七
、
七
五
七

投
票
日

第
四
条
第
八
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

平

日

休

日

平

日

休

日

平

日

休

日

投
票区の
選
挙
人
の
数

円

円

円

円

円

円

五
百
人
未
満

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

五
百
人
以
上

千

人

未

満

一
〇
、
九
〇
五

一
一
、
七
八
〇

八
、
七
二
四

九
、
四
二
四

一
〇
、
九
〇
五

一
一
、
七
八
〇

投
票
日

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



千

人

以

上

二
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

二
千
人
以
上

三
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
七
、
四
四
八

一
八
、
八
四
八

三
千
人
以
上

五
千
人
未
満

一
三
、
〇
八
六

一
四
、
一
三
六

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

一
七
、
四
四
八

一
八
、
八
四
八

五
千
人
以
上

一
万
人
未
満

一
五
、
二
六
七

一
六
、
四
九
二

二
一
、
八
一
〇

二
三
、
五
六
〇

二
三
、
九
九
一

二
五
、
九
一
六

一
万
人
以
上

一
万
五
千
人
未
満

二
一
、
八
一
〇

二
三
、
五
六
〇

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

一
万
五
千
人
以
上

二
万
人
未
満

二
三
、
九
九
一

二
五
、
九
一
六

三
二
、
七
一
五

三
五
、
三
四
〇

三
四
、
八
九
六

三
七
、
六
九
六

二
万
人
以
上

二
八
、
三
五
三

三
〇
、
六
二
八

三
七
、
〇
七
七

四
〇
、
〇
五
二

三
九
、
二
五
八

四
二
、
四
〇
八

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

二
五
三
、
九
七
一

二
五
八
、
一
六
三

千

人

以

上

二

千

人

未

満

三
五
九
、
五
九
三

三
六
六
、
一
四
三

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
七
五
、
八
四
四

四
八
四
、
七
五
二

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

五
八
一
、
八
七
三

五
九
三
、
一
三
九

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

六
九
八
、
四
九
九

七
一
二
、
一
二
三

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

八
〇
四
、
一
七
六

八
二
〇
、
一
五
八

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

九
四
四
、
〇
九
九

九
六
二
、
九
六
三

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
一
一
五
、
〇
五
〇

一
、
一
三
七
、
五
八
二

三

万

人

以

上

一
、
二
六
三
、
一
九
四

一
、
二
八
七
、
五
六
〇

第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

一
八
一
、
四
七
二

一
八
五
、
六
六
四

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
八
三
、
五
五
〇

二
九
〇
、
一
〇
〇

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

三
八
五
、
六
二
八

三
九
四
、
五
三
六

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

四
八
七
、
七
〇
六

四
九
八
、
九
七
二

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

五
八
九
、
七
八
四

六
〇
三
、
四
〇
八

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

六
九
一
、
八
六
二

七
〇
七
、
八
四
四

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

八
一
六
、
六
二
四

八
三
五
、
四
八
八

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

九
七
五
、
四
一
二

九
九
七
、
九
四
四

三

万

人

以

上

一
、
〇
五
四
、
八
〇
六

一
、
〇
七
九
、
一
七
二

第
五
条
第
三
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

二
六
二
、
三
五
五

二
六
六
、
五
三
一

千

人

以

上

二

千

人

未

満

三
七
二
、
六
九
三

三
七
九
、
二
一
八

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
九
三
、
六
六
〇

五
〇
二
、
五
三
四

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

六
〇
四
、
四
〇
五

六
一
五
、
六
二
八

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

七
二
五
、
七
四
七

七
三
九
、
三
一
九

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

八
三
六
、
一
四
〇

八
五
二
、
〇
六
一

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

九
八
一
、
八
二
七

一
、
〇
〇
〇
、
六
一
九

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
一
六
〇
、
一
一
四

一
、
一
八
二
、
五
六
〇

三

万

人

以

上

一
、
三
一
一
、
九
二
六

一
、
三
三
六
、
一
九
九

第
五
条
第
四
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

一
八
九
、
八
五
六

一
九
四
、
〇
三
二

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
九
六
、
六
五
〇

三
〇
三
、
一
七
五

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
条
第
九
項
第
一
号
中
「
五
万
八
千
三
百
七
十
八
円
」
を
「
五
万
八
千
四
百
五
十
六
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
六
万
千
三
百
四
十
円
」
を
「
六
万
千
四
百
二
十
二
円
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
一
号
中
「
五
万
九
千
五
百
九
十

八
円
」
を
「
五
万
九
千
六
百
七
十
七
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
六
万
二
千
五
百
六
十
円
」
を
「
六
万
二
千
六
百

四
十
四
円
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
千
八
十
九
円
」
を
「
千
三
百
五
十
三
円
」
に
改
め
、同
項
た
だ
し
書
中「
二

千
百
七
十
八
円
」
を
「
二
千
七
百
六
円
」
に
、「
千
九
百
十
七
円
」
を
「
二
千
三
百
八
十
一
円
」に
、「
千
八
百
六
十
二
円
」

を
「
二
千
三
百
十
四
円
」
に
、「
千
五
百
三
円
」
を
「
千
八
百
六
十
七
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
三
万
四
千
六
百
円
」
を
「
三
万
九
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
三
万
五
百
円
」
を
「
三
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
千
六
百
五
十
三

円
」
を
「
三
千
九
円
」
に
改
め
る
。





二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
〇
三
、
四
四
四

四
一
二
、
三
一
八

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

五
一
〇
、
二
三
八

五
二
一
、
四
六
一

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

六
一
七
、
〇
三
二

六
三
〇
、
六
〇
四

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

七
二
三
、
八
二
六

七
三
九
、
七
四
七

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

八
五
四
、
三
五
二

八
七
三
、
一
四
四

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
〇
二
〇
、
四
七
六

一
、
〇
四
二
、
九
二
二

三

万

人

以

上

一
、
一
〇
三
、
五
三
八

一
、
一
二
七
、
八
一
一

第
五
条
第
六
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開
票
区
の
選
挙
人
の
数

金

額

円

千

人

未

満

一
六
九
、
六
一
六

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
六
五
、
〇
二
五

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

三
六
〇
、
四
三
四

第
五
条
第
五
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開

票

日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

七
二
、
四
九
九

二
四
二
、
一
一
五

千

人

以

上

二

千

人

未

満

七
六
、
〇
四
三

三
四
一
、
〇
六
八

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

九
〇
、
二
一
六

四
五
〇
、
六
五
〇

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

九
四
、
一
六
七

五
五
〇
、
〇
一
〇

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

一
〇
八
、
七
一
五

六
五
九
、
九
六
七

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

一
一
二
、
三
一
四

七
五
八
、
九
七
五

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

一
二
七
、
四
七
五

八
九
〇
、
七
四
七

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
三
九
、
六
三
八

一
、
〇
五
一
、
三
二
四

三

万

人

以

上

二
〇
八
、
三
八
八

一
、
一
九
四
、
二
八
一

第
五
条
第
七
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

二
五
三
、
九
七
一

二
五
八
、
一
六
三

千

人

以

上

二

千

人

未

満

三
五
九
、
五
九
三

三
六
六
、
一
四
三

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
七
五
、
八
四
四

四
八
四
、
七
五
二

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

五
八
一
、
八
七
三

五
九
三
、
一
三
九

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

六
九
八
、
四
九
九

七
一
二
、
一
二
三

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

八
〇
四
、
一
七
六

八
二
〇
、
一
五
八

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

九
四
四
、
〇
九
九

九
六
二
、
九
六
三

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
一
一
五
、
〇
五
〇

一
、
一
三
七
、
五
八
二

三

万

人

以

上

一
、
二
六
三
、
一
九
四

一
、
二
八
七
、
五
六
〇

第
五
条
第
八
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

一
八
一
、
四
七
二

一
八
五
、
六
六
四

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
八
三
、
五
五
〇

二
九
〇
、
一
〇
〇

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

三
八
五
、
六
二
八

三
九
四
、
五
三
六

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

四
八
七
、
七
〇
六

四
九
八
、
九
七
二

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

五
八
九
、
七
八
四

六
〇
三
、
四
〇
八

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

四
五
五
、
八
四
三

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

五
五
一
、
二
五
二

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

六
四
六
、
六
六
一

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

七
六
三
、
二
七
二

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

九
一
一
、
六
八
六

三

万

人

以

上

九
八
五
、
八
九
三

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

六
九
一
、
八
六
二

七
〇
七
、
八
四
四

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

八
一
六
、
六
二
四

八
三
五
、
四
八
八

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

九
七
五
、
四
一
二

九
九
七
、
九
四
四

三

万

人

以

上

一
、
〇
五
四
、
八
〇
六

一
、
〇
七
九
、
一
七
二

第
五
条
第
九
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

二
六
二
、
三
五
五

二
六
六
、
五
三
一

千

人

以

上

二

千

人

未

満

三
七
二
、
六
九
三

三
七
九
、
二
一
八

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
九
三
、
六
六
〇

五
〇
二
、
五
三
四

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

六
〇
四
、
四
〇
五

六
一
五
、
六
二
八

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

七
二
五
、
七
四
七

七
三
九
、
三
一
九

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

八
三
六
、
一
四
〇

八
五
二
、
〇
六
一

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

九
八
一
、
八
二
七

一
、
〇
〇
〇
、
六
一
九

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
一
六
〇
、
一
一
四

一
、
一
八
二
、
五
六
〇

三

万

人

以

上

一
、
三
一
一
、
九
二
六

一
、
三
三
六
、
一
九
九

第
五
条
第
十
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

投
票
の
翌
日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

一
八
九
、
八
五
六

一
九
四
、
〇
三
二

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
九
六
、
六
五
〇

三
〇
三
、
一
七
五

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

四
〇
三
、
四
四
四

四
一
二
、
三
一
八

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

五
一
〇
、
二
三
八

五
二
一
、
四
六
一

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

六
一
七
、
〇
三
二

六
三
〇
、
六
〇
四

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

七
二
三
、
八
二
六

七
三
九
、
七
四
七

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

八
五
四
、
三
五
二

八
七
三
、
一
四
四

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
、
〇
二
〇
、
四
七
六

一
、
〇
四
二
、
九
二
二

三

万

人

以

上

一
、
一
〇
三
、
五
三
八

一
、
一
二
七
、
八
一
一

第
五
条
第
十
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開

票

日

平

日

休

日

開
票
区
の

選
挙
人
の
数

円

円

千

人

未

満

七
二
、
四
九
九

二
四
二
、
一
一
五

千

人

以

上

二

千

人

未

満

七
六
、
〇
四
三

三
四
一
、
〇
六
八

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

九
〇
、
二
一
六

四
五
〇
、
六
五
〇

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

九
四
、
一
六
七

五
五
〇
、
〇
一
〇

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

一
〇
八
、
七
一
五

六
五
九
、
九
六
七

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

一
一
二
、
三
一
四

七
五
八
、
九
七
五

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

一
二
七
、
四
七
五

八
九
〇
、
七
四
七

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

一
三
九
、
六
三
八

一
、
〇
五
一
、
三
二
四

三

万

人

以

上

二
〇
八
、
三
八
八

一
、
一
九
四
、
二
八
一

第
五
条
第
十
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開
票
区
の
選
挙
人
の
数

金

額

円

千

人

未

満

一
六
九
、
六
一
六

千

人

以

上

二

千

人

未

満

二
六
五
、
〇
二
五

二

千

人

以

上

三

千

人

未

満

三
六
〇
、
四
三
四

三

千

人

以

上

五

千

人

未

満

四
五
五
、
八
四
三

五

千

人

以

上

一

万

人

未

満

五
五
一
、
二
五
二

一

万

人

以

上

一

万

五

千

人

未

満

六
四
六
、
六
六
一

一

万

五

千

人

以

上

二

万

人

未

満

七
六
三
、
二
七
二

二

万

人

以

上

三

万

人

未

満

九
一
一
、
六
八
六

三

万

人

以

上

九
八
五
、
八
九
三
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第
六
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

選
挙
会
又
は
選
挙
分
会

金

額

円

衆

議

院

小

選

挙

区

選

出

議

員

選

挙

会

六
八
八
、
八
八
五

衆

議

院

比

例

代

表

選

出

議

員

選

挙

分

会

一
、
一
九
一
、
三
〇
五

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
（
公

職
選
挙
法
第
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
選
挙
区
選
出

議
員
選
挙
分
会
）
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
分
会

二
、
二
六
六
、
六
八
八

参

議

院

選

挙

区

選

出

議

員

選

挙

会

（
参

議

院

合

同

選

挙

区

選

挙

に

係

る

も

の

に

限

る
。）

一
、
一
五
五
、
〇
六
三

第
七
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

選

挙

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

選
挙

都
道
府
県

の
世
帯
数

都
及
び
大
都
市
の
あ
る
道
府
県

そ

の

他

の

県

円

銭

円

銭

円

銭

一

三

十

万

未

満

五
三

一
一

一
八

五
九

二

三

十

万

以

上

四

十

万

未

満

五
一

七
二

一
八

〇
六

三

四

十

万

以

上

五

十

万

未

満

五
〇

九
七

一
七

九
三

四

五

十

万

以

上

七

十

万

未

満

五
〇

一
四

四
九

九
〇

一
七

七
一

五

七

十

万

以

上

百

万

未

満

五
〇

五
七

五
〇

三
九

一
七

五
三

六

百

万

以

上

四
九

一
〇

四
八

九
五

一
七

三
二

第
八
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

候

補

者

数

金

額

円

十

四

人

未

満

四
六

十

四

人

以

上

二

十

七

人

未

満

六
五

二

十

七

人

以

上

九
九

第
八
条
第
三
項
中
「
二
十
三
円
」
を
「
二
十
五
円
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

候

補

者

数

金

額

円

百

人

未

満

七
〇

百

人

以

上

百

五

十

人

未

満

一
〇
三

百

五

十

人

以

上

二

百

人

未

満

一
二
八

二

百

人

以

上

二

百

五

十

人

未

満

一
五
六

二

百

五

十

人

以

上

三

百

人

未

満

一
八
一

三

百

人

以

上

三

百

五

十

人

未

満

二
〇
八

三

百

五

十

人

以

上

二
三
四

第
八
条
第
六
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
数

金

額

円

十

四

未

満

四
六

十

四

以

上

二

十

七

未

満

六
五

二

十

七

以

上

九
九

第
八
条
の
二
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
四
千
七
十
円
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
市
町
村

区

市

町

村

区
画
数

円

円

円

九

未

満

一
八
、
一
五
〇

一
七
、
〇
五
〇

一
五
、
九
五
〇

九

以

上

十

三

未

満

二
二
、
二
二
〇

二
一
、
一
二
〇

二
〇
、
〇
二
〇

十

三

以

上

二
六
、
二
九
〇

二
五
、
一
九
〇

二
四
、
〇
九
〇

第
八
条
第
二
項
中
「
四
十
九
円
」
を
「
五
十
三
円
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

候

補

者

数

金

額

円

百

人

未

満

一
四
〇

百

人

以

上

百

五

十

人

未

満

二
〇
四

百

五

十

人

以

上

二

百

人

未

満

二
五
七

二

百

人

以

上

二

百

五

十

人

未

満

三
一
〇

二

百

五

十

人

以

上

三

百

人

未

満

三
六
一

三

百

人

以

上

三

百

五

十

人

未

満

四
一
四

三

百

五

十

人

以

上

四
六
七

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
六
条
第
二
項
中
「
四
十
二
万
八
千
八
円
」
を
「
四
十
三
万
三
千
百
九
十
円
」
に
、「
六
十
万
八
千
百
九
十
三
円
」
を

「
六
十
一
万
五
千
五
百
五
十
八
円
」
に
、「
百
十
万
七
千
三
百
五
十
二
円
」
を
「
百
十
二
万
七
百
五
十
九
円
」
に
、「
六
十

七
万
五
千
九
十
三
円
」
を
「
六
十
八
万
三
千
二
百
六
十
六
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
三
万
二
千
六
百
七
十
円
」

を
「
四
万
五
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
万
五
千
三
百
四
十
円
」
を
「
八
万
千
百
八
十
円
」
に
、「
五

万
七
千
四
百
九
十
九
円
」
を
「
七
万
千
四
百
三
十
八
円
」
に
、「
五
万
五
千
八
百
六
十
六
円
」
を「
六
万
九
千
四
百
九
円
」

に
、「
四
万
五
千
八
十
五
円
」
を
「
五
万
六
千
十
四
円
」
に
改
め
る
。





第
九
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

開

催

の

時

金

額

平

日

昼
間
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
三
十
分
ま
で
を
い
う
も
の
と
す
る
。）

円

一
〇
、
六
六
八

夜
間
（
午
後
五
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
を

い
う
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

二
七
、
一
四
八

休

日

二
八
、
四
五
六

第
十
三
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

衆
議
院
議
員
選
挙

参
議
院
議
員
選
挙

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
未
満
の
も
の

円

一
八
、
七
八
二
、
四
五
六

円

一
四
、
二
六
二
、
八
四
一

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
以
上
七
十
五
万
人
未
満
の
も
の

二
二
、
八
九
三
、
〇
六
八

一
七
、
三
〇
四
、
三
五
四

選
挙
人
の
数
が
七
十
五
万
人
以
上
百
万
人
未
満
の
も
の

二
六
、
七
五
七
、
三
三
五

二
〇
、
二
三
二
、
二
九
一

選
挙
人
の
数
が
百
万
人
以
上
百
二
十
五
万
人
未
満
の
も
の

二
九
、
六
二
四
、
一
六
七

二
二
、
二
五
八
、
五
四
七

都

道

府

県

選
挙
人
の
数
が
百
二
十
五
万
人
以
上
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

三
三
、
八
七
七
、
五
一
一

二
五
、
五
三
五
、
九
六
一

選
挙
人
の
数
が
百
五
十
万
人
以
上
二
百
万
人
未
満
の
も
の

三
九
、
九
五
二
、
六
九
八

三
〇
、
二
二
七
、
七
九
六

選
挙
人
の
数
が
二
百
万
人
以
上
二
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

四
八
、
四
七
三
、
九
四
七

三
七
、
三
〇
三
、
二
四
五

選
挙
人
の
数
が
二
百
五
十
万
人
以
上
三
百
万
人
未
満
の
も
の

五
三
、
二
二
二
、
四
九
一

四
〇
、
九
〇
八
、
二
九
四

選
挙
人
の
数
が
三
百
万
人
以
上
の
も
の

七
九
、
五
一
九
、
六
六
五

五
九
、
五
八
六
、
七
八
六

都
道
府
県
の
支
庁
又
は
地
方
事
務
所

四
、
九
四
四
、
九
三
〇

三
、
八
八
九
、
三
四
八

認

定

出

先

機

関

二
、
六
二
二
、
五
五
八

二
、
〇
六
四
、
八
四
三

大

都

市

一
〇
、
三
五
四
、
九
九
八

八
、
三
五
三
、
〇
六
四

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
未
満
の
も
の

六
、
五
四
九
、
四
六
二

五
、
七
〇
九
、
三
〇
〇

区

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
以
上
十
万
人
未
満
の
も
の

八
、
〇
八
四
、
四
九
四

七
、
二
四
〇
、
七
一
八

選
挙
人
の
数
が
十
万
人
以
上
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
〇
、
一
三
七
、
六
三
五

九
、
二
九
〇
、
二
四
五

選
挙
人
の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
も
の

一
二
、
五
七
四
、
五
〇
六

一
一
、
七
二
三
、
五
〇
二

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
未
満
の
も
の

三
、
三
一
五
、
四
七
二

二
、
九
四
二
、
二
七
四

市
（
大
都
市
を
除

く
。
次
項
、
第
三

項
及
び
第
七
項
に

お
い
て
同
じ
。）

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
の
も
の

四
、
六
三
一
、
四
二
八

四
、
一
七
五
、
九
一
九

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
以
上
十
万
人
未
満
の
も
の

七
、
二
一
四
、
三
五
〇

六
、
五
五
四
、
二
七
三

選
挙
人
の
数
が
十
万
人
以
上
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
〇
、
四
二
五
、
九
二
四

九
、
五
五
八
、
三
一
四

選
挙
人
の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
も
の

一
三
、
一
二
七
、
三
五
五

一
二
、
一
六
〇
、
三
一
一

選
挙
人
の
数
が
千
人
未
満
の
も
の

三
二
四
、
六
二
七

二
七
三
、
四
八
四

選
挙
人
の
数
が
千
人
以
上
二
千
人
未
満
の
も
の

三
六
二
、
九
七
六

三
一
一
、
七
五
九

選
挙
人
の
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
の
も
の

五
七
五
、
四
九
一

四
九
四
、
四
五
四

町

村

選
挙
人
の
数
が
三
千
人
以
上
五
千
人
未
満
の
も
の

一
、
〇
七
七
、
一
九
七

九
〇
〇
、
一
九
五

選
挙
人
の
数
が
五
千
人
以
上
一
万
人
未
満
の
も
の

一
、
六
五
四
、
五
二
〇

一
、
四
一
七
、
六
五
四

選
挙
人
の
数
が
一
万
人
以
上
二
万
人
未
満
の
も
の

二
、
一
一
七
、
一
二
一

一
、
八
三
〇
、
九
三
五

選
挙
人
の
数
が
二
万
人
以
上
の
も
の

二
、
五
六
九
、
三
三
三

二
、
二
三
三
、
八
二
七

第
十
三
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

衆
議
院
議
員
選
挙

参
議
院
議
員
選
挙

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
未
満
の
も
の

円

九
、
六
四
四
、
九
七
一

円

七
、
六
三
六
、
九
一
五

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
以
上
七
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
一
、
二
一
〇
、
六
九
四

八
、
八
八
一
、
七
七
二

選
挙
人
の
数
が
七
十
五
万
人
以
上
百
万
人
未
満
の
も
の

一
二
、
七
七
六
、
四
一
七

一
〇
、
一
二
六
、
六
二
九

選
挙
人
の
数
が
百
万
人
以
上
百
二
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
二
、
七
七
六
、
四
一
七

一
〇
、
一
二
六
、
六
二
九

都

道

府

県

選
挙
人
の
数
が
百
二
十
五
万
人
以
上
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

一
三
、
七
五
六
、
九
八
二

一
〇
、
九
四
七
、
七
四
四

選
挙
人
の
数
が
百
五
十
万
人
以
上
二
百
万
人
未
満
の
も
の

一
四
、
二
七
一
、
五
三
二

一
一
、
三
七
一
、
四
八
六

選
挙
人
の
数
が
二
百
万
人
以
上
二
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

一
五
、
二
五
二
、
〇
九
七

一
二
、
一
九
二
、
六
〇
一

選
挙
人
の
数
が
二
百
五
十
万
人
以
上
三
百
万
人
未
満
の
も
の

一
五
、
四
三
三
、
九
〇
一

一
二
、
三
三
四
、
〇
〇
五

選
挙
人
の
数
が
三
百
万
人
以
上
の
も
の

二
〇
、
一
八
七
、
五
五
二

一
五
、
九
七
九
、
九
一
〇

都
道
府
県
の
支
庁
又
は
地
方
事
務
所

四
、
四
一
二
、
九
五
八

三
、
四
〇
七
、
九
〇
〇

認

定

出

先

機

関

二
、
二
六
二
、
〇
七
七

一
、
七
三
九
、
三
〇
一

大

都

市

九
、
三
一
五
、
八
六
六

七
、
三
四
六
、
六
九
〇

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
未
満
の
も
の

四
、
〇
四
〇
、
六
九
九

三
、
二
二
二
、
四
〇
五

区

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
以
上
十
万
人
未
満
の
も
の

四
、
〇
四
〇
、
六
九
九

三
、
二
二
二
、
四
〇
五

選
挙
人
の
数
が
十
万
人
以
上
十
五
万
人
未
満
の
も
の

四
、
〇
四
〇
、
六
九
九

三
、
二
二
二
、
四
〇
五

選
挙
人
の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
も
の

四
、
〇
四
〇
、
六
九
九

三
、
二
二
二
、
四
〇
五

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
未
満
の
も
の

一
、
九
六
八
、
二
一
九

一
、
五
九
九
、
八
六
〇

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
の
も
の

二
、
一
六
五
、
八
三
五

一
、
七
三
一
、
六
〇
四

市

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
以
上
十
万
人
未
満
の
も
の

三
、
二
〇
〇
、
三
三
一

二
、
五
六
五
、
三
四
二

選
挙
人
の
数
が
十
万
人
以
上
十
五
万
人
未
満
の
も
の

四
、
三
四
六
、
三
二
八

三
、
五
〇
七
、
六
一
七

選
挙
人
の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
も
の

四
、
六
六
一
、
〇
三
〇

三
、
七
二
六
、
六
九
六

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
九
条
第
二
項
中
「
一
万
六
千
三
百
三
十
七
円
」
を
「
一
万
六
千
三
百
五
十
九
円
」に
、「
一
万
七
千
六
百
四
十
五
円
」

を
「
一
万
七
千
六
百
六
十
七
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
四
百
三
十
六
円
」
を
「
五
百
四
十
一
円
」
に
改
め
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
八
百
七
十
二
円
」
を
「
千
八
十
二
円
」
に
、「
七
百
六
十
七
円
」
を
「
九
百
五
十
二
円
」
に
、「
七
百
四

十
六
円
」
を
「
九
百
二
十
五
円
」
に
、「
六
百
二
円
」
を
「
七
百
四
十
七
円
」
に
改
め
る
。





選
挙
人
の
数
が
千
人
未
満
の
も
の

二
六
七
、
七
六
三

二
一
九
、
一
六
六

選
挙
人
の
数
が
千
人
以
上
二
千
人
未
満
の
も
の

二
六
七
、
七
六
三

二
一
九
、
一
六
六

選
挙
人
の
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
の
も
の

四
五
〇
、
七
二
一

三
七
二
、
三
七
三

町

村

選
挙
人
の
数
が
三
千
人
以
上
五
千
人
未
満
の
も
の

八
三
一
、
二
九
五

六
五
七
、
三
二
四

選
挙
人
の
数
が
五
千
人
以
上
一
万
人
未
満
の
も
の

一
、
二
六
三
、
〇
八
三

一
、
〇
二
九
、
六
一
〇

選
挙
人
の
数
が
一
万
人
以
上
二
万
人
未
満
の
も
の

一
、
五
三
〇
、
八
四
六

一
、
二
四
八
、
七
七
六

選
挙
人
の
数
が
二
万
人
以
上
の
も
の

一
、
七
九
八
、
六
〇
九

一
、
四
六
七
、
九
四
二

第
十
三
条
第
三
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

衆
議
院
議
員
選
挙

参
議
院
議
員
選
挙

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
未
満
の
も
の

円

一
、
〇
七
〇
、
六
五
三

円

八
〇
八
、
〇
四
〇

選
挙
人
の
数
が
五
十
万
人
以
上
七
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
、
二
一
二
、
〇
六
〇

九
〇
九
、
〇
四
五

選
挙
人
の
数
が
七
十
五
万
人
以
上
百
万
人
未
満
の
も
の

一
、
三
五
三
、
四
六
七

一
、
〇
一
〇
、
〇
五
〇

選
挙
人
の
数
が
百
万
人
以
上
百
二
十
五
万
人
未
満
の
も
の

一
、
三
五
三
、
四
六
七

一
、
〇
一
〇
、
〇
五
〇

都

道

府

県

選
挙
人
の
数
が
百
二
十
五
万
人
以
上
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

一
、
三
五
三
、
四
六
七

一
、
〇
一
〇
、
〇
五
〇

選
挙
人
の
数
が
百
五
十
万
人
以
上
二
百
万
人
未
満
の
も
の

一
、
四
七
四
、
六
七
三

一
、
一
一
一
、
〇
五
五

選
挙
人
の
数
が
二
百
万
人
以
上
二
百
五
十
万
人
未
満
の
も
の

一
、
四
七
四
、
六
七
三

一
、
一
一
一
、
〇
五
五

選
挙
人
の
数
が
二
百
五
十
万
人
以
上
三
百
万
人
未
満
の
も
の

一
、
四
七
四
、
六
七
三

一
、
一
一
一
、
〇
五
五

選
挙
人
の
数
が
三
百
万
人
以
上
の
も
の

二
、
四
二
四
、
一
二
〇

一
、
八
一
八
、
〇
九
〇

都
道
府
県
の
支
庁
又
は
地
方
事
務
所

五
四
五
、
四
二
七

四
〇
四
、
〇
二
〇

認

定

出

先

機

関

二
六
二
、
六
一
三

二
〇
二
、
〇
一
〇

大

都

市

一
、
三
七
五
、
六
八
五

一
、
〇
三
六
、
四
七
五

区

二
六
三
、
八
三
〇

三
五
八
、
〇
五
五

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
未
満
の
も
の

七
五
、
三
八
〇

五
六
、
五
三
五

選
挙
人
の
数
が
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
の
も
の

一
三
一
、
九
一
五

九
四
、
二
二
五

市

選
挙
人
の
数
が
五
万
人
以
上
十
万
人
未
満
の
も
の

二
二
六
、
一
四
〇

一
六
九
、
六
〇
五

選
挙
人
の
数
が
十
万
人
以
上
十
五
万
人
未
満
の
も
の

三
二
〇
、
三
六
五

二
四
四
、
九
八
五

選
挙
人
の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
も
の

三
五
八
、
〇
五
五

二
六
三
、
八
三
〇

選
挙
人
の
数
が
千
人
未
満
の
も
の

選
挙
人
の
数
が
千
人
以
上
二
千
人
未
満
の
も
の

選
挙
人
の
数
が
二
千
人
以
上
三
千
人
未
満
の
も
の

町

村

選
挙
人
の
数
が
三
千
人
以
上
五
千
人
未
満
の
も
の

五
六
、
五
三
五

三
七
、
六
九
〇

選
挙
人
の
数
が
五
千
人
以
上
一
万
人
未
満
の
も
の

七
五
、
三
八
〇

五
六
、
五
三
五

選
挙
人
の
数
が
一
万
人
以
上
二
万
人
未
満
の
も
の

七
五
、
三
八
〇

五
六
、
五
三
五

選
挙
人
の
数
が
二
万
人
以
上
の
も
の

七
五
、
三
八
〇

五
六
、
五
三
五

第
十
三
条
第
四
項
中
「
一
万
三
千
六
十
八
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
三
十
六
円
」
に
、「
六
千
五
百
三
十
四
円
」を「
八

千
百
十
八
円
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
道
府
県
、
市
町
村
等

都

道

府

県

都
道
府
県
の
支
庁
、
地
方
事
務
所
若
し

く
は
認
定
出
先
機
関
又
は
市
区
町
村

寒
冷
地
手
当

の
支
給
地
域

一

級

地

円

三
二
、
四
七
二

円

一
六
、
二
三
六

二

級

地

二
八
、
五
七
五

一
四
、
二
八
八

三

級

地

二
七
、
七
六
四

一
三
、
八
八
二

四

級

地

二
二
、
四
〇
六

一
一
、
二
〇
三

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
千
七
十
三
円
」
を
「
千
二
百
三
十
六
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
一
万
九
百
円
」

を
「
一
万
二
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
二
千
百
四
十
九
円
」
を
「
千
八
百
七
十
五
円
」
に
、「
五
百
八
十
九
円
」
を「
七
十
五
円
」に
、「
千

六
百
二
十
九
円
」
を
「
千
二
百
七
十
五
円
」
に
、「
千
百
九
円
」
を
「
六
百
七
十
五
円
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
八
百
円
」
を
「
一
万
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中「
一

万
二
千
八
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千
八
百
円
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
八
百
円
」
を
「
一
万
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
一
万

九
百
円
」
を
「
一
万
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
九
千
六
百
円
」
を
「
一
万
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項

第
九
号
及
び
第
十
号
中
「
八
千
九
百
円
」
を
「
一
万
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
千
六
百
二
十
四
円
」
を
「
千
七
百
六
十
一
円
」
に
、「
百
七
十
四
円
」
を
「
百
八
十
九
円
」
に

改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
二
、
一
九
三
、
一
一
〇
」
を
「
二
、
二
六
六
、
六
八
八
」
に
、「
一
、
二
三
五
、
一
三
四
」
を

「
一
、
二
七
六
、
一
一
八
」
に
、「
百
十
万
七
千
三
百
五
十
二
円
」
を
「
百
十
二
万
七
百
五
十
九
円
」
に
、「
六
十
七
万
五

千
九
十
三
円
」
を
「
六
十
八
万
三
千
二
百
六
十
六
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と

い
う
。）の
規
定
（
新
法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
を
除
く
。）は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下「
施
行
日
」と
い
う
。）

以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
国
会
議
員
の
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
又
は
日
本
国
憲

法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示

さ
れ
た
国
会
議
員
の
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
又
は
日
本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
申
請
の
時
の
属
す
る
日
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申

請
（
以
下
「
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
」
と
い
う
。）に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
五
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
の
日
。
以
下
「
申
請
の
日
」
と
い
う
。）が
施
行
日
以
後
で
あ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申

請
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
申
請
の
日
が
施
行
日
の
前
日
以
前
で
あ
る

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂


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第
五
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
は
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
等
を
通
じ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
に
対
す
る
事
業
者
及
び
国
民

の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
休
暇
の
取
得
の
促
進
そ
の
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
へ
の
国

民
の
参
加
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
建
物
」
を
「
宅
地
の
耐
震
化
、
建
物
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
一
号

と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

十
六

被
災
者
の
生
活
の
再
建
に
関
す
る
事
項

第
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

被
災
者
の
援
護
に
従
事
す
る
者
が
災
害
が
発
生
し
た
地
域
に
お
い
て
円
滑
か
つ
効
率
的
に
活
動
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
八
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

防
災
上
必
要
な
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
に
関
す
る
事
項

第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
中
「
内
閣
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
内
閣
府
の
防
災
監
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
七
項
中
「
指
定
地
方
公
共
機
関
」
の
下
に
「
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総

理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
被
災
者
援
護
協
力
団
体
（
以
下
「
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
と
い

う
。）」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
七
第
三
項
中
「
指
定
地
方
公
共
機
関
」
の
下
に
「
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
六
項
第
二
号
中
「
内
閣
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
内
閣
府
の
防
災
監
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
指
定
地
方
公
共
機
関
」
の
下
に
「
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
を
加
え
る
。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

第
三
十
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し

な
い
も
の

二

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ

の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執

行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
法
人
で
な

い
団
体
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
を
含
む
。
第
三
十
三
条

の
六
及
び
第
九
十
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

イ

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
で
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

ハ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

ホ

心
身
の
障
害
に
よ
り
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て

い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
行
お
う
と
す
る
被
災
者
援
護
協
力
業
務
に
必
要
な
機
材
そ
の
他
の
物
資
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
被
災
者

援
護
協
力
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
二
人
以
上
が
当
該
被
災
者
援
護
協
力
業
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
の
次
に
掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
の
管
理
者
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

被
災
者
援
護
協
力
業
務
の
適
切
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
業
務
方
法
書
そ
の
他
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

三

そ
の
行
お
う
と
す
る
被
災
者
援
護
協
力
業
務
の
実
績
が
相
当
程
度
あ
る
こ
と
。

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
律
第
五
十
一
号

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
節

災
害
時
に
お
け
る
職
員
の
派
遣
（
第
二
十
九
条

第
三
十
三
条
）」を
「
第
四
節

災
害
時
に

第
五
節

登
録
被
災

お
け
る
職
員
の
派
遣
（
第
二
十
九
条

第
三
十
三
条
）

者
援
護
協
力
団
体
（
第
三
十
三
条
の
二

第
三
十
三
条
の
十
一
）」に
、「
・
第
八
十
六
条
の
七
」
を
「

第
八
十
六
条

の
七
の
二
」
に
、「
第
九
十
条
の
四
」
を
「
第
九
十
条
の
六
」
に
、「
第
百
十
三
条

第
百
十
七
条
」
を
「
第
百
十
二
条

の
二

第
百
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
津
波
」
の
下
に
「
、
地
盤
の
液
状
化
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
六

項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
第
六
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
六
号
中
「
災
害
が
」
を
「
災
害
復
旧
及
び
災
害
か
ら
の
復
興
に
必
要
な
準
備
を
す
る
と
と
も
に
、

災
害
が
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

内
閣
府
の
防
災
監

第
二
十
八
条
の
六
第
三
項
中
「
指
定
地
方
公
共
機
関
」
の
下
に
「
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
委
員
（
」
の
下
に
「
第
三
十
三
条
の
三
を
除
き
、」を
加
え
る
。

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
五
節

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体

（
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
登
録
）

第
三
十
三
条
の
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
う
被
災
者
の
援
護
へ
の
協
力
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
業
務
（
以
下
「
被
災
者
援
護
協
力
業
務
」
と
い
う
。）を
行
う
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
と
い
う
。）は
、
内
閣
総
理
大

臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

避
難
所
（
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
行
つ
た
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
以
下「
居
住
者
等
」と
い
う
。）

を
避
難
の
た
め
に
必
要
な
間
滞
在
さ
せ
、
又
は
自
ら
居
住
の
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
被
災
し
た
住
民

（
以
下
「
被
災
住
民
」
と
い
う
。）そ
の
他
の
被
災
者
を
一
時
的
に
滞
在
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
運
営

二

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
又
は
飲
料
水
の
供
給

三

被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与

四

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
又
は
災
害
に
よ
り
生
じ
た
土
砂
そ
の
他
の
障
害
物
の
除
去

五

被
災
者
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
又
は
被
災
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
若
し
く
は
助
言

六

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
災
者
の
援
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
力
の
業
務

２

前
項
の
登
録
（
以
下
「
登
録
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


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５

登
録
は
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
（
法
人
で
な
い
団

体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名

三

被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
行
お
う
と
す
る
地
域

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

６

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
救
助
へ
の
協
力
）

第
三
十
三
条
の
三

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
（
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
等
を
い
う
。）か
ら
協
力
命

令
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
法
に
よ
る
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
の
制
限
）

第
三
十
三
条
の
四

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
で
な
い
者
は
、
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
行
う
に
際
し
、
登
録
を

受
け
て
い
る
旨
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
被
災
者
援
護
協
力
業
務
の
方
法
）

第
三
十
三
条
の
五

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
被
災
者

援
護
協
力
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
被
災
者
援
護
協
力
業

務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
三
十
三
条
の
六

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
は
、
正
当

な
理
由
が
な
く
、
被
災
者
援
護
協
力
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
（
第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
提
供
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
台
帳
情
報
に
関
す
る
秘
密
を
除
く
。）を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
三
十
三
条
の
七

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
休
止
し
、又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
登
録
被
災
者
援

護
協
力
団
体
に
係
る
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
改
善
命
令
）

第
三
十
三
条
の
八

内
閣
総
理
大
臣
は
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
第
三
十
三
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
対
し
、
被
災
者
援
護
協
力
業
務
の
方
法
を
改
善
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
）

第
三
十
三
条
の
九

内
閣
総
理
大
臣
は
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

四

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

五

次
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し

た
と
き
。

六

災
害
救
助
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
同
法

に
よ
る
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

（
報
告
又
は
資
料
の
提
出
）

第
三
十
三
条
の
十

内
閣
総
理
大
臣
は
、
被
災
者
援
護
協
力
業
務
の
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
公
表
）

第
三
十
三
条
の
十
一

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
し
た
と
き
。

二

第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

四

第
三
十
三
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第

五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
を
円
滑
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
公
共
的
団
体
又
は
民
間
の
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
並
び
に
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
公
共
的
団
体
又
は
民
間
の
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
四
十
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に

改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
義
務
」
を
「
義
務
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
一
回
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
物
資
の
備
蓄
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
九
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
高
度
か
つ
専
門
的
な

技
術
、
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
人
材
の
確
保
及
び
育
成
、
資
機
材
の
整
備
、
災
害
の
状
況
に
応
じ
て
機
動
的
に

応
援
を
行
う
体
制
の
整
備
、
多
様
な
主
体
と
の
連
携
の
強
化
そ
の
他
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
災

害
応
急
対
策
責
任
者
（
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
責
任
者
を
い
う
。）を
迅
速
か
つ
的
確
に

応
援
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
中「（
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を
行
つ
た
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
居
住

者
等
」
と
い
う
。）を
避
難
の
た
め
に
必
要
な
間
滞
在
さ
せ
、
又
は
自
ら
居
住
の
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
被

災
し
た
住
民
（
以
下
「
被
災
住
民
」
と
い
う
。）そ
の
他
の
被
災
者
を
一
時
的
に
滞
在
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
の
活
用
」
を
「
及
び
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
を
第
六
十
八
条
の
三
と
し
、
第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
応
急
措
置
の
実
施
の
要
請
の
要
求
等
）

第
六
十
八
条
の
二

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
応
急
措
置
を
的
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道

府
県
知
事
に
対
し
、
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の
実
施
の
要
請
（
次
項
に
お
い
て
「
要
請
」
と

い
う
。）を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
市
町
村

の
地
域
に
係
る
災
害
の
状
況
を
当
該
応
急
措
置
の
実
施
に
係
る
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の

長
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
市
町
村
の
地
域
に
係
る

災
害
の
状
況
を
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
緊

急
を
要
し
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
要
請
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
要
請
を
待
た
な

い
で
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

市
町
村
長
は
、
前
二
項
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）」を
削
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
七
十
四
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発

生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
が
災
害
応
急
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
緊
急
を
要
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
応
援
の
要

求
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
要
求
を
待
た
な
い
で
、
災
害
応
急
対
策
に
つ
い
て
応
援

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
災
害
の
発
生
に
よ
り
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
が
そ
の
全

部
又
は
大
部
分
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
」
に
改
め
、「
当
該
市
町
村
の
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

災
害
の
発
生
に
よ
り
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
が
そ
の
全
部
又
は
大
部
分
の
事
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

災
害
の
発
生
に
よ
り
施
設
又
は
設
備
に
被
害
が
生
じ
、
か
つ
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
当
該

施
設
又
は
設
備
に
係
る
応
急
措
置
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
災
害
応
急
対
策
の
円
滑
な
実
施
の

た
め
、
当
該
応
急
措
置
を
実
施
す
る
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

第
八
十
六
条
の
六
中
「
供
与
す
る
」
を
「
供
与
し
、
避
難
者
の
数
、
避
難
所
の
生
活
環
境
そ
の
他
の
避
難
所
の
運

営
状
況
に
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
」
に
、「
及
び
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
」を「
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
、
情
報
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
前
項
の
情
報
の
把
握
及
び
提
供
に
当
た
つ
て
は
、
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端

的
な
技
術
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
七
中
「
被
災
者
に
」
の
下
に
「
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
」
を
、「
保

健
医
療
サ
ー
ビ
ス
」
の
下
に
「
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
前
項
の
情
報
の
把
握
及
び
提
供
に
当
た
つ
て
は
、
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の
先
端

的
な
技
術
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
第
五
節
第
一
款
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
避
難
所
に
関
す
る
情
報
の
把
握
等
に
関
す
る
相
互
協
力
）

第
八
十
六
条
の
七
の
二

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
避
難
所
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
及
び
被
災
者
に
関
す
る

情
報
の
把
握
並
び
に
被
災
者
の
生
活
環
境
の
整
備
に
関
し
、
相
互
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
八
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

「
前
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

協
議
先
市
町
村
長
は
、
協
議
元
市
町
村
長
か
ら
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
被
災
住
民
の
援
護
に
関
す

る
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
被
災
住
民
に
対
し
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議
元

市
町
村
長
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
被
災
住
民
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
提
供

す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
六
条
の
八
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
際
し
、
当
該
協
議
に
係
る
各
被
災
住
民
に
つ
い
て
の
第
九
十
条

の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
当
該
協
議
を
す
る
他
の
市
町

村
の
市
町
村
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
九
第
十
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
中
第

十
三
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
前
項
」
を
「
第
十
三
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

14

都
道
府
県
外
協
議
先
市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
外
協
議
元
市
町
村
長
か
ら
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た

被
災
住
民
の
援
護
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
被
災
住
民
に
対
し
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る

と
と
も
に
、
当
該
都
道
府
県
外
協
議
元
市
町
村
長
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
被
災
住
民
に
関
す
る
情
報
で

あ
つ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

協
議
先
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
際
し
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら

提
供
さ
れ
た
被
災
住
民
情
報
を
当
該
協
議
を
す
る
関
係
市
町
村
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
九
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
際
し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
提
供
さ
れ

た
被
災
住
民
情
報
を
当
該
協
議
を
す
る
他
の
都
道
府
県
の
知
事
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
九
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
に
際
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
係
る
各

被
災
住
民
に
つ
い
て
の
第
九
十
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も

の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
住
民
情
報
」
と
い
う
。）を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
十
六
条
の
十
第
一
項
中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を「
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」

に
、「
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
十
一
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
五
項
中
「
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
提
供
さ
れ
た
被
災
住
民
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
協
議
に
係
る
各
被
災
住
民
に

つ
い
て
の
第
九
十
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
」
と
、
同
条

第
七
項
中
「
被
災
住
民
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
」
と
、
同
条
第
十
二
項
」
に
、「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第

十
四
項
中
「
都
道
府
県
外
協
議
元
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
元
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
十
五
項
」に
、

「
第
九
項
の
」
を
「
第
十
二
項
の
」
に
、「
前
項
の
」
を
「
第
十
三
項
の
」
に
、「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
七

項
」
に
、「
第
十
一
項
」」を
「
第
十
五
項
」」に
、「
同
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
」
を「
同
条
第
十
三
項
及
び
第
十
六
項
」

に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
十
二
第
二
項
中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
十
三
第
一
項
中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま

で
」
に
、「
第
八
十
六
条
の
九
第
八
項
」
を
「
同
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
六
条
の
九
第

五
項
並
び
に
同
条
第
十
一
項
」
に
、「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
八
十
六
条

の
九
第
十
二
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規

定
に
よ
る
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
三
第
四
項
中
「
の
長
」
の
下
に
「
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
で
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
実
施
す
る

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

市
町
村
長
は
、
他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
一
時
的
に
滞
在
す
る
被
災
者
に
関
し
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
行

う
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
ず
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
地
方
公

共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
当
該
被
災
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
条
の
四
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
九
十
条
の
六
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

四

災
害
に
起
因
し
て
市
町
村
の
区
域
内
の
生
活
環
境
が
安
定
し
な
い
こ
と
か
ら
被
災
者
の
生
命
又
は
身
体
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
の
市
町
村
長
が
、
被
災
者
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
に

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
実
施
し
、
又
は
実
施
し
よ
う

と
す
る
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
求
め
に
応
じ
て
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
被

災
者
援
護
協
力
団
体
が
、被
災
者
援
護
協
力
業
務
に
必
要
な
限
度
で
提
供
に
係
る
台
帳
情
報
を
利
用
す
る
と
き
。





第
三
十
一
条
の
表
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の
項
中
欄
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に「
、
第
三
十
九
条（
第

二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。）並
び
に
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
第
三
十
六
条

第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
九
条
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
四
条
の
八
第

二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
八
第
二
項

第
十
七
条
、
第
二
十
条

第
二
十
条

第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条

の
九

第
二
十
三
条
第
一
項

、
第
三
十
九
条
（
第
二
項
及
び
第
三

項
を
除
く
。）並
び
に
第
四
十
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
三
十
九
条
（
第
二
項
及
び
第

三
項
を
除
く
。）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
九
十
条
の
四
第
二
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
の
次
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。

（
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る
配
慮
）

第
九
十
条
の
五

市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
地
域
防
災

計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
台
帳
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
し
て
台
帳
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
台
帳
情
報
に
係
る
被
災
者
及
び
第
三
者
の
権
利
利
益

を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
十
条
の
六

第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
台
帳
情
報
の
提
供
を
受
け
た
登
録
被
災
者
援
護
協

力
団
体
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
同
号
の
規
定
に
よ
り

提
供
を
受
け
た
台
帳
情
報
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
の
四
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
第
十
一
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
十
二
条
の
二

第
九
十
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条

第
三
十
三
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
百
十
九
条

第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
災
害
救
助
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
一
条
」
の
下
に
「
・
第
三
十
一
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
医
療
」
の
下
に
「
、
福
祉
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
の
給
水
装
置
の
操
作
）

第
四
十
条
の
二

水
道
事
業
者
は
、
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
水
道
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
緊
急
に
配
水
管
の
調
査

及
び
復
旧
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
を
し
て
、
当
該
水
道
に
よ
つ
て
水
の
供
給
を
受
け

る
者
の
土
地
に
立
ち
入
り
、
給
水
装
置
を
操
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
操
作
に
従
事
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者

の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の
項
中
「
並
び
に
第
三
十
九
条
（
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十

九
条
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。）並
び
に
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、「
第
一
項
」
の
下
に

「
及
び
第
三
項
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
特
例
）

第
三
十
九
条
の
三

日
本
下
水
道
事
業
団
は
、
日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
二

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
終
末
処
理
場
等
の
建
設
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
管
渠
の
建
設
に
関
す
る
工
事
に
係
る
技
術
を
活
用
し
て
行
う
業
務
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
（
都
道

府
県
又
は
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
三

項
又
は
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
又

は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
公
共
的
団
体
又
は
民
間
の
団
体
と
の
連
携
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
次
項
に
お
い
て
「
連
携
方
針
」
と
い
う
。）を
定
め
て
い
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
水
道

事
業
者
等
と
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。）を
締
結
し
、
当
該

水
道
事
業
者
等
の
管
理
す
る
水
道
施
設
が
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
水
道
施
設
の
工
事
の
業
務

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

協
定
の
目
的
と
な
る
水
道
施
設

二

日
本
下
水
道
事
業
団
が
水
道
施
設
の
損
傷
の
程
度
そ
の
他
の
水
道
施
設
の
状
況
に
応
じ
て
行
う
前
号
の
水
道

施
設
の
工
事
の
内
容

三

前
号
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

四

協
定
の
有
効
期
間

五

協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
締
結
す
る
協
定
は
、
連
携
方
針
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
（
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
登

録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）を
救
助
に
関
す
る
業

務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
命
令
を
受
け
た
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
が
、
正
当
な
理

由
が
な
く
当
該
協
力
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
を
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
実
費
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
八
条
第
四
項
」
を
加
え
、「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
に
見
出
し
と
し
て「（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
情
報
提
供
）」を
付
し
、
第
四
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
に
よ
る
情
報
提
供
）

第
三
十
一
条
の
二

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
に
協
力
し

て
救
助
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
九
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
の
求
め

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
提
供
の
求
め
に
係
る
者
に
つ
い
て
の
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
水
道
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
及
び
第
二
十
四
条
の
八
第
二
項
中
「
並
び
に
第
三
十
九
条
」
を
「
、
第
三
十
九
条
」
に

改
め
、「
除
く
。）」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。





（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
二
十
一
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第

一
号

立
退
き

立
退
き
若
し
く
は
屋
内
へ
の
退
避

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
条
第
三
項

災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧

緊
急
事
態
応
急
対
策
又
は
原
子
力
災

害
事
後
対
策

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
中
「
第
四
十
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
表
第
四
十
二
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項

災
害
が

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）が

災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧

緊
急
事
態
応
急
対
策
又
は
原
子
力
災

害
事
後
対
策

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

３

前
二
項
の
規
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
二

項
若
し
く
は
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
じ
災
害
応
急
対
策
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
を
い
い
、
第
一
項
の
水
道
事
業
者
の
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）に
係
る
応
援
を
す
る
市
町
村
長
、
同
法
第
六
十
八
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
じ
災
害
応
急
対
策
に
係
る
応
援

を
す
る
都
道
府
県
知
事
、
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
い
応
急
措
置
（
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
応
急
措
置
を
い
い
、
第
一
項
の
水
道
事
業
者
の
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）に
係
る
応
援
を
す
る
市
町
村
長
、
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
に
応
じ
災
害

応
急
対
策
に
係
る
応
援
を
す
る
指
定
行
政
機
関
の
長
（
同
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
指
定
行
政
機
関
の
長
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
指
定
地
方
行
政
機
関
（
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定

地
方
行
政
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
長
、
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

災
害
応
急
対
策
に
係
る
応
援
を
す
る
指
定
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
又
は
同
法
第
七
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
応
急
措
置
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
指
定
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
六
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
六
項
第
四
号
」
に
、「
災
害
対
策
基
本
法
第
二

条
第
九
号
」
を
「
同
法
第
二
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
六
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

内
閣
府
の
防
災
監

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
中
「
第
七
十
四
条
の
四
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
特
定
大
規
模
災
害
」
を
「
特
定
大
規
模

災
害
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

特
定
大
規
模
災
害
等

特
定
大
規
模
災
害
そ
の
他
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定

す
る
災
害
を
い
う
。

第
五
条
第
六
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
大
臣
政
務
官
」
を
「
、
大
臣
政
務
官
若
し
く
は
内
閣
府
の
防
災
監
」
に
改

め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
大
規
模
災
害
」
を
「
特
定
大
規
模
災
害
等
」
に
改
め
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
十
七
条
」
を
「

第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
二
中
「
対
す
る
対
策
」
の
下
に「（
第
九
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
「
原
子
力
防
災
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
中
「
同
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
に
対
す
る
対
策
」
を
「
原
子
力
防
災
」
に
改
め

る
。第

十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
防
災
監
）

第
十
六
条
の
二

本
府
に
、
防
災
監
一
人
を
置
く
。

２

防
災
監
は
、
第
九
条
の
二
の
特
命
担
当
大
臣
を
助
け
、
命
を
受
け
て
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
三
か
ら
第
十
四
号
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
十
五

号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
原
子
力
防
災
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）を
統
理
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
条
の
二
第
六
号
の
改
正
規

定
、
同
法
第
五
条
の
三
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
九
条
の

二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
六
項

第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
二
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表

第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
三
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
に
限

る
。）の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

（
日
本
下
水
道
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

事
業
団
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
水
道
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
四
条
第
三
号
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。





第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
九
条
の
項
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第

四
十
九
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
三
の
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
三
」
を
「
第
四
十
九
条
の

二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項

災
害
の

原
子
力
災
害
の

第
四
十
九
条
の
三

災
害
予
防
責
任
者

災
害
予
防
責
任
者
（
原
子
力
事
業
者

を
含
む
。）

災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧

緊
急
事
態
応
急
対
策
又
は
原
子
力
災

害
事
後
対
策

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
七
第
一
項

災
害
の

原
子
力
災
害
の

災
害
が

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）が

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
九
条
の
項
中
「
第
六
十
八
条
の

二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
四
条
の
四
の
項
中
「
第
七
十
四
条
の
四
」
を

「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
四
条
の
四
第
二
項

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
り

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）が
発
生
し

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

防
災
計
画

防
災
計
画
若
し
く
は
原
子
力
災
害
対

策
指
針

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第

一
号

災
害

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第

二
号

災
害
の

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）の

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
九
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
項
中
「
並
び
に

第
九
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
九
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
の
表
第
六
十
五
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項

災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生

し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
つ
た
時

か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が

あ
る
ま
で
の
間

災
害
の

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）の

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項

災
害

原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
が
生
ず

る
蓋
然
性
を
含
む
。）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
八
条
第
三
項
の
表
第
二
十
三
条
第
七
項
の
項
中
欄
中
「
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
「
指
定
地
方
公
共

機
関
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
、
原
子
力
事
業
者
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
「
指
定
地
方
公
共
機
関
、
原
子

力
事
業
者
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
六
条
の
六
の
項
中
「
第
八
十
六
条
の
六
」
を
「
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
」
に

改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
百
四
十
六
条

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
一
条

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
律
第
五
十
二
号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、「
第
十
五
条

第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
七
条

第
三
十
一
条
」

に
、「
第
五
章

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
」を 「
第
五
章

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

第
一
節

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

第
二
節

登
録
確
認
機
関
（
第
五
十
八
条

第
七

第
三
節

雑
則
（
第
七
十
三
条

第
七
十
六
条
）

第
六
章

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構

割
当
て
等
（
第
三
十
二
条

第
五
十
七
条
）

十
二
条
）

」 に
、「
第
二
十
条

第
二
十
六
条
」
を
「
第
七
十
七
条

第
八
十
三
条
」

に
、「
第
二
十
七
条

第
三
十
二
条
」
を
「
第
八
十
四
条

第
八
十
九
条
」
に
、「
第
三
十
三
条

第
四
十
一
条
」
を

「
第
九
十
条

第
九
十
八
条
」
に
、「
第
四
十
二
条

第
五
十
三
条
」
を
「
第
九
十
九
条

第
百
十
条
」
に
、「
第
五
十

四
条

第
五
十
九
条
」
を
「
第
百
十
一
条

第
百
二
十
条
」
に
、「
第
六
十
条

第
六
十
八
条
」
を
「
第
百
二
十
一

条

第
百
三
十
条
」
に
、「
第
六
十
九
条
・
第
七
十
条
」
を「
第
百
三
十
一
条
・
第
百
三
十
二
条
」に
、「
第
七
十
一
条
・

第
七
十
二
条
」
を
「
第
百
三
十
三
条
・
第
百
三
十
四
条
」
に
、「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
、「
第
七
十
三
条

第
七

十
五
条
」
を
「
第
百
三
十
五
条

第
百
四
十
条
」
に
、「
第
七
章
」
を
「
第
八
章
」に
、「
第
七
十
六
条

第
七
十
九
条
」

を
「
第
百
四
十
一
条

第
百
四
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
と
も
に
、」の
下
に
「
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
へ
の
排
出
枠
の
割
当
て
に
係
る
措
置
及
び
」
を
加

え
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
号
ニ
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、「
者
を
」
を
「
事

業
者
を
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。


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第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
七
条
第
一
項
中
「
費
用
」
の
下
に
「
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十

二
条
の
十
二
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
に
係
る
租
税
収
入
の
減
少
額
の
補
塡
に
要
す
る
費

用
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
償
還
並
び
に
」
を
「
償
還
、」に
改
め
、「
特
定
事
業
者
負
担
金
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
第
二
項

（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
負
担
金
及
び
第
四
十
一
条
第

二
項
（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
未
償
却
相
当
負
担
金
」
を
加
え
、「
同
条

第
五
項
」
を
「
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
号
ニ
」
を
「
第
十
四
条
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
原
油
等
の
区
分
を
定
め
る
政
令
は
、
原
油
等
の
種
類
の
ほ
か
、
国
内
の
産
業
活
動
に
お
け
る
消
費
の
有

無
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
九
条
を
削
る
。

第
七
十
八
条
第
二
号
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五

十
四
条
」
を
「
第
百
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
三
項
又
は

第
百
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
百
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」を「
第

百
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
七
条
と
す
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
四
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

二

第
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、

又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

三

第
百
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。

四

第
百
三
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の

を
含
む
。）を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
百
四
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
六
条
若
し
く
は
第
十
七
条
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出

を
し
た
と
き
。

二

第
四
十
三
条
（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
職
員
の
質
問
に

対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
又
は
偽
り
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

三

第
四
十
三
条
（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、妨
げ
、

又
は
忌
避
し
た
と
き
。

四

第
四
十
三
条
（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
示
若
し
く

は
提
出
の
要
求
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
帳

簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
示
し
、
若
し
く
は
提
出
し
た
と
き
。

五

第
三
十
五
条
第
一
項（
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
に

虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
し
た
と
き
。

七

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
七
章
を
第
八
章
と
す
る
。

第
六
章
中
第
七
十
五
条
を
第
百
三
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
主
務
省
令
）

第
百
四
十
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
主
務
省
令
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業

活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

第
七
十
四
条
を
第
百
三
十
八
条
と
し
、
第
七
十
三
条
を
第
百
三
十
七
条
と
し
、
第
六
章
中
同
条
の
前
に
次
の
二
条

を
加
え
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
百
三
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
四
章
第
一
節
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
化
石
燃
料
採
取
者
等（
採
取
受
託
者
を
含
む
。以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
そ
の
化
石
燃
料
採
取
者
等
と
そ
の
業
務
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し

報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告

又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
四
十
六
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
四
十
三
条
又
は
前
条
に
掲
げ
る
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為

者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

第
七
十
六
条
中
「
第
四
十
条
（
第
五
十
三
条
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百

十
条
」
に
、「
違
反
し
て
そ
の
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
」
を
「
違
反
し
た
」
に
改
め
、
同
条
を

第
百
四
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘

禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
八
条
第
一
項
の
申
告
書
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

二

第
十
八
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
発
す
る
督
促
状
に
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
す
べ
き
化
石
燃
料
賦
課
金
を
納
付
し
な
い
と
き
。

三

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

七
号
）
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
又
は
偽
り
の
陳
述
を
し
た

と
き
。

四

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
検

査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

五

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
徴
収
法
第
百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
物

件
の
提
示
若
し
く
は
提
出
の
要
求
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
偽
り
の
記
載
若
し
く

は
記
録
を
し
た
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
示
し
、
若
し
く
は
提
出
し
た
と
き
。

六

第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。

七

正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が

行
う
も
の
を
含
む
。）を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。


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３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
確
認
機
関
又
は
そ
の
登
録
確
認
機
関
と
そ
の
業
務
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者

に
対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
さ
せ
、
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
者
の
行
う
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
）

第
百
三
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
四
章
第
一
節
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
職
員
に
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
又
は
そ
の
化
石
燃
料
採
取
者
等
と
そ
の
業
務
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者

の
事
業
場
そ
の
他
そ
の
業
務
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
職
員
に
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
す
る
者
の
工
場
又
は
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
職
員
に
、
登
録
確
認
機
関
又
は
そ
の
登
録
確
認
機
関
と
そ
の
業
務
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の

事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人

に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
立

入
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
立
入
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
立

入
検
査
の
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
示
し
て
こ
れ
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

７

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
っ
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結

果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

関
係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ

た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

10

経
済
産
業
大
臣
は
、
そ
の
職
員
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
さ
せ
る
と
き
又
は
機
構
に
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
者
の
行
う
事
業
活
動
に

係
る
事
業
所
管
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。

第
五
章
第
八
節
中
第
七
十
二
条
を
第
百
三
十
四
条
と
し
、
第
七
十
一
条
を
第
百
三
十
三
条
と
し
、
同
章
第
七
節
中

第
七
十
条
を
第
百
三
十
二
条
と
し
、
第
六
十
九
条
を
第
百
三
十
一
条
と
し
、
同
章
第
六
節
中
第
六
十
八
条
を
第
百
三

十
条
と
し
、
第
六
十
七
条
を
第
百
二
十
九
条
と
す
る
。

第
六
十
六
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
八
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
次
条
」
を
「
第
百
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
交
付
金
）

第
百
二
十
七
条

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
四
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
条
第
三
項
」
に
、「
前
条
第
四
号
及
び
第
五

号
に
係
る
」
を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二

十
五
条
と
す
る
。

第
六
十
三
条
第
一
号
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」に
、「
及

び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
、「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
十
四
条
第

一
項
第
四
号
」
を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
、「（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
八
十
五
条
第

三
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
同
条
第

二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
を
第
百

二
十
四
条
と
し
、
第
六
十
二
条
を
第
百
二
十
三
条
と
し
、
第
六
十
一
条
を
第
百
二
十
二
条
と
し
、
第
六
十
条
を
第
百

二
十
一
条
と
し
、
第
五
章
第
五
節
中
第
五
十
九
条
を
第
百
二
十
条
と
し
、
第
五
十
八
条
を
第
百
十
九
条
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
見
出
し
を「（
機
構
が
従
う
べ
き
支
援
基
準
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第

四
号
イ
」
を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
八
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
八
条
と
す
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
」
を
「
に
は
、
業
務
及
び
そ
の
執

行
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
業
務
及
び
そ
の
執
行
に
関
す
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

排
出
枠
取
引
市
場
に
お
け
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
売
買
取
引
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
売
買
取
引
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
関
す
る
事
項

二

売
買
取
引
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

公
正
な
売
買
取
引
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

四

売
買
取
引
の
決
済
に
関
す
る
事
項

第
五
十
六
条
を
第
百
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
機
構
が
従
う
べ
き
排
出
枠
取
引
機
会
提
供
実
施
基
準
）

第
百
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
が
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
際
に
従
う
べ

き
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
出
枠
取
引
機
会
提
供
実
施
基
準
」
と
い
う
。）を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
枠
取
引
機
会
提
供
実
施
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
排
出
枠
取
引
機
会
提
供
実
施
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
機
構
が
従
う
べ
き
調
整
実
施
基
準
）

第
百
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
機
構
が
従
う

べ
き
基
準
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
百
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
調
整
実
施
基
準
」
と
い
う
。）を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
整
実
施
基
準
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
整
実
施
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
移
行
の
状
況
及
び
経
済
事
情
の
変
動
に
よ
り
必
要
が
生
じ

た
と
き
は
、
調
整
実
施
基
準
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
実
施
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
調
整
基
準
取
引
価
格
）

第
百
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
に
つ

き
、
調
整
基
準
取
引
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

調
整
基
準
取
引
価
格
は
、
一
定
期
間
以
上
継
続
し
て
平
均
売
買
取
引
価
格
（
売
買
取
引
の
価
格
の
平
均
額
と
し

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
そ
の
額
を

下
回
っ
た
場
合
に
こ
れ
に
よ
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
の
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
売
買
取
引
の
価
格
を
調
整
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
一
ト
ン
に
相
当
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引

価
格
と
し
て
、
当
該
事
業
活
動
を
誘
導
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
価
格
の
水
準
、
二
酸
化

炭
素
の
排
出
に
係
る
国
内
外
の
経
済
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
調
整
基
準
取
引
価
格
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
買
入
れ
の
決
定
）

第
百
十
七
条

機
構
は
、
平
均
売
買
取
引
価
格
が
調
整
基
準
取
引
価
格
を
下
回
る
場
合
に
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大

臣
か
ら
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
を
行
う
た
め
の
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
買
い
入
れ
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、調
整
実
施
基
準
に
従
っ

て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
買
入
量
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
買
い
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、

経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

機
構
は
、
調
整
実
施
基
準
に
従
い
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
買
い
入
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

を
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
し
、
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
を
第
百
十
二
条
と
す
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号

を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
資
す
る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関
す
る
調
査
研

究
、
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
並
び
に
当
該
事
業
活
動
を
担
う
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
業
務

第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
、
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
に
係
る
事
項
の
記
録
の
変
更
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
の
振
替
及
び
排
出
枠
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
に
関
す
る
業

務
五

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
の
通
知
、
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却
、
未
償
却
相
当
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
徴
収
並
び
に
法
人
等
保
有
口
座

に
係
る
記
録
の
訂
正
等
に
係
る
事
務

六

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
（
イ
に
お
い
て
「
排
出

枠
取
引
」
と
い
う
。）の
機
会
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務

イ

排
出
枠
取
引
を
行
う
た
め
の
市
場
（
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
排
出
枠
取
引
市
場
」
と
い

う
。）の
設
置
及
び
運
営

ロ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
事
業
活
動
に
係
る
指
標
等
の
情
報
の
提
供

七

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
価
格
の
調
整
の
た
め
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

買
入
れ
に
関
す
る
業
務

第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
前
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

機
構
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
資
す
る

た
め
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規

定
す
る
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
四
条
を
第
百
十
一
条
と
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
」
を
「
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
」
に
改
め
、
第
五
章
第
四

節
中
同
条
を
第
百
十
条
と
し
、
第
五
十
二
条
を
第
百
九
条
と
し
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
を
五
十
七
条

ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
第
三
十
八
条
各
号
」
を
「
第
九
十
五
条
各
号
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
百
一
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
条
と
し
、
第
四
十
六
条
を
第
百
三
条
と
し
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
を
五
十

七
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
十
二
条
中
「
六
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
十
九
条
と
し
、
第
五
章
第
三
節
中
第
四
十
一
条
を

第
九
十
八
条
と
す
る
。

第
四
十
条
中
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
」
を
「
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
」
に
改
め
、「
漏
ら
し
」
の
下
に

「
、
又
は
盗
用
し
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
、
機
構
の
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
に
利
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
委
員
が
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

第
四
十
条
を
第
九
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
十
六
条
と

し
、
第
三
十
八
条
を
第
九
十
五
条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
九
十
四
条
と
し
、第
三
十
六
条
を
第
九
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
八
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
十
二
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
九
十
一

条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
九
十
条
と
し
、
第
五
章
第
二
節
中
第
三
十
二
条
を
第
八
十
九
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を

第
八
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
三
号
中
「
第
四
十
六
条
各
号
」
を
「
第
百
三
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
七
条
と
し
、
第
二

十
九
条
を
第
八
十
六
条
と
し
、
第
二
十
八
条
を
第
八
十
五
条
と
し
、
第
二
十
七
条
を
第
八
十
四
条
と
し
、
第
五
章
第

一
節
中
第
二
十
六
条
を
第
八
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
八
十
二
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
八
十
一
条
と
す

る
。第

二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
八
号
イ
」
に
改
め
、
同

条
を
第
八
十
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
七
十
九
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
七
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
業
務
」
の
下
に
「
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
係
る
事
務
、
脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
に
対
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
の
機
会
の
提
供
」
を
加
え
、
同
条
を
第
七
十

七
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
及
び
入
札
の
実
施
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
の
指
針
に

基
づ
く
入
札
の
実
施
に
よ
る
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
効
果
的
な
割
当
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
徴
収
」を「
確

実
な
徴
収
」
に
、「
調
整
」
を
「
適
切
な
調
整
」
に
改
め
、
第
四
章
第
二
節
中
同
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次

に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠

第
一
節

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
等

（
実
施
指
針
）

第
三
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資
を
行
お
う
と
す
る

事
業
者
に
対
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
（
事
業
者
の
生
産
、
輸
送
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
伴
う
二

酸
化
炭
素
の
排
出
の
量
（
以
下
「
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
」
と
い
う
。）に
相
当
す
る
枠
で
あ
っ
て
、
二
酸
化
炭
素

一
ト
ン
を
表
す
単
位
に
よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
割
当
て
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
実
施
指
針
」
と
い
う
。）を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

実
施
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
関
す
る
基
本
的
事
項

二

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
当
た
っ
て
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
を
評
価
す
る
手

法
に
関
す
る
事
項

三

排
出
目
標
量
（
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
目
標
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
設
定
及
び
排
出
実
績
量
（
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
実
績
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
算
定
に
係
る
適
正
な
計

量
の
実
施
そ
の
他
こ
れ
ら
の
設
定
及
び
算
定
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
を
通
じ
て
促
進
す
る
投
資
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

重
点
的
に
投
資
を
促
進
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
分
野
に
関
す
る
事
項

ロ

イ
に
定
め
る
事
業
分
野
に
属
す
る
事
業
活
動
の
う
ち
、
投
資
の
促
進
を
通
じ
て
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を

削
減
す
る
こ
と
が
当
該
事
業
分
野
の
産
業
競
争
力
の
強
化
に
と
っ
て
特
に
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
活
動
に
関
す
る
事
項

ハ

新
た
な
投
資
に
資
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
に
関
す
る
事
項

ニ

投
資
に
係
る
指
標
、
基
準
等
の
策
定
そ
の
他
の
投
資
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項


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五

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
に
当
た
っ
て
勘
案
す
べ
き
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
業
分
野
ご
と
の
国
際
競
争
力
の
維
持
又
は
向
上
に
関
す
る
事
項

ロ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
資
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
に
関
す
る
事
項

３

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
第
四
号
イ
に
定
め
る
事
業
分
野
間
の
均
衡
に
配

慮
す
る
と
と
も
に
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量

の
削
減
を
評
価
す
る
手
法
と
し
て
原
単
位
（
生
産
量
、
輸
送
量
そ
の
他
の
事
業
活
動
の
規
模
を
示
す
指
標
の
単
位

当
た
り
の
当
該
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
い
う
。）の
改
善
率
を
用
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
経
済
事
情
の
変
動
そ
の
他
の
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
実
施
指
針
を

変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
実
施
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
二
項

第
二
号
並
び
に
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
そ
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整

の
観
点
か
ら
同
号
イ
に
定
め
る
事
業
分
野
に
属
す
る
事
業
活
動
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
（
以
下
「
事
業
所

管
大
臣
」
と
い
う
。）に
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
排
出
実
績
量
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
環
境

大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
協
議
す
る
と
と
も
に
、
産
業
構
造
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
実
施
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

（
届
出
）

第
三
十
三
条

そ
の
行
う
事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
年
度
平
均
排
出
量
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
当
該
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
前
三
年
度
中
の
各
年

度
ご
と
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
平
均
し
た
量
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
政
令
で
定
め
る
量
以
上

で
あ
る
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
所
在
地
（
そ
の

者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
。
以
下
同
じ
。）

二

そ
の
属
す
る
事
業
分
野
及
び
当
該
事
業
活
動
の
内
容

三

二
酸
化
炭
素
の
年
度
平
均
排
出
量

四

当
該
年
度
に
お
け
る
排
出
目
標
量
及
び
そ
の
設
定
の
基
礎
と
な
る
事
項

五

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
排
出
目
標
量
が
政
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
適
切
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、あ
ら
か
じ
め
、

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
確
認
機
関
」
と
い
う
。）の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
登
録
確
認
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た

報
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
株
式
会
社
そ
の
他
の

当
該
事
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
者（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
密

接
関
係
者
」と
い
う
。）と
一
体
的
に
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資
を
行
う
と
き
は
、

当
該
密
接
関
係
者
と
共
同
し
て
当
該
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
密

接
関
係
者
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
は
当
該
届
出
を
す
る
事
業
者
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
み
な
し
て
、
こ
の

条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
）

第
三
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容
が
実
施
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も

の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
事
業
者
（
以
下
「
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
」
と
い
う
。）に

対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
排
出
目
標
量
を
基
礎
と
し
て
、
第
三
十
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し

て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
無
償
で
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
割
当
て
に
際
し
、
そ
の
割
当
て
に
係
る
年
度
（
以
下
「
割
当
年
度
」

と
い
う
。）よ
り
前
の
年
度
に
お
い
て
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
っ
た
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

つ
い
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、

当
該
割
当
て
を
行
う
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
に
つ
い
て
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
割
当
て
は
、
法
人
等
保
有
口
座
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
等
保

有
口
座
を
い
う
。
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出

枠
の
増
加
の
記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
増
加
の
記
録
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
割
当
て
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
割
当
て

に
係
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
出
実
績
量
の
報
告
等
）

第
三
十
五
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
割
当
年
度
の
翌
年
度

に
お
い
て
、
割
当
年
度
に
お
け
る
排
出
実
績
量
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
、
環
境

大
臣
及
び
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
排
出
実
績
量
が
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
適
切
に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
登
録

確
認
機
関
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、

環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
の
通
知
及
び
保
有
義
務
）

第
三
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
、
排

出
実
績
量
に
相
当
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
調
査
に
基
づ
き
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
を
決
定
し
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

３

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
排
出
枠
を
、
割
当
年
度
の
翌
年
度
の
一
月
三
十
一
日
に
、
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
に
お
い
て
保
有
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却
）

第
三
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
日
に
、
同
項
に
規
定
す
る
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
償
却
（
第
四
十
五
条
第
一
項
の
排
出
枠
口
座
簿
に
お
い
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
が
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
に
お
い
て
保
有
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
の
範
囲
内
で
、
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
排
出
枠
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
償
却
を
受
け
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
は
、
当
該
償
却
に
よ
り
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
に

お
い
て
減
少
の
記
録
を
受
け
た
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
が
前
条
第
三
項
に
規

定
す
る
日
に
保
有
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引
）

第
三
十
八
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
保
有
す
る
者
の
間

で
取
引
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
は
、
投
機
的
取
引
の
対
象
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
参
考
上
限
取
引
価
格
）

第
三
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
、
我
が
国
の
産
業
又
は
国
民
生
活
に
与
え
る

影
響
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
移
行
の
状
況
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
と
の
整
合
性
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
一
ト
ン
に
相
当
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
引

価
格
に
つ
い
て
そ
の
上
限
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
価
格
（
以
下
「
参
考
上
限
取
引
価
格
」
と
い
う
。）を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
の
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投

資
の
状
況
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
排
出
枠
取
引
市
場
に
お
け
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業

者
排
出
枠
の
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
る
参
考
上
限
取
引
価
格
の
ほ
か
に
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
べ
き
参
考
上
限

取
引
価
格
を
当
該
年
度
に
併
せ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
を
取
り
巻
く
環
境
、
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
に
著
し
い
変
動
が
生

じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
参
考
上
限
取
引
価
格

を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
参
考
上
限
取
引
価
格
を
定
め
、
又
は
改
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
産
業

構
造
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
参
考
上
限
取
引
価
格
を
定
め
、
又
は
改
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
す
る

も
の
と
す
る
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
場
合
）

第
四
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
一
定
期
間
以
上
継
続
し
て
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
排
出
枠
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
場
合
に
お
い
て
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
次

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ

れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
が
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
脱
炭
素

成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
を
上
回
る
量
を
限
度
と
し
て
、
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
量
に
参
考
上
限
取
引
価
格
を
乗
じ
て
得
た
額
の
負
担
金
を
政
府
に
納
付
す
る
こ

と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
償
却
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
、
そ
の
納
付
し
た
額
を
参
考
上
限
取
引
価
格
で
除
し
て
得
た
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資

事
業
者
排
出
枠
を
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
未
償
却
相
当
負
担
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
四
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
割
当
年
度
の
翌
年
度
の
二
月
一
日
以
後
に
、
当
該
割
当
年
度
に
お
け
る
第
三
十

六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
償
却
を
受
け

て
い
な
い
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
か
ら
、
当
該
量
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
う
ち
そ
の
償
却

を
し
て
い
な
い
量
に
参
考
上
限
取
引
価
格
を
乗
じ
て
得
た
額
に
一
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額
を
徴
収
す
る
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
未
償
却
相
当
負
担
金
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
徴
収
す
る
金

銭
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
償
却
相
当
負
担
金
の
額
の
決
定
、
通
知
等
）

第
四
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
納
付
す
べ
き
未
償
却
相
当
負
担

金
の
額
を
決
定
し
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
納
付
す
べ
き
未
償
却
相
当
負
担
金
の

額
及
び
納
付
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
四
十
三
条

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
未
償
却
相
当
負
担
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
合
併
、
分
割
及
び
事
業
の
譲
渡
）

第
四
十
四
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た

と
き
は
、
当
該
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
割
当
年
度
に
お
い
て
は
、
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
当
該
法
人
が
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）を
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
と
み
な
し
て
、
第
三
十
五
条
か
ら
こ
の
条
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
三
節
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
排
出
実
績
量
」
と
あ
る

の
は
、「
排
出
実
績
量
（
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の
事
業
活
動
及
び
同
項
の

規
定
に
よ
り
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
法
人
が
当
該
合
併
に
よ
り
承
継
し
た
事
業
活
動
に
伴
う

も
の
に
限
る
。）」
と
す
る
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
譲

渡
し
、
又
は
当
該
法
人
（
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）が
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
さ
せ

た
と
き
は
、
当
該
事
業
譲
渡
又
は
分
割
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
割
当
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業

の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
譲
り
受
け
、又
は
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し
た
法
人（
当

該
法
人
が
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）を
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
と
み
な
し
て
、
第

三
十
五
条
か
ら
こ
の
条
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
三
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
排
出
実
績
量
」
と
あ
る
の
は
、「
排
出
実
績
量
（
第
四
十

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
又
は
分
割
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
以
降
に
お
け
る
当
該
事
業
譲
渡
又
は
分

割
に
係
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の
に
限
る
。）」
と
す
る
。

（
排
出
枠
口
座
簿
の
作
成
等
）

第
四
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
排
出
枠
口
座
簿
を
作
成
し
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
取
得
、
保

有
及
び
移
転
（
以
下
「
排
出
枠
の
管
理
」
と
い
う
。）の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
口
座
を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
人
等
保
有
口
座
（
内
国
法
人
等
（
国
内
に
本
店
等
を
有
す
る
法
人
及
び
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
で
あ

る
個
人
を
い
う
。
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
自
己
の
た
め
に
排
出
枠
の
管
理
を
行

う
た
め
の
口
座
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

二

機
構
取
引
口
座
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。）

が
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
売
買
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
た
め
に
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
の
取
得
及
び
移
転
（
以
下
「
振
替
」
と
い
う
。）を
行
う
た
め
の
口
座
を
い
う
。
第
五
十
条
第

三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）

２

排
出
枠
口
座
簿
は
、
そ
の
全
部
を
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
第
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
帰
属
）

第
四
十
六
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
帰
属
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
排
出
枠
口
座
簿
の
記
録
に

よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
等
保
有
口
座
の
記
録
事
項
）

第
四
十
七
条

法
人
等
保
有
口
座
は
、
当
該
法
人
等
保
有
口
座
の
名
義
人
（
当
該
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け

た
者
を
い
う
。
以
下
「
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
」
と
い
う
。）ご
と
に
区
分
す
る
。

２

法
人
等
保
有
口
座
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
。

一

口
座
番
号

二

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
項

三

当
該
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
が
保
有
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
数
量
及
び
識
別
番
号

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
識
別
す
る
た
め
に
経
済
産
業
大
臣
に
よ
り
付
さ
れ
た
文
字
及
び
数
字

を
い
う
。）

四

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項


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（
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
）

第
四
十
八
条

排
出
枠
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
内
国
法
人
等
は
、
排
出
枠
口
座
簿
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
法

人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
人
等
保
有
口
座
は
、
排
出
枠
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
一
の
内
国
法
人
等
に
つ
き
一
に
限
り
開
設
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
本
店
等
の
所
在
地
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
法
人
等
保
有
口
座
を
開

設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
等
保
有
口
座
を
開
設
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
法
人
等

保
有
口
座
に
お
い
て
排
出
枠
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
四
十
九
条

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
そ
の
他
前
条
第

三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
記
録
を
変
更
す
る
も

の
と
す
る
。

３

前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
振
替
手
続
）

第
五
十
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
は
、
こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣

が
、
排
出
枠
口
座
簿
に
お
い
て
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
の
減
少
又
は
増
加
の
記
録

を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
の
申
請
は
、
振
替
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
減
少
の
記
録
が
さ

れ
る
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
又
は
機
構
が
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
申
請
を
す
る
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
又
は
機
構
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
振
替
に
お
い
て
減
少
及
び
増
加
の
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
数
量

二

当
該
振
替
に
よ
り
増
加
の
記
録
が
さ
れ
る
べ
き
法
人
等
保
有
口
座
又
は
機
構
取
引
口
座

４

第
二
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
遅
滞
な

く
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
の
法
人
等
保
有
口
座
又
は
機
構
取
引
口
座
の
前
項
第
一
号
の
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
録

二

前
項
第
二
号
の
法
人
等
保
有
口
座
又
は
機
構
取
引
口
座
の
同
項
第
一
号
の
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出

枠
に
つ
い
て
の
増
加
の
記
録

（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
譲
渡
の
効
力
発
生
要
件
）

第
五
十
一
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
に
よ
り
、
譲
受
人
が
そ

の
口
座
に
当
該
譲
渡
に
係
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
増
加
の
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力

を
生
じ
な
い
。

（
保
有
の
推
定
）

第
五
十
二
条

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
は
、
そ
の
法
人
等
保
有
口
座
に
お
け
る
記
録
が
さ
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投

資
事
業
者
排
出
枠
を
適
法
に
保
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
法
人
等
保
有
口
座
に
」
と
あ

る
の
は
、「
機
構
取
引
口
座
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
の
請
求
）

第
五
十
三
条

排
出
枠
口
座
簿
に
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
記
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ

の
法
人
等
保
有
口
座
に
お
い
て
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
記
録
を
受
け
た
法
人
等
保
有
口
座
名

義
人
に
対
し
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
善
意
取
得
）

第
五
十
四
条

第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
に
よ
り
そ
の
口
座
に
お
い
て
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の

増
加
の
記
録
を
受
け
た
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
又
は
機
構
は
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
を
取

得
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
又
は
機
構
に
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
排
出
枠
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
の
請
求
）

第
五
十
五
条

法
人
等
保
有
口
座
名
義
人
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
排
出
枠
口
座
簿
の
自
己
の
法
人
等
保
有
口

座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
権
に
よ
る
記
録
の
訂
正
等
）

第
五
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
四
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
当
該
記
録
の
訂
正
又
は
回
復
（
以
下
「
訂
正
等
」
と
い
う
。）を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記

録
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者
の
承
諾
が
あ
る
と
き
に
限
る
。

一

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
の
申
請
及
び
償
却
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の
記
録
が
さ
れ
て
い

る
と
き
。

二

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
振
替
の
申
請
及
び
償
却
が
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
記
録

が
、
当
該
申
請
及
び
償
却
が
な
い
の
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

三

当
該
記
録
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
た
と
き
。

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
の
訂
正
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
法
人
等
保
有
口
座
名
義

人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
及
び
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
十
七
条

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
割
当
て
及
び
未
償
却
相

当
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
、
排
出
枠
口
座
簿
に
お
け
る
口
座
の
開
設
及
び
排
出
枠
の
管
理
そ
の
他

こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

登
録
確
認
機
関

（
登
録
）

第
五
十
八
条

第
三
十
三
条
第
二
項
の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。）は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
業
務
（
以
下
「
確
認
業
務
」
と
い
う
。）を
行

お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
欠
格
条
項
）

第
五
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
登
録
の
基
準
）

第
六
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に

適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続

は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一

国
際
標
準
化
機
構
及
び
国
際
電
気
標
準
会
議
が
定
め
た
適
合
性
の
確
認
（
事
業
活
動
を
構
成
す
る
生
産
工
程

そ
の
他
の
要
素
に
関
し
作
成
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
が
そ
の
適
合
す
べ
き
基
準
又
は
要
件
に
照
ら
し
て
適
正
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
行
う
機
関
に
関
す
る
基
準
又
は
こ
れ
に
類
す
る
基
準

と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


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二

確
認
業
務
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
が
確
認
を
行
う
こ
と
。

三

確
認
業
務
を
適
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
の
に
十
分
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

確
認
業
務
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

登
録
は
、
確
認
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

登
録
を
受
け
た
者
が
確
認
業
務
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
更
新
）

第
六
十
一
条

登
録
は
、五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、

そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
準
用
す
る
。

（
確
認
の
義
務
）

第
六
十
二
条

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
確
認
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
確
認
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
を
行
う
と
き
は
、
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
確
認
業
務
を
実

施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、

環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
六
十
三
条

登
録
確
認
機
関
は
、
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

第
六
十
四
条

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。）

を
定
め
、
確
認
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
確
認
業
務
の
実
施
方
法
、
確
認
業
務
に
関
す
る
料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
業
務
規
程
が
確
認
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施

上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
六
十
五
条

登
録
確
認
機
関
は
、
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
六
十
六
条

登
録
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
、
又

は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及

び
第
百
四
十
八
条
第
二
号
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
五
年
間
事
業
所
に
備
え
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
確
認
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次

に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
確
認
機
関

の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二

前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三

財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

（
適
合
命
令
）

第
六
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
確
認
機
関
が
第
六
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
確
認
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
六
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
確
認
機
関
が
第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て

い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
確
認
機
関
に
対
し
、
確
認
業
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
確
認
業
務
の
方
法
そ

の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
六
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り

消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
確
認
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六

条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

第
五
十
九
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

四

第
六
十
四
条
第
三
項
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
）

第
七
十
条

登
録
確
認
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
確
認
業
務
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
確
認
業
務
の
実
施
）

第
七
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な
い
と
き
、
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
業
務
の

全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
、
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又

は
登
録
確
認
機
関
に
対
し
確
認
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
登
録
確
認
機
関
が
天
災
そ

の
他
の
事
由
に
よ
り
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
確
認
業
務
の

引
継
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
公
示
）

第
七
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
し
た
と
き
。

二

第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
確
認
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た

と
き
。

四

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
確
認
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る

と
き
、
又
は
自
ら
行
っ
て
い
た
確
認
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
。


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第
三
節

雑
則

（
移
行
計
画
）

第
七
十
三
条

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
事
業
活
動
に

伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
に
関
す
る
目
標
そ
の
他
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す

る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
（
次
項
及
び
第
百
四
十
八
条
第
三
号
に
お
い
て
「
移
行
計
画
」
と
い

う
。）を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
行
う
事
業
活
動
に
係
る
事
業
所
管
大
臣
は
、
移
行
計

画
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
等
に
関
す
る
業
務
等
の
委
託
）

第
七
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
に
、
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
、
第

四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
変
更
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
振
替
及
び
第
五
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
関
す
る
業
務
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
割
当
て
、
第
三
十
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
償
却
、
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
未
償
却
相
当
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
徴
収
並
び
に

第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
等
に
係
る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
七
十
五
条

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
法
人
等
保
有
口
座
の
開
設
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

二

機
構
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
第
五
十
条
第
二
項
の
振
替
の
申
請
（
法
人
等
保
有
口
座
へ
の
振
替
の
申
請
に
限

る
。）を
す
る
者

三

第
五
十
五
条
の
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
者

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
機
構
の
収
入
と
す
る
。

（
条
例
と
の
関
係
）

第
七
十
六
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
条
例
で
必
要
な
規
定
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
実
績
の
報
告
に
関
す
る
事
項

二

事
業
活
動
に
伴
う
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
又
は
熱
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
又
は
熱
の
供

給
に
係
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
に
関
す
る
事
項

第
十
八
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
経
済
産
業

大
臣
は
、
前
項
の
入
札
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
「
前
項
の
指
針
に
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
入
札
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
四
条
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、同
項
第
二
号
中「
第

十
二
条
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
対
し
て
」
を
「
対
し
て
は
」
に
、「
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
相
当
す
る
枠
」
を
「
第
三
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を「（
政
令
へ
の
委
任
）」に
改
め
、
同
条
中
「
化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
の
実
施
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
」
を
削
り
、「
別
に
法
律
」
を
「
政
令
」
に
改
め
、
第
四
章
第
一
節
中
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
化
石
燃
料
賦
課
金
」
を
「
化
石
燃
料
賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
、
第
一
号
」
を
「
、
第
三
号
に
掲
げ
る
額
以
上
で
あ
っ
て
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
ロ
中

「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
総
量
」
の
下
に「（
次
条
の
規
定
に
よ
る

減
額
又
は
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
当
該
年
度
に
見
込
ま
れ
る
原
油
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
原
油
等
に
係
る
二
酸
化
炭

素
の
排
出
量
に
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
量
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
を
、同
号
ニ
」を「（
次

号
に
お
い
て
「
特
定
事
業
者
負
担
金
控
除
後
償
還
基
準
額
」
と
い
う
。）を
、
前
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三

当
該
年
度
の
前
年
度
の
化
石
燃
料
賦
課
金
の
総
額
を
特
定
事
業
者
負
担
金
控
除
後
償
還
基
準
額
で
除
し
て
得

た
率
を
一
か
ら
控
除
し
て
得
た
率
を
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。）

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

（
化
石
燃
料
賦
課
金
の
減
額
等
）

第
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
採
取
場
か
ら
移
出
し
、
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
原

油
等
で
あ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
等
に
関
す
る
施
策
と
の
整
合
性
、
我
が
国
の
産
業
活
動
に
与
え
る
影
響
等

を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
納
付
す
べ
き
又
は
既
に
納
付
さ
れ
た
化
石
燃
料
賦
課
金
を
減
額
し
、
又
は
還
付
す
る
。

（
化
石
燃
料
採
取
者
等
の
届
出
）

第
十
六
条

化
石
燃
料
採
取
者
等
（
採
取
受
託
者
を
含
み
、
採
取
委
託
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
原

油
等
を
採
取
し
、
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

原
油
等
の
採
取
又
は
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

原
油
等
の
採
取
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
油
等
の
採
取
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

採
取
受
託
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
採
取
受
託
者
に
原
油
等
の
採
取
の
委
託
を
し
た
採
取
委
託
者
に
係
る
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項

第
十
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
原
油
等
の
採
取
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日

以
内
に
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
等
）

第
十
八
条

化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
そ
の
他
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
原
油
等
の
採
取
又
は
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
を
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
末
日
（
原
油
等
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
で
あ
っ
て
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
が
確
実
な
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
引

取
り
の
時
）
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
同
項
の
申
告
に
係
る
額
の
化
石
燃
料
賦
課
金
を
、
同
項

の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
政
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
税
地
域
か
ら
原
油
等
を
引
き
取
る
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金

の
受
領
は
、
関
税
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
、
承
認
等
と
み
な
す
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
第
一
項
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
同
項
の
申
告
書
を
提
出
し

な
い
と
き
、
又
は
同
項
の
申
告
書
に
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
の
記
載
の
誤
り
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
当
該
化
石
燃
料
採
取
者
等
に
通
知
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
を
納
付
し
て
い
な
い
と
き
は

同
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
決
定
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金
の
全
額
を
、
納
付
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金
の

額
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
決
定
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
に
足
り
な
い
と
き
は
そ
の
不
足
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
政
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
納
付
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
経
済

産
業
大
臣
が
決
定
し
た
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
未
納
の
化
石
燃
料

賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
充
当
し
、
な
お
残
余
が
あ
れ
ば
還
付
し
、

未
納
の
徴
収
金
が
な
い
と
き
は
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
化
石
燃
料
賦
課
金
の
延
納
）

第
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の

化
石
燃
料
採
取
者
等
の
納
付
す
べ
き
化
石
燃
料
賦
課
金
を
延
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
化
石
燃
料
採
取
者
等
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
化
石
燃
料
賦
課

金
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
、
保
証
金
、証
券
そ
の
他
の
担
保
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

保
税
地
域
か
ら
原
油
等
を
引
き
取
る
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
し
た
前
項
の
申
請
に
対
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
は
、
関
税
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
、
承
認
等
と
み
な
す
。

（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
二
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
化
石
燃

料
採
取
者
等
が
あ
る
と
き
は
、
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
す
る
と
き
は
、
納
付
義
務
者
に
対
し
て
督
促
状
を
発
す
る
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
る
第
一
項
の
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し

た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
指
定
す
る
期
限
ま
で

に
化
石
燃
料
賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ

り
、
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
延
滞
金
）

第
二
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
を
督
促
し
た
と
き
は
、

そ
の
督
促
に
係
る
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら

そ
の
完
納
又
は
財
産
差
押
え
の
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
督
促

に
係
る
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
の
一
部
に
つ
き
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
の
日
以

降
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
は
、
そ
の
納
付
の
あ
っ
た
化
石
燃

料
賦
課
金
の
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

３

延
滞
金
の
計
算
に
お
い
て
、
前
二
項
の
化
石
燃
料
賦
課
金
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
は
、
切
り
捨
て
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
延
滞
金
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
。

５

延
滞
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
徴
収
し
な
い
。
た
だ
し
、第
四
号
の
場
合
に
は
、

そ
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
期
間
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。

一

督
促
状
に
指
定
し
た
期
限
ま
で
に
化
石
燃
料
賦
課
金
を
完
納
し
た
と
き
。

二

納
付
義
務
者
の
住
所
又
は
居
所
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
公
示
送
達
の
方
法
に
よ
っ
て
督
促
し
た
と
き
。

三

延
滞
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

四

化
石
燃
料
賦
課
金
に
つ
い
て
滞
納
処
分
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
と
き
。

五

化
石
燃
料
賦
課
金
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
先
取
特
権
の
順
位
）

第
二
十
二
条

化
石
燃
料
賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方

税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
徴
収
金
の
徴
収
手
続
）

第
二
十
三
条

化
石
燃
料
賦
課
金
そ
の
他
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
こ
の
節
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
。

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
二
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係

行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
必
要
な
資
料
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

二

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等
を
備
え
て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

三

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
移
行
計
画
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
こ
れ
を
提

出
し
た
と
き
。

四

第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

附
則
第
六
条
中
「
、
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第

二
項
」
を
「
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
十
号
（
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）」
に
、「
行
う
」
を
「
行
わ
な
い
」
に
、「
第
七
十
八
条
」
を
「
第
百
四
十
七
条
」
に
、「
第
五
十
四
条
」」を
「
第
百

十
一
条
」」に
、「「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
二
項
」

を「「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
号
（
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
九

号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
化
石
燃
料
賦
課
金
の
納
付
に
係
る
移
出
と
み
な
す
場
合
等
）

第
十
二
条

原
油
等
の
採
取
場
に
お
い
て
原
油
等
が
消
費
さ
れ
る
場
合
に
は
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
消
費
の

時
に
当
該
原
油
等
を
そ
の
採
取
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
消
費
に
つ
き
、
当
該
化
石
燃

料
採
取
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
消
費
者
を
当
該
原
油
等
の
化
石
燃
料
採
取
者

等
と
み
な
し
、
当
該
消
費
者
が
消
費
の
時
に
当
該
原
油
等
を
そ
の
採
取
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

の
法
律
（
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
除
く
。）の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

保
税
地
域
に
お
い
て
原
油
等
が
消
費
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
消
費
者
が
消
費
の
時
に
化
石
燃
料
採
取
者
等
と

し
て
当
該
原
油
等
を
そ
の
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

原
油
等
の
採
取
場
に
現
存
す
る
原
油
等
が
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。）、
強
制
執
行
、
担
保
権

の
実
行
と
し
て
の
競
売
、
企
業
担
保
権
の
実
行
手
続
、
企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手
続
又
は
破
産
手
続
に
よ
り
換

価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
原
油
等
に
係
る
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
換
価
の
時
に
当
該
原
油
等
を
そ
の
採
取

場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

原
油
等
の
採
取
を
す
る
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
採
取
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
油
等
が
そ
の
採
取

場
に
現
存
す
る
と
き
は
、
当
該
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の
採
取
を
廃
止
し
た
日
に
当
該
原
油
等
を
当
該
採
取
場

か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経

済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
た
だ
し
書
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
原
油
等
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
指

定
す
る
期
間
、
そ
の
採
取
場
で
あ
っ
た
場
所
を
な
お
原
油
等
の
採
取
場
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

期
間
を
経
過
し
た
日
に
な
お
当
該
原
油
等
が
そ
の
場
所
に
現
存
す
る
と
き
は
、
当
該
化
石
燃
料
採
取
者
等
が
そ
の

日
の
前
日
に
当
該
原
油
等
を
当
該
採
取
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
三
条

原
油
等
の
採
取
を
す
る
化
石
燃
料
採
取
者
等
又
は
原
油
等
の
販
売
業
者
が
、
労
務
、
資
金
そ
の
他
原
油

等
の
採
取
に
必
要
な
も
の
を
供
給
し
て
原
油
等
の
採
取
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
を
し
た
者
（
第
十
六

条
に
お
い
て
「
採
取
委
託
者
」
と
い
う
。）が
当
該
委
託
を
受
け
た
者
（
同
条
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
「
採
取
受
託
者
」
と
い
う
。）の
採
取
し
た
原
油
等
で
当
該
委
託
に
係
る
も
の
を
採
取
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

原
油
等
が
そ
の
採
取
場
か
ら
移
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
移
出
に
つ
き
、
当
該
原
油
等
の
採
取
場
に
係

る
化
石
燃
料
採
取
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
原
油
等
を
移
出
し
た
者
を
当
該
原
油

等
の
化
石
燃
料
採
取
者
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
（
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
係

る
罰
則
を
除
く
。）の
規
定
を
適
用
す
る
。
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第
六
条
の
二

政
府
は
、
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に

必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構

に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る
も

の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
第
百
二
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
買
い
入
れ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
で
あ
っ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
資
に
よ
り
払
い
込
ま

れ
た
金
銭
を
そ
の
買
入
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
た
も
の
を
全
て
売
り
渡
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
第
三
号

に
お
い
て「
売
渡
終
了
年
度
」と
い
う
。）に
係
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ

た
後
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ

る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

二

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
資
を
受
け
た
額
か
ら
第
百
二
十
四
条

第
三
号
に
係
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額

三

売
渡
終
了
年
度
の
翌
事
業
年
度
以
降
に
お
い
て
第
百
二
十
四
条
第
三
号
に
係
る
業
務
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ

る
費
用
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
第
三
号
の
承
認
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
十
三
条
を
第
七
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
指
定
調
査
機
関
の
役
員
又

は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
四
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
設
計
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し

た
と
き
。

二

第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載

を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

三

第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
四
十
二
条
中
「
、
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
削
り
、「
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
三
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第

二
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
十
条
と
し
、
第
十
一
章
中
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
六
十
八
条

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
指
定
調

査
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
十
九
条

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、設
計
調
査
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
、

又
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
使
用
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
一
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。

第
十
章
中
第
四
十
一
条
を
第
六
十
七
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

第
二
条
中
第
十
三
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
項
を
第
十

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
」
と
は
、
脱
炭
素
化
の
た
め
に
利
用
す
る
こ

と
が
特
に
必
要
な
再
生
資
源
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
脱
炭
素
化
再
生
資
源
」
と
い
う
。）を
そ
の
原

材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
が
当
該
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
有
効
な
利
用
及
び
当
該
製
品
の
脱

炭
素
化
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
製
品
を
い
う
。

第
二
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
脱
炭
素
化
」
と
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
社
会
経
済
活
動
そ
の

他
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
販
売
」
の
下
に
「
若
し
く
は
賃
貸
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
の

事
業
者
は
、
脱
炭
素
化
再
生
資
源
を
製
造
し
、
又
は
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
販
売
」
を
「
、
販
売
又
は
賃
貸
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
販
売
に
」
を
「
販
売
（
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
に
限
る
。
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第

二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
」
に
改
め
、「
販
売
量
」
の

下
に「（
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
量
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
中
「
前
二
条
」
を
「
第
七
十
条
又
は
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
第

十
二
条
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十

七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」に
、

「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

第
三
十
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
六

十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
策
定
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
の
改
定
、
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
指

導
及
び
助
言
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
、
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、第
二
十
六
条
第
一
項
」

に
、「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
七

条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
若
し
く
は
販
売
の
事
業
、」を
「
、
販
売
若
し
く
は
賃
貸
の
事
業
、
当

該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
製
造
、
加
工
、
修
理
、
販
売
若
し
く
は
賃
貸
の
事
業
（
そ
の
事
業
の

用
に
供
す
る
た
め
に
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
製
造
を
発
注
す
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事

業
者
の
事
業
）、」
に
、「
若
し
く
は
販
売
の
事
業
又
は
」
を
「
、
販
売
若
し
く
は
賃
貸
の
事
業
又
は
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
、「
第
三

十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
の
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
五

（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
六
章

指
定
再
利
用
促
進
製
品
（
第
二
十
一
条

第
二
十
三
条
）」を
「
第
六
章

指
定
脱
炭
素
化
再

第
七
章

指
定
再
利
用
促
進

第
八
章

資
源
有
効
利
用
・

生
資
源
利
用
促
進
製
品
（
第
二
十
一
条

第
二
十
五
条
）

製
品
（
第
二
十
六
条

第
二
十
八
条
）

脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
（
第
二
十
九
条

第
五
十
条
）」に
、「
第
七
章
」
を
「
第
九
章
」
に
、「
第
二
十
四
条
・
第
二

十
五
条
」
を
「
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
」
に
、「
第
八
章
」
を
「
第
十
章
」
に
、「
第
二
十
六
条

第
三
十
三
条
」

を
「
第
五
十
三
条

第
五
十
九
条
」
に
、「
第
九
章
」
を
「
第
十
一
章
」
に
、「
第
三
十
四
条

第
三
十
六
条
」
を
「
第

六
十
条

第
六
十
二
条
」
に
、「
第
十
章
」
を
「
第
十
二
章
」
に
、「
第
三
十
七
条

第
四
十
一
条
」
を
「
第
六
十
三

条

第
六
十
七
条
」
に
、「
第
十
一
章
」
を
「
第
十
三
章
」
に
、「
第
四
十
二
条

第
四
十
四
条
」
を
「
第
六
十
八
条

第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、「
講
ず
る
こ
と
と
し
」
を
「
講
じ
、
併
せ
て
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
と
あ
い
ま
っ
て
脱
炭
素
化
再
生
資
源

の
有
効
な
利
用
の
促
進
等
に
よ
り
脱
炭
素
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
」
に
改
め
る
。
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十
五
条
第
一
項
の
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
指
示
及
び
」
に
、「
第
三
十
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
、「
第
三
十
二
条
」
を
「
第

五
十
八
条
」
に
、「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を

「
第
六
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

五

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
の
策
定
、
第
三
十
条
第
一

項
の
認
定
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
指
示
及
び
設
計
認
定
の
取
消
し
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
項
に
規
定
す
る
設
計

調
査
、
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
、
第
四

十
条
第
一
項
の
認
可
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
許
可
、
第
四
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
命
令
、
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
命
令
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
、
第
四

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
調
査
、
第
四
十
八
条
第
二
項
の
認
可
、
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
審
査
請
求

並
び
に
第
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進

設
計
指
針
に
係
る
対
象
指
定
製
品
の
製
造
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
法
律
」
の
下
に「（
第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十

条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
十
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。）」
を

加
え
、「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
に
お
け
る
主

務
省
令
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
し
、
第
五

十
四
条
第
二
項
第
十
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

第
三
十
九
条
を
第
六
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
主
務
大
臣
等
）」を
付
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
、
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
削
り
、「
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
三
十
六
条
第
三
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
第
三
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
第
三
項
」に
改
め
、「（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）」を
削
り
、
同
条
を
第
六
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
特
定
省
資
源
事
業
者
又
は
」
を
「
特
定
省
資
源
事
業
者
若
し
く
は
」
に
、「
又
は
倉
庫
」

を
「
若
し
く
は
倉
庫
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
、
第
二
十

八
条
及
び
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、「
指
定
省
資
源
化
事
業
者
」
の
下
に
「
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事

業
者
」
を
加
え
、「
又
は
指
定
表
示
事
業
者
」
を
「
若
し
く
は
指
定
表
示
事
業
者
」
に
改
め
、「
指
定
省
資
源
化
製
品
」

の
下
に
「
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
」
を
加
え
、「
又
は
指
定
表
示
製
品
」
を
「
若
し
く
は
指
定
表

示
製
品
」
に
、「
又
は
倉
庫
」
を
「
若
し
く
は
倉
庫
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
倉
庫
」
を
「
若
し
く
は
倉

庫
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
、「
自
主
回
収

又
は
」
を
「
自
主
回
収
若
し
く
は
」
に
、「
又
は
倉
庫
」
を
「
若
し
く
は
倉
庫
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
、「
認
定
指
定
再
資
源
化
事
業
者
」を「
認

定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」
に
、「
自
主
回
収
又
は
」
を
「
自
主
回
収
若
し
く
は
」
に
、「
又
は
倉
庫
」
を
「
若

し
く
は
倉
庫
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、

認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
の
設
計
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
認

定
製
品
製
造
事
業
者
等
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
若
し
く
は
倉
庫
に
立
ち
入
り
、
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭

素
化
促
進
製
品
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
調
査
機

関
に
対
し
、
設
計
調
査
の
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
指
定
調
査
機
関
の
事
務
所
、
事

業
場
若
し
く
は
倉
庫
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
を
第
六
十
三
条
と
す
る
。

第
十
章
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
九
章
中
同
条
を
第
六
十

二
条
と
し
、
第
三
十
五
条
を
第
六
十
一
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
六
十
条
と
す
る
。

第
九
章
を
第
十
一
章
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
五

十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
指
定
再
資
源
化
事
業
者
」
を
「
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」
に
、「
第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
の
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
前
条
第
一
項

の
」
に
改
め
、「
及
び
次
条
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
廃
棄
物
処
理
法
の
特
例
）

第
五
十
七
条

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
認
定

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
（
一

般
廃
棄
物
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は

産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
業
と
し

て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
行
為
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は

処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）を
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
十
四
条
第
二
項

第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
の
委
託
を
受
け
て
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行

為
を
業
と
し
て
実
施
す
る
者
（
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
十
四
条
第
二
項
第
七

号
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。）は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源

化
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
業
と
し
て
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
六
条
の
二
第
六
項
、
第
七
条
第
十
三
項
、
第
十
五

項
及
び
第
十
六
項
並
び
に
第
七
条
の
五
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）又
は
廃
棄
物
処
理
法
第

十
二
条
第
五
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
十
七
項
並
び
に
第

十
四
条
の
三
の
三
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
者
（
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
（
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物

処
分
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
（
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
（
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
み
な
す
。

５

第
三
項
に
規
定
す
る
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
六
条
の
二
第
六
項
、
第
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に

第
七
条
の
五
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
二

条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
三
の
三
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
罰
則
を
含
む
。）の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又

は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
と
み
な
す
。

６

前
二
項
に
規
定
す
る
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）の

適
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
者
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
と
み
な
す
。


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７

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
廃
棄
物
処
理
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
を
い
う
。）

に
適
合
し
な
い
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
（
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）の
収
集
、運
搬
又
は
処
分（
保

管
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者

が
、
当
該
収
集
、
運
搬
若
し
く
は
処
分
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
当
該
収
集
、
運
搬
若
し
く
は
処
分
を
す
る
こ
と
を

要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
当
該
収
集
、
運
搬
若
し
く
は
処
分
を
す
る
こ
と
を
助

け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
四
の
規
定
（
同
条
の

規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
者
等
に
該
当
す
る
も
の
と
み

な
す
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
六
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
）

第
五
十
四
条

指
定
再
資
源
化
事
業
者
で
あ
っ
て
、
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の
た

め
の
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
事
業
（
以
下
「
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
」
と

い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
も
の
（
当
該
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
他
人
に
委
託
し
て
当
該

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下「
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」と
い
う
。）

は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
自
主

回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法

人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
氏
名
及
び
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名

三

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名

四

自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の
対
象
と
す
る
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
種
類

五

自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の
目
標

六

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
の
内
容

七

使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
全
部
又
は
一
部
を
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
が
行
う
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
別

八

使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設

九

使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
所
在
地
、
構
造
及
び
設
備

十

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
自
主
回
収
・
再
資

源
化
事
業
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の

と
す
る
。

一

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
の
内
容
が
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら

し
て
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
再
資
源
化
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て

主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

申
請
者
（
前
項
第
七
号
に
規
定
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
者
を
含
む
。次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
能
力
並
び
に
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
施
設
が
、
自
主
回
収
・
再
資
源
化

事
業
を
適
確
に
、
か
つ
、継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当

該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消

し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

ニ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定

代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
を
含
む
。）が
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

ホ

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
が
あ
る
も
の

ヘ

個
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る

も
の

ト

廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
者

四

同
一
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
二
以
上
の
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
の
申
請
に
係
る
自
主
回
収
及

び
再
資
源
化
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
二
以
上
の
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
と
当
該
業
種
に
属
す
る
他
の
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競

争
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

一
般
消
費
者
及
び
関
連
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
等
）

第
五
十
五
条

前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、

同
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

を
変
更
し
た
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
自
主
回

収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
」
と
い
う
。）の
変
更
を
指
示

し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
（
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
前
条
第
二
項
第
七
号
に
規

定
す
る
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
含
む
。
次
号
及
び
第
五
十
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）

が
、認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
従
っ
て
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
き
。

二

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
が
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
前
条
第
二

項
第
七
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
当
該
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
使
用
済

指
定
再
資
源
化
製
品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
委
託
し
た
と
き
。

三

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
の
能
力
又
は
前
条
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
若
し
く
は
同
項
第
九

号
に
規
定
す
る
施
設
が
、
同
条
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

四

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

５

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
章
を
第
十
章
と
す
る
。

第
七
章
中
第
二
十
五
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

第
七
章
を
第
九
章
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
二

十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
八
章

資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針

（
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
の
策
定
等
）

第
二
十
九
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
省
資
源
化
製
品
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
及
び
指
定
再
利
用

促
進
製
品
（
以
下
「
対
象
指
定
製
品
」
と
い
う
。）の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
（
そ
の
設
計
を
行
う
者
に
限
る
。）及

び
専
ら
対
象
指
定
製
品
の
設
計
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う
。）が
設

計
す
る
対
象
指
定
製
品
に
つ
い
て
、
資
源
の
有
効
な
利
用
及
び
脱
炭
素
化
を
特
に
促
進
す
る
た
め
に
対
象
指
定
製

品
製
造
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
」
と

い
う
。）を
定
め
る
も
の
と
す
る
。


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２

資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

原
材
料
等
の
使
用
の
合
理
化
、
長
期
間
の
使
用
の
促
進
及
び
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関

し
て
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
が
総
合
的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項

二

二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
削
減
に
関
し
て
対
象
指
定
製
品
の
設
計
を
通
じ
て
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等

が
取
り
組
む
べ
き
事
項

三

自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の
た
め
の
使
用
済
物
品
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。第
十
章（
第

五
十
四
条
第
三
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。）に
お
い
て
同
じ
。）の
事
業
を
行
う
者
と
の
連
携
に
関
し
て
対
象

指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
が
取
り
組
む
べ
き
事
項

四

そ
の
他
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
が
資
源
の
有
効
な
利
用
及
び
脱
炭
素
化
の
促
進
に
つ
い
て
配
慮
す
べ

き
事
項

３

主
務
大
臣
は
、
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
が
定

め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
即
し
て
対
象
指
定
製
品
を
設
計
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
指
定
製
品
の
設
計
の
認
定
）

第
三
十
条

対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
そ
の
設
計
す
る
対
象
指
定
製
品
の
設
計
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
認
定
（
以
下
「
設
計
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
主
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
対
象
指
定
製
品
の
名
称
及
び
用
途

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
対
象
指
定
製
品
の
設
計
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
設
計
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
対
象
指
定
製
品
の
設
計
が
資

源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、設
計
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
設
計
認
定
の
た
め
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
に
係

る
対
象
指
定
製
品
の
設
計
の
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
技
術
的
な
調

査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

６

主
務
大
臣
は
、
設
計
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
設
計
認
定
に
係
る
対
象
指
定
製
品
の
情
報
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

（
変
更
の
認
定
等
）

第
三
十
一
条

設
計
認
定
を
受
け
た
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
（
以
下「
認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
」と
い
う
。）

は
、
当
該
設
計
認
定
に
係
る
設
計
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
計
の
変
更
の
内
容
を
記
載

し
た
書
類
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
準
用
す
る
。

４

認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

主
務
大
臣
は
、
設
計
認
定
に
係
る
設
計
が
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
に
適
合
し
な
い
も
の
と

な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
改
善
を
指
示
し
、
又
は
当
該
設
計
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

６

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
対
象
指
定
製
品

の
情
報
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
の
調
達
に
つ
い
て
の
配
慮
等
）

第
三
十
二
条

国
は
、
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
号
）

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
設
計
認
定
に
係

る
対
象
指
定
製
品
（
以
下
「
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
」
と
い
う
。）の
調
達
の
推
進
が
促
進
さ

れ
る
よ
う
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
及
び
消
費
者
は
、
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
を
使
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
指
定
調
査
機
関
に
よ
る
調
査
）

第
三
十
三
条

主
務
大
臣
は
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
調
査
機
関
」
と
い
う
。）に
第
三
十
条
第
五
項
（
第

三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
調
査
（
以
下
「
設
計
調
査
」
と
い
う
。）の
全
部
又
は
一

部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
に
設
計
調
査
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当

該
設
計
調
査
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機

関
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
設
計
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
て
設
計
認
定
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変

更
の
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
に
設
計
調
査
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
設
計
認
定
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
設
計
調
査
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
は
、第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
調
査
機
関
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
設
計
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
設
計

調
査
の
結
果
を
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
）

第
三
十
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。）は
、
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
設
計
調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
欠
格
条
項
）

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
一
年

を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分

に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日

以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

三

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
指
定
の
基
準
等
）

第
三
十
六
条

主
務
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
た
者
（
第
二
号
に
お
い
て
「
指
定
申

請
者
」
と
い
う
。）が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
指
定
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

設
計
調
査
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

対
象
指
定
製
品
の
設
計
、
製
造
、
加
工
、
修
理
、
販
売
、
賃
貸
そ
の
他
の
取
扱
い
を
業
と
す
る
者
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
取
扱
業
者
」
と
い
う
。）に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
。

イ

指
定
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
扱
業
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。


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ロ

指
定
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。）に
あ
っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
取
扱
業
者
の
役

員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
取
扱
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）の

割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ハ

指
定
申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
）
が
、
取
扱
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で

あ
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
指
定
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
設
計

調
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
更
新
）

第
三
十
七
条

指
定
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間

の
経
過
に
よ
っ
て
、
効
力
を
失
う
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
指
定
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
の

有
効
期
間
」
と
い
う
。）の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
指
定
は
、

指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
指
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
指

定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
指
定
の
更
新
の
申
請
が
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
六
月
前
ま
で
に
行
わ
れ
な

か
っ
た
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
計
調
査
の
実
施
）

第
三
十
八
条

指
定
調
査
機
関
は
、
設
計
調
査
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
遅
滞
な
く
、
設
計
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
調
査
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
設
計
調
査
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
三
十
九
条

指
定
調
査
機
関
は
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
設
計
調
査
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
主
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
業
務
規
程
）

第
四
十
条

指
定
調
査
機
関
は
、
設
計
調
査
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い

う
。）を
定
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
設
計
調
査
の
実
施
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
業
務
規
程
が
設
計
調
査
の
公
正
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
四
十
一
条

指
定
調
査
機
関
は
、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
設
計
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
合
命
令
）

第
四
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機
関
が
第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し

な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
調
査
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
要
件
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
四
十
三
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機
関
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
指

定
調
査
機
関
が
行
う
設
計
調
査
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
調
査
機
関
に
対
し
、
設
計
調
査
を

行
う
べ
き
こ
と
又
は
設
計
調
査
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
四
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機
関
が
第
三
十
五
条
第
一
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又

は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
計
調
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
三
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
又

は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

第
四
十
条
第
三
項
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

三

不
正
の
手
段
に
よ
り
指
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

３

主
務
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
調
査
機
関
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
指

定
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
も
な
お
そ
の
指
定
に
係
る
設
計
調
査
の
業
務
を
開
始
し
な
い
と
き
は
、
そ

の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

主
務
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
四
十
五
条

指
定
調
査
機
関
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
設
計
調
査
の
業
務
に
関

し
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
義
務
等
）

第
四
十
六
条

指
定
調
査
機
関
の
役
員
（
法
人
で
な
い
指
定
調
査
機
関
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
。
次

項
、
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
設
計

調
査
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

設
計
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
指
定
調
査
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は
、
刑
法（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

（
主
務
大
臣
に
よ
る
設
計
調
査
の
業
務
の
実
施
）

第
四
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
調
査
機
関
が
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
調
査
の
業
務
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
休
止
し
た
場
合
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
に
対
し
設
計
調
査
の
業
務

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
又
は
指
定
調
査
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
設
計
調
査
の

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
計
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す

る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
調
査
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
て

い
る
設
計
調
査
の
業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

主
務
大
臣
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
調
査
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
設
計
調
査
の
業
務
の
廃
止
を
許
可
し
、
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を

取
り
消
し
た
場
合
に
お
け
る
設
計
調
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

（
手
数
料
）

第
四
十
八
条

設
計
認
定
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
に
設
計
調
査
の
全
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

指
定
調
査
機
関
が
行
う
設
計
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
調
査
機
関

が
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
額
の
手
数
料
を
、
当
該
指
定
調
査
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
審
査
請
求
）

第
四
十
九
条

こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
指
定
調
査
機
関
の
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
主

務
大
臣
に
対
し
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
は
、
行
政
不
服
審
査
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十

九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
調
査
機
関
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
す
。

（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
五
十
条

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興
財
団
（
次
項
に
お
い
て「
振
興
財
団
」

と
い
う
。）は
、
同
法
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
が
行
う
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
の
製
造
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
が
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下

「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
処
理
に
該

当
す
る
も
の
に
限
る
。）の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
を
保
証
す

る
こ
と
。

二

認
定
製
品
製
造
事
業
者
等
が
行
う
認
定
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
製
品
に
関
す
る
研
究
開
発
（
産
業

廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
新
た
な
技
術
の
開
発
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助

成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
振
興
財
団
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る

特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及

び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下「
資
源
有
効
利
用
促
進
法
」

と
い
う
。）第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
同
法
第
十
九
条
中
「
掲
げ
る
業
務
」と
あ
る
の
は「
掲

げ
る
業
務
及
び
資
源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
号

中
「
掲
げ
る
業
務
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
資
源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
業
務
並
び
に
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
資

源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
」
と
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一

項
中
「
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
又
は
資
源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
業
務
」
と
、
同
法
第
二
十
三
条
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
章
又
は
資
源
有
効
利
用
促
進
法
」
と
、「
掲

げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
又
は
資
源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」

と
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
又
は
資
源
有
効
利
用
促

進
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
章
若
し
く

は
資
源
有
効
利
用
促
進
法
」
と
、
同
法
第
三
十
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
一

項
（
資
源
有
効
利
用
促
進
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
販
売
」
を
「
、
販
売
又
は
賃
貸
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品

（
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）

第
二
十
一
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
を
促

進
す
る
た
め
、
主
務
省
令
で
、
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
計
画
的
に
取
り
組
む
べ
き

措
置
そ
の
他
の
措
置
に
関
し
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
製
造
、
加
工
、
修
理
、
販
売
又
は
賃

貸
の
事
業
を
行
う
者
（
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
製
造
を
発

注
す
る
事
業
者
を
含
む
。
以
下
「
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
」
と
い
う
。）の
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
係
る

脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
状
況
、
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
技
術
水
準
、
二
酸
化
炭
素

の
排
出
量
の
削
減
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必

要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
又
は
前
項
に
規
定

す
る
改
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
二
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
を
促

進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
、
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
必

要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
画
の
作
成
）

第
二
十
三
条

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
指
定
脱
炭

素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
の
製
造（
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
発
注
し
て
製
造
す
る
こ
と
を
含
む
。

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
販
売
に
係
る
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利

用
促
進
製
品
の
生
産
量
（
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
発
注
し
て
製
造
し
た
も
の
の
生
産
量
を
含
む
。
第
二

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
販
売
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
脱

炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
計
画
的
に
取
り
組
む
べ
き
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作

成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
脱
炭

素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
よ
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
を
い
う
。）へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投

資
そ
の
他
の
事
業
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
に
脱
炭
素
化
再
生
資
源
に
対
す
る
需
要
の
増
進
が
重
要
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
製
造
し
た
脱
炭
素
化
再
生
資
源
又
は
脱
炭
素
化
再
生
資
源
を
利
用
し
た

部
品
を
利
用
す
る
よ
う
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
指

定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
、
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
の
作
成
に
関
し
必
要
な
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
事
務
に
関
し
、
脱
炭
素
成
長

型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
が
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
期
の
報
告
）

第
二
十
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
を
提
出
し
た
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
は
、
毎

年
度
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
計
画
の
実
施
の
状
況
に
関
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を

主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勧
告
及
び
命
令
）

第
二
十
五
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
製
造
又
は
販
売
に
係

る
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
の
生
産
量
又
は
販
売
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の

当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
が
第
二
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指

定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
示
し
て
、
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資

源
利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
が
そ
の
勧
告
に

従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
が
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な
お
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
係
る
脱

炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意

見
を
聴
い
て
、
当
該
指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た

日
二

附
則
第
六
条
、
第
十
四
条
（
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
第
百
十
九
号
の

二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
三
の
十
六
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。）及
び
第
十
五

条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
化
石
燃
料
賦
課
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手

続
又
は
」
と
あ
る
の
は
、「
又
は
」
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
原
油
等
の
採
取
を
し
、
又
は
保
税
地
域
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十

九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い
う
。）か
ら
引
取
り
を
し
て
い
る
事
業
者
（
新
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
採

取
受
託
者
を
含
み
、
同
項
に
規
定
す
る
採
取
委
託
者
を
除
く
。）は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
新
法
第
十

六
条
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
日
に
お
い
て
新
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

４

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
前
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項

の
刑
を
科
す
る
。

（
令
和
八
年
度
に
係
る
参
考
上
限
取
引
価
格
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

令
和
八
年
度
に
係
る
新
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
考
上
限
取
引
価
格
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
い

て
」
と
す
る
。

２

令
和
八
年
度
に
係
る
新
法
第
百
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
準
取
引
価
格
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
八
年
四
月
一
日
に
お

い
て
」
と
す
る
。

（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
新
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
指
針
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
所
管
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に

協
議
す
る
と
と
も
に
、
産
業
構
造
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
新
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
考
上
限
取
引
価
格
及
び
新
法
第
百
十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
調
整
基
準
取
引
価
格
を
定
め
る
た
め
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
産
業
構
造
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
条

新
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第

五
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
新
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
規
程
の
届
出
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第

五
十
九
条
、
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
登
録
及
び
公
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
公
示
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
行
っ
た
新
法
第
六
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
並
び
に
新
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
み
な
す
。

第
七
条

新
法
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
（
次
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い

う
。）は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号（
同

項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
準
備
行

為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
業
務
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円

滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。）第
七
十
八
条
（
第
三
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
法
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経

過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
十
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状

況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

第
十
一
条

政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
検
討
と
と
も
に
、
新
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
措

置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

新
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
入
札
に
よ
る
新
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
排
出
枠
の
効
果

的
な
割
当
て
の
た
め
の
措
置
及
び
新
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
負
担
金
を
納
付
し
な
い
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
に
対
す
る
措
置
そ
の
他
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
負
担
金
を
確
実
に

徴
収
す
る
た
め
の
措
置

二

新
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
化
石
燃
料
賦
課
金
の
賦
課
と
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
負
担
金
の
賦
課

と
を
適
切
に
調
整
す
る
た
め
の
措
置

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
中
長
期
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
負
担
の
抑
制
の

状
況
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
債
等

の
償
還
の
状
況
及
び
新
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
の
う
ち
電
気
事
業
法
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業
者
に
よ
る
新
法
第
三
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
の
保
有
の
状
況
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
化
石
燃
料
賦
課
金
の
徴
収
の
実
施
の
状
況

及
び
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
の
検
討
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

政
府
は
、
新
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
収
入
金
に
よ
る
令
和
十
五
年
度
以

降
の
年
度
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
法
人
税
に
係
る
租
税
収
入
の
減
少
額
の
補
塡
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
当
該
補
塡

に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
及
び
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
投
資
そ
の
他
の
事
業
活
動
の
実
施
状
況
を
踏
ま

え
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
印
紙
税
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）

第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
（
業
務
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
文
書
の
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
」

を
「
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
十
号
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
八
号
の
業
務
に
係
る
業
務
に
限
る
。）」
に
改
め
る
。





（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

登
録
免
許
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
十
九
号
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
九
の
三

排
出
目
標
量
及
び
排
出
実
績
量
に
係
る
登
録
確
認
機
関
の
登
録

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）第
三
十
三
条
第
二
項（
登

録
確
認
機
関
の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。）

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九
万

円

別
表
第
一
第
百
五
十
六
号
の
四
を
同
表
第
百
五
十
六
号
の
五
と
し
、
同
表
第
百
五
十
六
号
の
三
を
同
表
第
百
五
十

六
号
の
四
と
し
、
同
表
第
百
五
十
六
号
の
二
を
同
表
第
百
五
十
六
号
の
三
と
し
、
同
表
第
百
五
十
六
号
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

百
五
十
六
の
二

使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
（
自
主
回
収
・
再

資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業

計
画
の
認
定

認
定
件
数

一
件
に
つ
き
十
五

万
円

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
十
五
条

第
一
項
（
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
等
）
の

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
（
同
法
第

五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
の
対

象
と
す
る
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
種
類
の
増
加
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

認
定
件
数

一
件
に
つ
き
三
万

円

別
表
第
三
の
十
六
の
項
の
第
二
欄
中「（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）」を
削
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
受
け
る
前
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
百
十
九
号
の
三
に
掲
げ
る
登
録
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
（
登
録
確
認
機
関
の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
、「
脱
炭
素

成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑

な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）
の
登
録
」
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
五
条
第
三
項
第
一
号
ハ
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
中
「
の
出
資
」
の
下
に
「
又
は
交
付
金
の
交
付
」
を
加
え

る
。第

八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
ヲ
を
カ
と
し
、
ル
を
ワ
と
し
、
ヌ
を
ヲ
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
十
九
条
第
三
項
及

び
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
並
び
に
」
に
、「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
四
項
及
び
附
則
第
六
条

の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
中
チ
を
ヌ
と
し
、ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ト
か
ら
リ
ま
で
と
し
、

ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
四

条
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
負
担
金

ヘ

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十

四
条
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
未
償
却
相
当
負
担
金

第
八
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ト
中
「
出
資
金
」
の
下
に
「
及
び
交
付
金
」
を
加
え
、同
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
中「
第

二
十
一
条
第
二
項
及
び
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
」
に
、「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第

四
項
及
び
附
則
第
六
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
及
び
ロ
」
を
削
り
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
出

資
金
」
の
下
に
「
及
び
交
付
金
」
を
加
え
る
。

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

附
則
第
十
八
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
の
特
例
）

第
十
八
条
の
五

当
分
の
間
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
十
二
の
六

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
に
係
る
租
税
収
入
の
減
少
額
（
第
一
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
減
収
額
」
と
い
う
。）を
補
塡
す
る
た
め
、
毎
会
計
年
度
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
を
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
か
ら
一
般
会
計
に

繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
減
収
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
前
々
年
度
の
減
収

額
」
と
い
う
。）が
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
た
減
収
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に

お
い
て
「
前
々
年
度
の
減
収
見
込
額
」
と
い
う
。）以
上
と
な
る
場
合

当
該
年
度
の
減
収
額
と
し
て
見
込
ま
れ

る
額
（
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
当
該
年
度
の
減
収
見
込
額
」
と
い
う
。）に
、
前
々
年
度
の
減
収
額

か
ら
前
々
年
度
の
減
収
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
加
算
し
た
額

二

前
々
年
度
の
減
収
見
込
額
が
前
々
年
度
の
減
収
額
を
超
え
る
場
合

当
該
年
度
の
減
収
見
込
額
か
ら
、
前
々

年
度
の
減
収
見
込
額
か
ら
前
々
年
度
の
減
収
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。）

２

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
か
ら
一
般
会
計
へ
の

繰
入
金
は
、
同
勘
定
の
歳
出
と
す
る
。

（
一
般
会
計
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例
）

第
十
八
条
の
六

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
減
収
額
の
補
塡
に
当
た
り
、
前
々
年
度
の

減
収
見
込
額
か
ら
前
々
年
度
の
減
収
額
を
控
除
し
た
額
が
当
該
年
度
の
減
収
見
込
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年

度
に
お
い
て
、
前
々
年
度
の
減
収
見
込
額
か
ら
前
々
年
度
の
減
収
額
を
控
除
し
た
額
か
ら
当
該
年
度
の
減
収
見
込

額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定

に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
が
行
わ
れ
る
年
度
に
お
け
る
第
九
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、同
条
中「
繰

入
金
（
」
と
あ
る
の
は
、「
繰
入
金
（
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
」
と
す
る
。

（
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

経
済
産
業
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中「（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）」の
下
に
「
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円

滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）」を
加
え
る
。

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

環
境
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
３

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
国
民
生
活
及
び

経
済
活
動
に
お
け
る
活
用
に
至
る
ま
で
の
各
段
階
の
関
係
者
に
よ
る
取
組
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
に

鑑
み
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

４

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
は
、
不
正
な
目
的
又
は
不
適
切
な
方
法
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
犯

罪
へ
の
利
用
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
著
作
権
の
侵
害
そ
の
他
の
国
民
生
活
の
平
穏
及
び
国
民
の
権
利
利
益
が
害
さ

れ
る
事
態
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

究
開
発
及
び
活
用
の
過
程
の
透
明
性
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
な

る
よ
う
、
国
際
的
協
調
の
下
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
我
が
国
が
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用

に
関
す
る
国
際
協
力
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の

研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
行
政
事
務
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た
め
、
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
人
工
知
能
関
連
技
術
の
積
極

的
な
活
用
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
し
、

国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
べ
き
施
策
と
し
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特

性
を
生
か
し
た
自
主
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
研
究
開
発
機
関
の
責
務
等
）

第
六
条

大
学
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発
法
人
そ
の
他
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
機
関
（
以
下
「
研

究
開
発
機
関
」
と
い
う
。）は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及

並
び
に
専
門
的
か
つ
幅
広
い
知
識
を
有
す
る
人
材
の
育
成
に
積
極
的
に
努
め
る
と
と
も
に
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
で
大
学
に
係
る

も
の
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
学
に
お
け
る
研
究
活
動
の
活
性
化
を
図
る
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
研
究
者
の
自
主
性
の
尊
重
そ
の
他
の
大
学
に
お
け
る
研
究
の
特
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

研
究
開
発
機
関
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
効
果
的
に
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
文
科
学
及
び
自

然
科
学
に
関
す
る
多
様
な
分
野
の
知
見
を
総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
学
際
的
又
は
総

合
的
な
研
究
開
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
活
用
事
業
者
の
責
務
）

第
七
条

人
工
知
能
関
連
技
術
を
活
用
し
た
製
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
又
は
提
供
を
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
人

工
知
能
関
連
技
術
を
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
活
用
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、
基
本
理

念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
積
極
的
な
人
工
知
能
関
連
技
術
の
活
用
に
よ
り
事
業
活
動
の
効
率
化
及
び
高
度
化
並
び
に
新

産
業
の
創
出
に
努
め
る
と
と
も
に
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
責
務
）

第
八
条

国
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
人
工
知
能
関
連
技
術
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
実
施
す
る
施
策
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
連
携
の
強
化
）

第
九
条

国
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
機
関
及
び
活
用
事
業
者
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
の

連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
十
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制

上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

基
本
的
施
策

（
研
究
開
発
の
推
進
等
）

第
十
一
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
実
用
化
の
た
め
の
研
究
開
発
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
研

究
開
発
の
推
進
、
研
究
開
発
機
関
に
お
け
る
研
究
開
発
の
成
果
の
移
転
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
研
究
開
発
の
成
果

に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
及
び
設
備
等
の
整
備
及
び
共
用
の
促
進
）

第
十
二
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
大
規
模
な
情
報
処
理
、
情

報
通
信
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）の
保
管
等
に

係
る
施
設
及
び
設
備
並
び
に
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
特
定
の
目
的
を
も
っ
て
収
集
し
た
情
報
の
集
合
物
を
い
う
。）そ
の
他

の
知
的
基
盤
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
知
的

基
盤
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
研
究
開
発
機
関
及
び
活
用
事
業
者
が
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
設
備
並
び
に
知
的
基
盤
の
整
備
及
び
共
用
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
適
正
性
の
確
保
）

第
十
三
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
国
際
的
な
規
範
の
趣

旨
に
即
し
た
指
針
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

法
律
第
五
十
三
号

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
十
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
十
一
条

第
十
七
条
）

第
三
章

人
工
知
能
基
本
計
画
（
第
十
八
条
）

第
四
章

人
工
知
能
戦
略
本
部
（
第
十
九
条

第
二
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
が
我
が
国
の
経
済
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
技
術
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
並
び
に
人
工
知
能

関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
そ
の
他
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を

定
め
る
と
と
も
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平

成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法

律
に
よ
る
施
策
と
相
ま
っ
て
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、「
人
工
知
能
関
連
技
術
」
と
は
、
人
工
的
な
方
法
に
よ
り
人
間
の
認
知
、
推
論
及
び
判

断
に
係
る
知
的
な
能
力
を
代
替
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
並
び
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
当
該
技
術

を
利
用
し
て
処
理
し
、
そ
の
結
果
を
出
力
す
る
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
技
術
を
い

う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
三
条
に

定
め
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
振
興
に
関
す
る
方
針
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
第
二
章
に
定

め
る
基
本
理
念
の
ほ
か
、
こ
の
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
が
、
そ
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活

用
に
よ
っ
て
行
政
事
務
及
び
民
間
の
事
業
活
動
の
著
し
い
効
率
化
及
び
高
度
化
並
び
に
新
産
業
の
創
出
を
も
た
ら
す

も
の
と
し
て
経
済
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
技
術
で
あ
る
と
と
も
に
、
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
技
術
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
に
お
い
て
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
能
力
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
人

工
知
能
関
連
技
術
に
関
す
る
産
業
の
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
四
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
開
発
機
関
及
び
活
用
事
業
者
と
緊
密
な
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
人
工

知
能
関
連
技
術
の
基
礎
研
究
か
ら
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
に
お
け
る
活
用
に
至
る
ま
で
の
各
段
階
に
お
い
て
必
要

と
な
る
専
門
的
か
つ
幅
広
い
知
識
を
有
す
る
多
様
な
分
野
の
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
の
振
興
等
）

第
十
五
条

国
は
、
国
民
が
広
く
人
工
知
能
関
連
技
術
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
、
人
工
知
能
関
連
技
術

に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
、
広
報
活
動
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
等
）

第
十
六
条

国
は
、
国
内
外
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
動
向
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
不
正
な

目
的
又
は
不
適
切
な
方
法
に
よ
る
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
又
は
活
用
に
伴
っ
て
国
民
の
権
利
利
益
の
侵
害

が
生
じ
た
事
案
の
分
析
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
対
策
の
検
討
そ
の
他
の
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の

推
進
に
資
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
研
究
開
発
機
関
、
活
用
事
業
者
そ
の
他
の
者
に

対
す
る
指
導
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
協
力
）

第
十
七
条

国
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関
す
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
際

的
な
規
範
の
策
定
に
積
極
的
に
参
画
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

人
工
知
能
基
本
計
画

第
十
八
条

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
前
章
に
定
め
る
基
本
的
施
策
を
踏
ま
え
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研

究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
人
工
知
能
基
本
計
画
」
と
い
う
。）を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

２

人
工
知
能
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
し
、
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
政
府

が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
の
作
成
し
た
人
工
知
能
基
本
計
画
の
案
に
つ
い
て
閣
議
の
決
定
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
人
工
知
能
基
本
計
画
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
人
工
知
能
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章

人
工
知
能
戦
略
本
部

（
設
置
）

第
十
九
条

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
、
内
閣
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。）を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
二
十
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

人
工
知
能
基
本
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な

も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
二
十
一
条

本
部
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
、
人
工
知
能
戦
略
副
本
部
長
及
び
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
を
も
っ
て

組
織
す
る
。

（
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
）

第
二
十
二
条

本
部
の
長
は
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。）と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ

て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
人
工
知
能
戦
略
副
本
部
長
）

第
二
十
三
条

本
部
に
、
人
工
知
能
戦
略
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。）を

置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
人
工
知
能
戦
略
担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の

研
究
開
発
及
び
活
用
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国

務
大
臣
を
い
う
。）を
も
っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
）

第
二
十
四
条

本
部
に
、
人
工
知
能
戦
略
本
部
員
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。）を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
）

第
二
十
五
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方

公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。）の
長
並
び
に
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ

れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、総
務
省
設
置
法（
平

成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。）の
代
表
者
に
対
し

て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外

の
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
）

第
二
十
六
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
二
十
七
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、

内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
及
び
第
四
章
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四

条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
の
国
際
的
動
向

そ
の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
の
二

人
工
知
能
関
連
技
術
（
人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
第
七
号
の
九
に
お
い
て
同
じ
。）の
研
究

開
発
及
び
活
用
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
項
中
第
七
号
の
九
を
第
七
号
の
十
と
し
、
第
七
号
の
八
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
九

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
三
項
第
十
五
号
中
「
第
七
号
の
九
」
を
「
第
七
号
の
十
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
項
第
七
号
の
九
」
を
「
第
三
項
第
七
号
の
十
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
六
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
号
の
二
」
を
、「
第
七
号
の
三
ま
で
」
の
下

に
「
、
第
七
号
の
九
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
項
第
七
号
の
九
」
を
「
第
三
項
第
七
号
の
十
」
に
改
め
る
。
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（
調
整
規
定
）

第
四
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
が
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
六
条
の
う
ち
内
閣
府
設
置
法
第
十
六

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
三
項
第
七
号
の
九
」
と
あ
る
の
は
、「
第
三
項
第
七
号
の
十
」
と
し
、
前

条
の
う
ち
同
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
二
百
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
二
条
第
十
項
、
第
百
四
十
三
条
第
十
四
項
、
第

百
六
十
四
条
の
二
第
六
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
七
円
九
十
五
銭
」
を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
十
七

万
八
千
二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
」
を
「
三
十
万
千
七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
七

円
九
十
五
銭
」
を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
の
八
中
「
七
円
九
十
五
銭
」
を
「
八
円
六
十
二
銭
」
に
、「
七
円
七
十
三
銭
」
を「
八
円
三
十
八
銭
」に
、「
二

十
七
万
八
千
二
百
五
十
円
と
六
円
八
十
八
銭
」
を
「
三
十
万
千
七
百
円
と
七
円
四
十
六
銭
」
に
、「
三
十
八
万
六
千
五
百

円
と
五
円
十
八
銭
」
を
「
四
十
一
万
九
千
円
と
五
円
六
十
二
銭
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
三
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
、「
五
万
三
千
六
百
一
円
」
を
「
五

万
八
千
百
十
四
円
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
を
「
五
百
八
十
六
円
八
十
八
銭
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
二
十
七
万
六
百
五
十
五
円
と
二
十
八
円
三
十
五
銭
」
を「
二
十
九
万
三
千
四
百
四
十
円
と
三
十
円
七
十
三
銭
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
七
円
」
を
「
四
十
円
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
三
中
「
五
万
六
千
六
百
十
三
円
」
を
「
六
万
千
三
百
七
十
九
円
」
に
、「
四
万
九
百
五
十
四
円
」
を

「
四
万
四
千
四
百
三
円
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
二
条
の
三
の
二
第
十
項
中
「
三
十
七
円
」
を
「
四
十
円
」
に
、「
二
十
万
二
千
四
百
九
十
円
」
を
「
二
十
一

万
九
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ

れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は

告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
二
百
一
号

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
条
第
九
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

一

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令

第
二
百
十
八
号
）
本
則

二

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百

四
十
三
号
）
本
則

三

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
三

十
四
号
）
本
則

四

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
非
常
災
害
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十

四
号
）
本
則

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二

十
五
条
の
十
三
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
行
わ
れ
る
児
童
福
祉
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
の
支
給
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
に
係

る
同
法
の
規
定
に
よ
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の
支
給
又
は
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
法
第
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
障
害
児
入
所
支
援
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
行
わ
れ
た
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
係
る
同
法
の
規
定

に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
同
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

障
害
児
通
所
支
援
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
の
支
給
又
は
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
同

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
支
援
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
医
療
費
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

３

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第

三
十
五
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条

第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
又
は
施
行
日
以
後

に
行
わ
れ
る
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
介
護
医
療
費
若
し
く
は
基

準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
自
立

支
援
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
又
は
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
同
条
第
六
項
に
規
定

す
る
療
養
介
護
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
介
護
医
療
費
若
し
く
は
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

政
令
第
二
百
二
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
（
同
法
第
七
十
条
第
二
項
及

び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
八
十
万
円
」
を
「
八
十
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

一

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
の
十
三

第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）

第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号

三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一

項
第
五
号

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二

条
の
三
第
七
項
第
二
号
ヘ
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
（
第
五
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
行
わ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
六
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
二
百
三
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
及

び
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
八
十
三

条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項（
同
法
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
八
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
第

二
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
八
十
万
円
」
を
「
八
十
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
第
六
号

二

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
九
条
第
三
項
第
六
号

三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
六
号

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
六

号
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
九
項
中
「
八
十
万
円
」
を
「
八
十
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
二
号
ヘ
中
「
各
種
所
得
金
額
」
を
「
各
種
所
得
の
金
額
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
中
「
八
十
万
円
」
を
「
八
十
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。
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（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三

項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場

合
に
お
け
る
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七

十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
（
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令

第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
令
第
四

十
三
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
四
十
三
条
の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
含
む
。）に
つ
い
て
適
用
し
、

療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
が

同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
三
条

第
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三

項
第
六
号
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
者
に
該
当
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び
第
四
号
ロ
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ

る
保
険
者
の
認
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
、
健
康
保
険
法
施
行

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
一
条（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項（
第

六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
船
員
保
険
法

施
行
令
第
八
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
十
一
条
第
二
項
の
七
十
歳
以

上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
（
同
令
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
同
令
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
含

む
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及

び
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
五
条

第
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項
第

六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び

第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
全
国
健
康
保
険
協
会
（
健
康
保
険
法
に
よ
る
全
国
健
康
保
険
協
会
を
い
う
。）の
認
定
は
、

施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
第
二
号
ヘ
、
第
三
号
ヘ
及
び
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

第
一
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

の
三
第
四
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お

け
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準

額
並
び
に
同
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以

後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に

お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
七
十
歳
以
上

介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
七
条

第
一
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

の
三
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第

一
項
第
三
号
ヘ
、
第
四
号
ヘ
及
び
第
五
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。）又
は
国
民
健
康
保
険
法
第

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
の
認
定
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、同
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
ヘ
、

第
四
号
ヘ
及
び
第
五
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

第
一
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
十
五
条
第
一
項
（
第
六
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同

令
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ

る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第

十
六
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用

し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
基
準
日
の
属
す
る

月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
介
護
保
険
法
施

行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る

日
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る

同
条
第
六
項（
第
三
号
ヘ
に
係
る
部
分
に
限
り
、同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項（
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
に
係
る
部
分
に
限
り
、

同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い

て
適
用
し
、
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
医
療
合
算
算
定
基
準
額
及
び
当
該
七
十

歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
九
条

新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
、
第
二
号
ヘ
及
び
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
を
い
う
。）の
認
定
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
第
一
号
ヘ
、
第
二
号
ヘ
及
び
第
三
号
ロ
の
規
定
の

例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
九
項
及
び
第
二
十
九
条
の

二
の
二
第
九
項
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者
等
（
介
護
保
険
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
同

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が

行
わ
れ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
同

法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
要
介
護
被
保
険
者
等
が
受
け
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
及
び
当
該
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





省 令

公 職 選 挙 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

公 職 選 挙 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 総 理 府 令 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

別 記 別 記

第 二 十 八 号 様 式 の 七 （ 通 常 葉 書 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ） 第 二 十 八 号 様 式 の 七 （ 通 常 葉 書 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ）

通 常 葉 書 作 成 証 明 書 通 常 葉 書 作 成 証 明 書
次のとおり通常葉書を作成したものであることを証明します。 次のとおり通常葉書を作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名
（参議院名簿届出政党等の名称） （参議院名簿届出政党等の名称）

記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
イ 確認された作成枚数が35000枚以下の場合 ８円62銭


（単価）×当該作成枚

数＝限度額
イ 確認された作成枚数が35000枚以下の場合 ７円95銭


（単価）×当該作成枚

数＝限度額
ロ 確認された作成枚数が35000枚を超える場合 ロ 確認された作成枚数が35000枚を超える場合

単価×当該作成枚数＝限度額 単価×当該作成枚数＝限度額

301700円＋７円46銭×（当該作成枚数－35000）
当該作成枚数 ＝単価…１銭未満の端数

は切上げ

278250円＋６円88銭×（当該作成枚数－35000）
当該作成枚数 ＝単価…１銭未満の端数

は切上げ

［略］ ［同左］

第 二 十 八 号 様 式 の 八 （ ビ ラ 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ） 第 二 十 八 号 様 式 の 八 （ ビ ラ 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ）

ビ ラ 作 成 証 明 書 ビ ラ 作 成 証 明 書
次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 次のとおりビラを作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名
（参議院名簿届出政党等の名称） （参議院名簿届出政党等の名称）

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

〇 総 務 省 令 第 五 十 七 号

公 職 選 挙 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 八 十 九 号 ） 第 百 九 条 の 七 第 四 項 （ 同 令 第 百 九 条 の 八 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 十 条 の 二 第 四 項 （ 同 令 第 百 十 条 の 三 及 び 第 百 二 十 五 条 の 三 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 百 十 条 の 四 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 職 選 挙 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 六 月 四 日 総 務 大 臣 村 上 誠 一 郎






記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
イ 確認された作成枚数が50000枚以下の場合 ８円38銭


（単価）×当該作成

枚数＝限度額
イ 確認された作成枚数が50000枚以下の場合 ７円73銭


（単価）×当該作成

枚数＝限度額
ロ 確認された作成枚数が50000枚を超える場合 ロ 確認された作成枚数が50000枚を超える場合

単価×当該作成枚数＝限度額 単価×当該作成枚数＝限度額

［略］ ［同左］

419000円＋５円62銭×（当該作成枚数－50000）
当該作成枚数 ＝単価………１銭未満の端 386500円＋５円18銭×（当該作成枚数－50000）

当該作成枚数 ＝単価………１銭未満の端

数は切上げ 数は切上げ

第 二 十 八 号 様 式 の 九 （ 立 札 ・ 看 板 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ） 第 二 十 八 号 様 式 の 九 （ 立 札 ・ 看 板 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ）

その一 その一

選挙事務所用立札・看板作成証明書 選挙事務所用立札・看板作成証明書
次のとおり選挙事務所用立札・看板を作成したものであることを証明します。 次のとおり選挙事務所用立札・看板を作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名
（参議院名簿届出政党等の名称） （参議院名簿届出政党等の名称）

記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
61379円


×確認された作成数 56613円


×確認された作成数

［略］ ［同左］

その二 その二

自動車等取付用立札・看板作成証明書 自動車等取付用立札・看板作成証明書
次のとおり自動車等取付用立札・看板を作成したものであることを証明します。 次のとおり自動車等取付用立札・看板を作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名
（参議院名簿届出政党等の名称） （参議院名簿届出政党等の名称）

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
58114円


×確認された作成数 53601円


×確認された作成数

［略］ ［同左］

その三 その三

個人演説会場用立札・看板作成証明書 個人演説会場用立札・看板作成証明書
次のとおり個人演説会場用立札・看板を作成したものであることを証明します。 次のとおり個人演説会場用立札・看板を作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名

記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費
負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
44403円


×確認された作成数 40954円


×確認された作成数

［略］ ［同左］

第 二 十 八 号 様 式 の 十 （ ポ ス タ ー 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ） 第 二 十 八 号 様 式 の 十 （ ポ ス タ ー 作 成 証 明 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 七 関 係 ）

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書 ポ ス タ ー 作 成 証 明 書
次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。
何年何月何日 何年何月何日

何年何月何日執行何選挙（何選挙区） 何年何月何日執行何選挙（何選挙区）
候補者 氏 名 候補者 氏 名
（参議院名簿届出政党等の名称） （参議院名簿届出政党等の名称）

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






記 記

備考 備考
［１～３ 略］ ［１～３ 同左］
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公
費負担の限度額は、次のとおりです。

［ 略］ ［ 同左］
 限度額  限度額
イ 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙 イ 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙
 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合  当該選挙区におけるポスター掲示場数が500以下の場合

単価×確認された作成枚数＝限度額 単価×確認された作成枚数＝限度額
 当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合  当該選挙区におけるポスター掲示場数が500を超える場合

単価×確認された作成枚数＝限度額 単価×確認された作成枚数＝限度額
ロ 参議院比例代表選出議員の選挙 40円


（単価）×確認された作成枚数＝限

度額

［略］ ［同左］

316250円＋586円88銭×ポスター掲示場数
ポスター掲示場数 ＝単価……１円未満の端数は 316250円＋541円31銭×ポスター掲示場数

ポスター掲示場数 ＝単価……１円未満の端数は

切上げ 切上げ

316250円＋293440円＋30円73銭×（ポスター掲示場数－500）
ポスター掲示場数 ＝単価 316250円＋270655円＋28円35銭×（ポスター掲示場数－500）

ポスター掲示場数 ＝単価

……１円未満の端数は切上げ ……１円未満の端数は切上げ

ロ 参議院比例代表選出議員の選挙 37円

（単価）×確認された作成枚数＝限

度額
［５ 略］ ［５ 同左］

第 二 十 八 号 様 式 の 十 二 （ 請 求 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 八 関 係 ） 第 二 十 八 号 様 式 の 十 二 （ 請 求 書 の 様 式 ）（ 第 十 七 条 の 八 関 係 ）

［その一 略］ ［その一 同左］
その二 その二
［様式 略］ ［様式 同左］
［備考 略］ ［備考 同左］
（別紙） （別紙）
［様式 略］ ［様式 同左］
備考 備考
１ 欄には、次により算出した額を記載してください。 １ 欄には、次により算出した額を記載してください。
 確認書により確認された作成枚数が35000枚以下の場合 ８円62銭


 確認書により確認された作成枚数が35000枚以下の場合 ７円95銭


 確認書により確認された作成枚数が35000枚を超える場合  確認書により確認された作成枚数が35000枚を超える場合

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］
その三 その三
［様式 略］ ［様式 同左］
［備考 略］ ［備考 同左］
（別紙） （別紙）
［様式 略］ ［様式 同左］

301700円＋７円46銭×（当該作成枚数－35000）
当 該 作 成 枚 数 …１銭未満の端数は切上げ 278250円＋６円88銭×（当該作成枚数－35000）

当 該 作 成 枚 数 …１銭未満の端数は切上げ

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






備考 備考
１ 欄には、次により算出した額を記載してください。 １ 欄には、次により算出した額を記載してください。
 確認書により確認された作成枚数が50000枚以下の場合 ８円38銭


 確認書により確認された作成枚数が50000枚以下の場合 ７円73銭

 確認書により確認された作成枚数が50000枚を超える場合  確認書により確認された作成枚数が50000枚を超える場合

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］
その四 その四
［様式 略］ ［様式 同左］
［備考 略］ ［備考 同左］

419000円＋５円62銭×（当該作成枚数－50000）
当 該 作 成 枚 数 ……１銭未満の端数は切上げ 386500円＋５円18銭×（当該作成枚数－50000）

当 該 作 成 枚 数 ……１銭未満の端数は切上げ

（別紙） （別紙）
請 求 内 訳 書 請 求 内 訳 書

［略］ 基 準 限 度 額 ［略］ ［略］ ［同左］ 基 準 限 度 額 ［同左］ ［同左］

単 価


数

金 額
×＝

単 価


数

金 額
×＝

円
61379


円 円
56613


円

［備考 略］ ［備考 同左］
その五 その五
［様式 略］ ［様式 同左］
［備考 略］ ［備考 同左］
（別紙） （別紙）

請 求 内 訳 書 請 求 内 訳 書

［略］ 基 準 限 度 額 ［略］ ［略］ ［同左］ 基 準 限 度 額 ［同左］ ［同左］

単 価


数

金 額
×＝

単 価


数

金 額
×＝

円
58114


円 円
53601


円

［備考 略］ ［備考 同左］
その六 その六
［様式 略］ ［様式 同左］
［備考 略］ ［備考 同左］
（別紙） （別紙）

請 求 内 訳 書 請 求 内 訳 書

［略］ 基 準 限 度 額 ［略］ ［略］ ［同左］ 基 準 限 度 額 ［同左］ ［同左］

単 価


数

金 額
×＝

単 価


数

金 額
×＝

円
44403


円 円
40954


円

［備考 略］ ［備考 同左］
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そ
の
七

そ
の
七

［
様
式
略
］

［
様
式
同
左
］

［
備
考
略
］

［
備
考
同
左
］

（
別
紙
）

（
別
紙
）

［
様
式
略
］

［
様
式
同
左
］

備
考

備
考

［
１
略
］

［
１
同
左
］

２

欄
に
は
、
次
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２

欄
に
は
、
次
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。


衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙


衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

イ
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
が
500以

下
の
場
合

イ
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
が
500以

下
の
場
合

ロ
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
が
500を

超
え
る
場
合

ロ
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
が
500を

超
え
る
場
合


参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

40円



参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

37円


［
３
～
５
略
］

［
３
～
５
同
左
］

［
そ
の
八
・
そ
の
九
略
］

［
そ
の
八
・
そ
の
九
同
左
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公

示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

316250円
＋
586円

88銭
×
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

…
…
１
円
未
満
の
端
数
は
切
上
げ

316250円
＋
541円

31銭
×
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

…
…
１
円
未
満
の
端
数
は
切
上
げ

316250円
＋
293440円

＋
30円
73銭
×
（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
－
500）

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

…
…
１
円
未
満
の
端
数

316250円
＋
270655円

＋
28円
35銭
×
（
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数
－
500）

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
数

…
…
１
円
未
満
の
端
数

は
切
上
げ

は
切
上
げ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
並
び
に
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
九
十
七
条
の
三
に

お
い
て
同
じ
。）が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

免
除
さ
れ
た
者（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

同
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、当
該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し

た
額
（
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と
い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の

三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
九
十
七
条
の
三
に

お
い
て
同
じ
。）が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

免
除
さ
れ
た
者（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

同
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、当
該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し

た
額
（
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と
い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以

下
で
あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五

百
五
十
万
円
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
五

十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
場
合

千

六
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百

五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計

額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）を
乗
じ
て
得
た
額（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を

控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込

額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計

額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）を
乗
じ
て
得
た
額（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を

控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込

額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
）

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
）

第
九
十
七
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
が
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日

の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
等
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
が
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日

の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
等
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以

下
で
あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
百
五
十
万
円
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五

百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
場
合

千

六
百
五
十
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百

五
十
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
九
十
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。）

が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。
同
条
に
お
い
て

同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介

護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者

が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。）

第
九
十
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。）

が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。
同
条
に
お
い
て

同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介

護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者

が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯

金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合

同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三

に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投

資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定

す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村

長
が
認
定
し
た
額
（
第
九
十
七
条
の

三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と

い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も

の

条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯

金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合

同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三

に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投

資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定

す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村

長
が
認
定
し
た
額
（
第
九
十
七
条
の

三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と

い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も

の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
九
千
円
を
超
え
百
二
十
万
円

以
下
で
あ
る
場
合

千
五
百
五
十

万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に

配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
百
五
十
万
円
）

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下

で
あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円

（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶

者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五

百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護

被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六

百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保

険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者
等
（
介
護
保
険
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
る
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
介

護
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
」
を
い
う
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
よ

る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
定
入
所
者
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
要
介
護
被
保
険
者
等
が
受
け
る
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。





森
林
法
施
行
規
則
及
び
農
林
水
産
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

森
林
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
が
行
う
保
安
施
設
事
業
）

（
国
が
行
う
保
安
施
設
事
業
）

第
七
十
八
条

（
略
）

第
七
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
が
保
安
施
設
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
と
は
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二

条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
大
規
模
災
害
等
（
以
下
「
特
定
大
規
模
災
害
等
」
と
い
う
。）を
受
け
た
都
道
府
県
の

知
事
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
国
が
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安

施
設
事
業
（
特
定
大
規
模
災
害
等
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
う
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
で
あ

つ
て
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
土
砂
の
崩
壊
そ
の
他
の
危
険
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
緊
急
に
実
施
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。）の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
及
び
国
の
事
務
の
遂
行
へ
の
支
障
の
有
無
を
勘
案
し

て
、
特
定
大
規
模
災
害
等
か
ら
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
興
の
た
め
当
該
保
安
施
設
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
と
き
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
が
保
安
施
設
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
と
は
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二

条
第
九
号
に
掲
げ
る
特
定
大
規
模
災
害
等
（
以
下
「
特
定
大
規
模
災
害
等
」
と
い
う
。）を
受
け
た
都
道
府
県
の

知
事
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
国
が
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安

施
設
事
業
（
特
定
大
規
模
災
害
等
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
う
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
で
あ

つ
て
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
土
砂
の
崩
壊
そ
の
他
の
危
険
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
緊
急
に
実
施
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。）の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
及
び
国
の
事
務
の
遂
行
へ
の
支
障
の
有
無
を
勘
案
し

て
、
特
定
大
規
模
災
害
等
か
ら
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
興
の
た
め
当
該
保
安
施
設
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
と
き
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
農
林
水
産
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

農
林
水
産
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
復
興
整
備
事
業
に
係
る
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
の
特
例
に
関
す
る
協
議
に
係
る

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
）

（
復
興
整
備
事
業
に
係
る
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
の
特
例
に
関
す
る
協
議
に
係
る

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
四
項
第
十
五
号
及
び
第
十
三
条
第
八
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農

業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
機
構
（
復
興
計
画
（
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
、
当
該
土
地
利
用

方
針
（
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
方
針
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
沿
っ
て
復
興
整
備
事

業
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
実
施
し
た
場
合
に
は
計
画
区
域
（
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
区
域
を
い
う
。）に
お
い
て
三
十
ア
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
土
地
利
用
方
針
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
り
、
同
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く
。）と
す
る
。

第
二
条

法
第
十
一
条
第
四
項
第
十
五
号
及
び
第
十
三
条
第
八
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農

業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
機
構
（
復
興
計
画
（
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
復
興
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
、
当
該
土
地
利
用

方
針
（
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
土
地
利
用
方
針
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
沿
っ
て
復
興
整
備
事

業
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
実
施
し
た
場
合
に
は
計
画
区
域
（
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
区
域
を
い
う
。）に
お
い
て
三
十
ア
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
土
地
利
用
方
針
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
り
、
同
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く
。）と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
六
号

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
森
林
法
施
行
規
則
及
び
農
林
水
産
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎





法

規

的

告

示

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
（
以

下
「
食
費
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
の
受

け
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
受
け
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
（
以
下

「
食
費
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
の
受
け

る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
受
け
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス
又
は
特
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の

区
分

額

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス
又
は
特
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の

区
分

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二
十
万
円

以
下
で
あ
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下

で
あ
る
も
の

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二
十
万
円

以
下
で
あ
る
も
の

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下

で
あ
る
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
五
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
も
の

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額

（
以
下
「
居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
等
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額

（
以
下
「
居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
等
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

一

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
る
も
の

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
る
も
の

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
る
も
の

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

二

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
も
の

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



（
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
以
下
「
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
以
下
「
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

区
分

額

区
分

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
八
十
三

条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
八
十

万
九
千
円
以
下
の
も
の

（
略
）

四

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
八
十
三

条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
八
十

万
円
以
下
の
も
の

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
の
一
部
改
正
）

第
四
条

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
五
項
第
二

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
以
下
「
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
所
得
の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
五
項
第
二

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
以
下
「
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
所
得
の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

す
る
。

所

得

の

区

分

居
室
の
区
分

額

所

得

の

区

分

居
室
の
区
分

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

三

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
「
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額
」
と
い
う
。）が

八
十
万
九
千
円
以
下
の
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
「
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額
」
と
い
う
。）が

八
十
万
円
以
下
の
も
の

・

（
略
）

・

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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四

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

四

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

が
八
十
万
九
千
円
以
下
で
あ
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
２
原
子
力
災
害
事
前
対
策

第
２
原
子
力
災
害
事
前
対
策


（
略
）


（
略
）


緊
急
事
態
に
お
け
る
防
護
措
置
実
施
の
基
本
的
考
え
方


緊
急
事
態
に
お
け
る
防
護
措
置
実
施
の
基
本
的
考
え
方


（
略
）


（
略
）


緊
急
事
態
の
初
期
対
応
段
階
に
お
け
る
防
護
措
置
の
考
え
方


緊
急
事
態
の
初
期
対
応
段
階
に
お
け
る
防
護
措
置
の
考
え
方

前
記

の
う
ち
、
初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

の
教
訓
を
踏
ま
え
、
放
射
性
物
質
の
放
出
開
始
前
か
ら
必
要
に
応
じ
た
防
護
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
等
が
定
め
る
防
護
措
置
の
枠
組
み
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、次
の
よ
う
に
、

初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
、
施
設
の
状
況
に
応
じ
て
緊
急
事
態
の
区
分
を
決
定
し
予
防
的
防
護
措
置
を
実

行
す
る
と
と
も
に
、
観
測
可
能
な
指
標
に
基
づ
き
緊
急
防
護
措
置
を
迅
速
に
実
行
で
き
る
よ
う
な
意
思
決

定
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
。

前
記

の
う
ち
、
初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

の
教
訓
を
踏
ま
え
、
放
射
性
物
質
の
放
出
開
始
前
か
ら
必
要
に
応
じ
た
防
護
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
等
が
定
め
る
防
護
措
置
の
枠
組
み
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、次
の
よ
う
に
、

初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
、
施
設
の
状
況
に
応
じ
て
緊
急
事
態
の
区
分
を
決
定
し
予
防
的
防
護
措
置
を
実

行
す
る
と
と
も
に
、
観
測
可
能
な
指
標
に
基
づ
き
緊
急
防
護
措
置
を
迅
速
に
実
行
で
き
る
よ
う
な
意
思
決

定
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
。


緊
急
事
態
区
分
及
び
緊
急
時
活
動
レ
ベ
ル
（
Ｅ
Ａ
Ｌ
）


緊
急
事
態
区
分
及
び
緊
急
時
活
動
レ
ベ
ル
（
Ｅ
Ａ
Ｌ
）


基
本
的
な
考
え
方


基
本
的
な
考
え
方

緊
急
事
態
の
初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
は
、
情
報
収
集
に
よ
り
事
態
を
把
握
し
、
原
子
力
施
設
の

状
況
や
当
該
施
設
か
ら
の
距
離
等
に
応
じ
、
防
護
措
置
の
準
備
や
そ
の
実
施
等
を
適
切
に
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
を
実
現
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
、
原
子
力
施
設
の
状
況
に

緊
急
事
態
の
初
期
対
応
段
階
に
お
い
て
は
、
情
報
収
集
に
よ
り
事
態
を
把
握
し
、
原
子
力
施
設
の

状
況
や
当
該
施
設
か
ら
の
距
離
等
に
応
じ
、
防
護
措
置
の
準
備
や
そ
の
実
施
等
を
適
切
に
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
を
実
現
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
、
原
子
力
施
設
の
状
況
に

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度

額
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す

る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者
等
（
介
護
保
険
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
る
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定

介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
七
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

よ
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
定
入
所
者
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
」と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、要
介
護
被
保
険
者
等
が
受
け
る
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
六
号

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
令
和
六
年
十
月
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日

か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
七
年
六
月
四
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

山
中

伸
介





応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の三つに区分し、
各区分における、原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を
明らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組みについては、表１１から１
３までの前段にまとめる。また、図１に全面緊急事態に至った場合の対応の流れを記
載する。ただし、これらの事態は、ここに示されている区分の順序のとおりに発生す
るものでなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場
合等があり得ることに留意すべきである。

応じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の三つに区分し、
各区分における、原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を
明らかにする。緊急事態区分と主要な防護措置の枠組みについては、表１１から１
３までの前段にまとめる。また、図１に全面緊急事態に至った場合の対応の流れを記
載する。ただし、これらの事態は、ここに示されている区分の順序のとおりに発生す
るものでなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場
合等があり得ることに留意すべきである。

警戒事態： 警戒事態：
警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので
はないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集
や、緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれが
ある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の準備、施設敷地緊
急事態要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある
段階である。

警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので
はないが、原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集
や、緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれが
ある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の準備、施設敷地緊
急事態要避難者を対象とした避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある
段階である。

この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況に
ついて直ちに国に連絡しなければならない。また、原子力事業者は、これらの経過に
ついて、連絡しなければならない。国は、原子力事業者の情報を基に警戒事態の発生
の確認を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければな
らない。国及び地方公共団体は、原子力施設の近傍のＰＡＺ（で述べるＰＡ
Ｚをいう。以下同じ。）内において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に着手
しなければならない。

この段階では、原子力事業者は、警戒事態に該当する事象の発生及び施設の状況に
ついて直ちに国に連絡しなければならない。また、原子力事業者は、これらの経過に
ついて、連絡しなければならない。国は、原子力事業者の情報を基に警戒事態の発生
の確認を行い、遅滞なく、地方公共団体、公衆等に対する情報提供を行わなければな
らない。国及び地方公共団体は、原子力施設の近傍のＰＡＺ（で述べるＰＡ
Ｚをいう。以下同じ。）内において、実施に比較的時間を要する防護措置の準備に着手
しなければならない。

 施設敷地緊急事態要避難者  施設敷地緊急事態要避難者
「施設敷地緊急事態要避難者」とは、ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事
態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。

「施設敷地緊急事態要避難者」とは、ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事
態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。

イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第17号


に規
定する要配慮者をいう。以下同じ。）（ロ又はハに該当する者を除く。）のうち、避
難の実施に通常以上の時間がかかるもの

イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第15号


に規
定する要配慮者をいう。以下同じ。）（ロ又はハに該当する者を除く。）のうち、避
難の実施に通常以上の時間がかかるもの

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略）
施設敷地緊急事態： 施設敷地緊急事態：
（略） （略）
全面緊急事態： 全面緊急事態：
（略） （略）
・ （略） ・ （略）
・ （略） ・ （略）

～ （略） ～ （略）

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






公 告

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

諸 事 項
破産手続開始






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






〇 〇

令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

(
分
冊
の

)






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

破産手続廃止






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

破産手続廃止及び免責許可決定





令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

免責許可決定






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令
和

年

月

日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

札
幌
市
清
田
区
北
野
三
条
一
丁
目
一
〇
番
一
号

有
限
会
社
丸

富
士
建
工

清
算
人

小
林

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と

き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
四
条
五
丁
目
一
〇

一
八

ラ
イ
オ
ン
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
琴
似
一
四
〇

五
号
室

株
式
会
社
み
ん
な
の
会
社

清
算
人

林

喜
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

札
幌
市
東
区
北
三
十
六
条
東
二
十
丁
目
一
番
三
号

合
同
会
社
Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ

ｕ
ｐ

清
算
人

鈴
木

初
恵

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

北
海
道
二
海
郡
八
雲
町
熊
石
相
沼
町
四
一
九
番
地

相
沼
産
業
株
式
会
社

代
表
清
算
人

赤
石

成
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
臨
時
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

岩
手
県
奥
州
市
衣
川
寺
袋
二
二
番
地

有
限
会
社
丸
勝
工
建

清
算
人

千
葉
セ
キ
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
一
一
番
一
三

五

〇
二
号

有
限
会
社
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ナ

清
算
人

芳
賀

阜
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
一
一
番
一
三

五

〇
二
号

有
限
会
社
タ
グ

清
算
人

芳
賀

阜
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

山
形
市
天
神
町
一
三
九
六
番
地有

限
会
社
伊
藤
土
建

清
算
人

伊
藤

賢
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
六
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

茨
城
県
牛
久
市
岡
見
町
二
七
八
八
番
地
四

イ
ー
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
ズ
合
同
会
社

清
算
人

小
林

秀
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

栃
木
県
小
山
市
中
久
喜
五
丁
目
五
番
四
号

株
式
会
社
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｅ
企
画

代
表
清
算
人

榎
本

正
敏

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

埼
玉
県
草
加
市
八
幡
町
一
〇
六
〇

四

有
限
会
社
エ
ア
リ
ー

代
表
清
算
人

近
藤

叔
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

埼
玉
県
加
須
市
外
野
六
五
七
番
地

有
馬
工
業
有
限
会
社

清
算
人

有
馬

藤
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

千
葉
県
印
旛
郡
栄
町
酒
直
一
二
六
番
地

竹
南
株
式
会
社

代
表
清
算
人

大
三
川
教
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

千
葉
県
柏
市
宿
連
寺
四
四
四
番
地
の
九

有
限
会
社
武
藤
製
作
所

清
算
人

武
藤

明
彦

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
世
田
谷
区
上
祖
師
谷
四
丁
目
三
八
番
三
号

㈱
テ
モ
ア
ン
内

特
定
非
営
利
活
動
法
人
美
術
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

清
算
人

青
山

民
生

解
散
公
告

当
社
は
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ェ
イ
エ
ル
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
合
同
会
社

清
算
人

内
山
隆
太
郎





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ェ
イ
エ
ル
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目

的
会
社

代
表
清
算
人

内
山
隆
太
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
三
丁
目
二
〇
番
一

四
号ワ

イ
・
エ
ー
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
有
限
会
社

清
算
人

浅
羽

義
之

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
三
番
二
九
号
Ｖ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
紀
尾
井
坂
六
階

Ｎ
Ｋ
管
財
株
式
会
社

代
表
清
算
人

佐
藤

英
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
会
社
法
第
三
一
九

条
第
一
項
に
基
づ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

株
主
全
員
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
二
番
四
号

株
式
会
社
ス
キ
ン
ク
リ
ア
ラ
ボ

代
表
清
算
人

新
岡

辰
徳

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
新
宿
区
細
工
町
三
番
一
九
号
ラ
コ
ン
テ
カ

グ
ラ
ザ
カ
五
階

株
式
会
社
和

代
表
清
算
人

遠
藤
友
里
子

解
散
公
告

当
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
二
〇
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
三
番
一
号
尚
友

会
館
六
階

一
般
財
団
法
人
志
太
勤
８
５
歳
記
念
拓
世
財
団

代
表
清
算
人

棚
橋

章
紀

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
狛
江
市
和
泉
本
町
一
丁
目
三
六
番
三

四

一
七
号有

限
会
社
リ
ン
ガ
・
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー

清
算
人

森
本

康
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
二
四
番
二
号
長
井
ビ

ル
五
階

ク
リ
ア
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

許
斐

大
輔

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
日
付
の
臨
時
社
員
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グＥ

Ｓ
Ｒ
２
４
特
定
目
的
会
社

代
表
清
算
人

三
品

貴
仙

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

Ｅ
Ｓ
Ｒ
２
４
合
同
会
社

代
表
清
算
人

三
品

貴
仙

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
六
月
三
日
付
の
社
員
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

Ｅ
Ｓ
Ｒ
２
４
・
１
一
般
社
団
法
人

代
表
清
算
人

三
品

貴
仙

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
九
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
世
田
谷
区
太
子
堂
一

三

三
六
ダ
イ
ナ

シ
テ
ィ
三
宿
五
〇
七

合
同
会
社
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ

代
表
清
算
人

朝
比
奈
遥
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
目
黒
区
八
雲
一
丁
目
四
番
六
号
池
田
ビ
ル

三
Ｆ

合
同
会
社
フ
ァ
イ
ブ
Ｕ
Ｐ

清
算
人

宮
路

康
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
二
〇
号

株
式
会
社
日
本
ト
ラ
ン
ク
バ
ス
タ
ー

代
表
清
算
人

加
持

智
弘

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
六
月
三
日
付
の
社
員
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

Ｅ
Ｓ
Ｒ
２
４
・
２
一
般
社
団
法
人

代
表
清
算
人

三
品

貴
仙





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
江
戸
川
区
松
江
二
丁
目
一
番
一
三

一
〇

七
号
室

峻
明
園
株
式
会
社

代
表
清
算
人

鞠

明

峻

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
二
子
二
丁
目
一
七
番
二
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぐ
る
ー
ぷ
麦

清
算
人

田

歌
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

横
浜
市
青
葉
区
荏
田
北
一
丁
目
一
二
番
地
一
一
二

有
限
会
社
エ
マ
ー
ジ
ン
グ

清
算
人

井
筒

俊
文

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
柏
町
一
三
五
番
地
一
五

株
式
会
社
ハ
ウ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

代
表
清
算
人

櫻
井

歩
夢

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
駒
岡
三

一
六

三

四

二

株
式
会
社
ａ
ｎ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ

代
表
清
算
人

藏
方

三
喜

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

川
崎
市
川
崎
区
大
師
河
原
二
丁
目
二
番
二

九
〇

四
号

合
同
会
社
ク
リ
ス
タ
ル

清
算
人

川
俣
麻
由
美

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
高
石
五
丁
目
九
番
一

四

三

Ｊ
ｏ
ｋ
ｅ
ｒ
Ｆ
ｉ
ｌ
ｍ
ｓ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
池
賢
太
郎

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

富
山
県
高
岡
市
佐
野
一
二
五
四

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ャ
リ
ア
教
育
サ
ポ
ー

ト
と
や
ま

清
算
人

坂
下

裕
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

福
井
県
敦
賀
市
呉
竹
町
二
丁
目
三
番
一
一
号

株
式
会
社
Ｓ
ｈ
ｏ
ｐ
ｐ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｇ
Ｏ

代
表
清
算
人

村
野

昌
輝

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
令
和
七
年
五
月

三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
三
四
五
番

地

有
限
会
社
ア
ン
テ
ィ
ー
ブ

清
算
人

金
澤

利
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

岐
阜
県
各
務
原
市
神
置
町
三
丁
目
九
番
地

テ
イ
ク
シ
エ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

新
田

武

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

愛
知
県
愛
知
郡
東
郷
町
春
木
台
二
丁
目
二
番
地
一
〇

有
限
会
社
ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド

清
算
人

梶
田

紘
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

滋
賀
県
長
浜
市
口
分
田
町
四
一
五
番
地

木
村
食
品
有
限
会
社

清
算
人

木
村

正
次

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

滋
賀
県
東
近
江
市
八
日
市
金
屋
三
丁
目
二
番
一
一
号

有
限
会
社
ほ
ん
ま

清
算
人

本
間

一
嘉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

滋
賀
県
守
山
市
水
保
町
一
一
八
七
番
地
六

Ａ
Ｒ
Ｑ
Ｐ
Ｌ
Ｕ
Ｓ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

前
田

裕
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

京
都
府
京
田
辺
市
花
住
坂
三
丁
目
一
〇
番
六
花
住

坂
ガ
ー
デ
ン
弐
番
館
一
〇
五

合
同
会
社
Ｏ
ｄ
ａ

清
算
人

小
田
根
宏
明





第 45 期決算公告 令和７年６月４日
北海道旭川市パルプ町505番地の１
株式会社ニチモク林産北海道
代表取締役社長 小田 弘昭

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 254,252
固 定 資 産 515,134
資 産 合 計 769,387

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 244,388
(賞与引当金) (20,400)
固 定 負 債 203,718
(退職給与引当金) (6,379)
株 主 資 本 321,279
資 本 金 20,000
利 益 剰 余 金 301,279
利 益 準 備 金 5,000
その他利益剰余金 296,279
(うち当期純利益) (8,922)

負債・純資産合計 769,387

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

京
都
市
左
京
区
岩
倉
花
園
町
五
四
一
番
地
の
一
〇
一

株
式
会
社
藤
み
光
産

代
表
清
算
人

藤
井
美
由
紀

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
阪
府
門
真
市
四
宮
五
丁
目
三
番
二
四
号

コ
ト
ブ
キ
物
流
株
式
会
社

代
表
清
算
人

常
喜

正
道

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
阪
府
吹
田
市
青
山
台
三
丁
目
五
二
番
九

一
号

フ
ロ
ー
レ
ン
合
同
会
社

清
算
人

的
場

知
弘

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
阪
市
生
野
区

南
四
丁
目
七
番
一
五
号

株
式
会
社
川
合
電
機

代
表
清
算
人

川
合

正
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
阪
市
西
区
南
堀
江
四
丁
目
二
四
番
一
八
号

Ｅ
ｎ
ｕ
ｚ
ｕ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
中

七
重

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

兵
庫
県
明
石
市
大
久
保
町
八
木
七
三
九
番
地
の
一
〇

株
式
会
社
さ
く
ら
建
設

代
表
清
算
人

岡
村

玉
順

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

兵
庫
県
神
戸
市
兵
庫
区
五
宮
町
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
Ｅ

代
表
清
算
人

吉
岡

孝
洋

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
戸
市
長
田
区
萩
乃
町
二
丁
目
三
番
一
号

有
限
会
社
東
土
建

清
算
人

楠

佐
知
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

島
根
県
益
田
市
乙
吉
町
イ
九
九
番
地
五

有
限
会
社
大
石
水
道
工
業
所

清
算
人

大
石

郁
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月
三

十
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

岡
山
県
津
山
市
山
下
一
八
番
地
の
八

有
限
会
社
コ
コ
壱
八
八

清
算
人

末
田

辰
恵

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
県
東
広
島
市
黒
瀬
町
楢
原
字
宮
前
一
三
〇
三

番
地
の
二
七

有
限
会
社
マ
イ
ト
設
計

清
算
人

美
野

裕
之

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

香
川
県
高
松
市
室
新
町
一
一
三
八
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
か
ま
つ
市
民
活
動
応

援
団

清
算
人

大
須
賀

誠

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

高
知
県
香
南
市
野
市
町
大
谷
四
三
一
番
地
二

株
式
会
社
坂
本
工
業

代
表
清
算
人

大
瀬
ま
り
子

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
七
年
二
月
二

十
八
日
に
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

島
根
県
松
江
市
学
園
南
二
丁
目
五
番
一
三
号
二
〇
三

株
式
会
社
Ｍ
Ｋ
Ｍ
管
財

代
表
清
算
人

溝
端

浩
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

高
知
県
香
南
市
野
市
町
大
谷
二
六
番
地

シ
ミ
ズ
・
ア
グ
リ
プ
ラ
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

神
成

篤
司





資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
に
基
づ

く
前
払
式
支
払
手
段
の
払
戻
し
の
公
告

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
、株
式
会
社
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
は
、

令
和
七
年
六
月
六
日
で
利
用
終
了
い
た
し
ま
す
旧
商

品
券
に
つ
き
ま
し
て
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第

二
十
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
払
戻
し
を

行
い
ま
す
。

〈
払
戻
し
を
行
う
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
商
号
〉

株
式
会
社
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

〈
払
戻
し
を
行
う
前
払
式
支
払
手
段
の
種
類
〉

旧

商
品
券
（
五
百
圓
、
千
圓
（
百
円
×
十
枚
）、
弐
千

圓
（
弐
百
円
×
十
枚
）、
参
千
圓（
参
百
円
×
十
枚
）、

五
千
圓
（
弐
百
五
十
円
×
二
十
枚
）、
壱
萬
圓
（
五

百
円
×
二
十
枚
））

〈
払
戻
し
の
申
出
期
間
〉

令
和
七
年
六
月
七
日
〜

令
和
七
年
九
月
八
日

※
当
該
期
間
内
に
払
戻
し
の
申
出
が
な
い
場
合

は
、
こ
の
払
戻
し
手
続
き
か
ら
除
斥
さ
れ
ま
す
。

〈
お
問
い
合
わ
せ
先
〉

株
式
会
社
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

管
理
部
経

理
課〒

〇
一
〇

〇
〇
〇
一

秋
田
県
秋
田
市
中
通
一

丁
目
三
番
五
号

電
話
〇
一
八

八
三
四

一
一
四
一

U
R
L
:h
ttp
s://w

w
w
.ca
stle -h

o
tel.jp

/

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

熊
本
県
球
磨
郡
錦
町
大
字
一
武
二
八
二
二
番
地
の
五

有
限
会
社
相
良
ブ
ロ
ッ
ク
工
業

清
算
人

坂
口

雄
輝

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

大
分
県
大
分
市
大
字
鶴
崎
一
九
九
七
番
地
の
三

有
限
会
社
尾
上
電
機

清
算
人

尾
上

敏
生

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

鹿
児
島
県
鹿
屋
市
寿
五
丁
目
二
六
番
二
四
号

株
式
会
社
蝶
和

代
表
清
算
人

藤
田

将
悟

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
九
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

鹿
児
島
県
曽
於
郡
大
崎
町
菱
田
三
六
八
九
番
地

九
州
エ
キ
ス
株
式
会
社

代
表
清
算
人

鳥
居

研
志

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
令
和
六
年
七
月
十
五
日
開
催
の
臨
時
大
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清

算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
戸
市
東
灘
区
岡
本
一
丁
目
五
番
一
四
号

岡
本
ク
レ
セ
ン
ト
ハ
イ
ツ
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合

代
表
清
算
人

株
式
会
社
ハ
ン
ド
イ
ン
ハ
ン
ド

代
表
取
締
役

橋
谷

惟
子

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す

る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清

算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

奈
良
県
生
駒
市
俵
口
町
九
五
番
八

セ
ン
ト
ポ
リ
ア
生
駒
団
地
管
理
組
合
法
人

清
算
人

藤
本

幸
代

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
開
催
の
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
市
西
区
古
田
台
二
丁
目
一
三
番
一
八
号

農
事
組
合
法
人
フ
ル
エ
農
場

清
算
人

西
本

幸
男

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清

算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
県
庄
原
市
東
城
町
加
谷
六
〇
一
番
地
一

農
事
組
合
法
人
岩
神
さ
ん

清
算
人

古
家

初
巳

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
七
年
四
月
十
八
日
福
岡
地
方
裁
判
所

行
橋
支
部
の
命
令
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
真
如
寺
一
一
〇
六
番
地

宗
教
法
人
真
如
寺

清
算
人

弁
護
士

河
合

洋
行

連
絡
先

北
九
州
市
小
倉
北
区
田
町
一
四
番
二
八
号

ロ
イ
ヤ
ー
ビ
ル
六
階

ひ
び
き
法
律
事
務
所

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
土
地
改
良
区
は
、
令
和
七
年
四
月
九
日
曽
於
市
長
の

認
可
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
土
地
改
良
区
に
債
権
を

有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

鹿
児
島
県
曽
於
市
末
吉
町
二
之
方
一
九
八
〇
番
地

清
算
法
人
末
吉
町
土
地
改
良
区

代
表
清
算
人

濱
田

勲

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
社
員
の
欠
亡
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当

法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令

和
七
年
六
月
三
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
三
番
七
号
ブ
ラ
ン
エ

ス
パ
銀
座
地
下
一
階

医
療
法
人
社
団
ト
ラ
ス
ト

清
算
人

宋

貴
彰

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
二
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
並
び
に
兵
庫
県
知
事
の
認
可
に
よ
り
、
令
和
七

年
三
月
三
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法

人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和

七
年
六
月
二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は

清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
上
宿
三
二
〇
番
地
一

医
療
法
人
社
団
天
野
歯
科
医
院

清
算
人

天
野

佳
子

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
組
合
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散

し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
令
和
七
年
六
月
二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
県
呉
市
昭
和
町
一
一
番
一
号

日
本
製
鉄
呉
労
働
組
合

清
算
人

高
田

敏
昌





第 ６ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
東京都港区新橋二丁目12番１号ランディック第３新橋ビル９階

アルプ株式会社
代表取締役 伊藤 浩樹

貸借対照表の要旨 (令和６年６月30日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 486,247 流 動 負 債 132,592
固 定 資 産 38,025 固 定 負 債 161,480
繰 延 資 産 2,732 株 主 資 本 231,104

資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 2,027,976
資 本 準 備 金 1,062,485
その他資本剰余金 965,491
利 益 剰 余 金 1,896,872
その他利益剰余金 1,896,872
(うち当期純損失) (453,017)
新 株 予 約 権 1,828

資 産 合 計 527,005 負債・純資産合計 527,005

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報


三
井
不
動
産
リ
ア
ル
テ
ィ
東
北
株
式
会
社

宮
城
県
知
事

3998


代
表
取
締
役
小
林
敏

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
６
番
１
号
仙
台
第
一
生
命
タ
ワ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
廃
止
し
た
従
た
る
事
務
所
宮
城
県
仙

台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
１
番
１
号
１
階


500万

円

宮
城
県
知
事


宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四

丁
目
６
番
１
号
仙
台
第
一
生
命
タ
ワ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
井
不
動
産
リ
ア
ル
テ
ィ
東
北
株
式
会
社
代
表
取
締
役

小
林
敏


株
式
会
社
長
谷
工
リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト

国
土
交
通
大
臣

8026


代
表
取
締
役
岩
﨑
雄
一
郎

東
京
都

港
区
芝
二
丁
目
６
番
１
号

廃
止
し
た
従
た
る
事
務
所

神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
川
上
町
85

１

500万

円

関
東
地
方
整
備
局
長

東
京
都
港
区
芝
二
丁
目
６
番
１
号
株
式
会
社
長
谷
工
リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
代
表
取
締

役
岩
﨑
雄
一
郎


株
式
会
社
デ
イ
バ
イ
デ
イ


東
京
都
知
事

77486


代
表
取
締
役

町
田
幸
三


東
京
都
新
宿
区
早
稲
田

鶴
巻
町
556番

地

1000万

円

東
京
都
知
事

東
京
都
新
宿
区
早
稲
田
鶴
巻
町
556番

地
株
式
会
社
デ
イ
バ

イ
デ
イ
代
表
取
締
役
町
田
幸
三


株
式
会
社
ア
ト
ラ

山
梨
県
知
事

2320号


代
表
取
締
役
戸
田
克
己

山
梨
県
甲
府
市
住
吉
二
丁
目
６

番
17号


1000万

円

山
梨
県
知
事

山
梨
県
甲
府
市
住
吉
二
丁
目
６
番
17号

株
式
会
社
ア
ト
ラ
代
表
取

締
役
戸
田
克
己

債
権
申
出
の
催
告
（
第
二
回
）

当
基
金
は
、
代
議
員
会
に
お
け
る
代
議
員
の
議
決
に
よ

り
解
散
し
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本

公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
六
月
三
日
）
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し

出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
二
四
番
地

丸
茂
電
機
勤
労
者
財
産
形
成
基
金

清
算
人

春
日

利
之

宅
地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
り
も
ど
し
公
告

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
30条
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
規
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告

し
ま
す
。

下
記
の
者
に
係
る
営
業
保
証
金
に
つ
き
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
27条
第
１
項
の
権
利
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
６
箇
月
以
内
に
そ
の
債
権
の
額
、
債
権
発
生
の
原
因
た
る
事
実
並
び
に
住
所
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た

申
出
書
２
通
を
下
記
提
出
先
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
前
記
の
申
出
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
下
記
の
者
に
係
る
営
業

保
証
金
は
同
人
に
返
還
さ
れ
ま
す
。

令
和
７
年
６
月
４
日

記
［
掲
載
順
序
］


商
号
又
は
名
称

免
許
証
番
号

（
代
表
者
の
）
氏
名

事
務
所
の
所
在
地

営
業
保
証
金
の
額

申

出
書
提
出
先

掲
載
者
住
所
、
商
号
又
は
名
称
及
び
氏
名





第 17 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
宮城県黒川郡大衡村大瓜字青木83番地２

アイシン高丘東北株式会社
代表取締役社長 村山 富幸

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,808,421
固 定 資 産 3,772,824
合 計 5,581,245

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,168,191
固 定 負 債 4,697,962
株 主 資 本 1,284,908
資 本 金 490,000
資 本 剰 余 金 490,000
利 益 剰 余 金 2,264,908
その他利益剰余金 2,264,908
(うち当期純損失) (305,509)
合 計 5,581,245

第 ９ 期 決 算 公 告
令和７年６月３日

東京都中央区京橋三丁目１番１号
株式会社プレサスキューブ

代表取締役 熊倉 武史
貸借対照表の要旨

(令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 411,039
固 定 資 産 14,451
合 計 425,490

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 91,698
株 主 資 本 333,792
資 本 金 157,500
資 本 剰 余 金 157,500
資 本 準 備 金 157,500
利 益 剰 余 金 18,792
その他利益剰余金 18,792
(うち当期純利益) (64,635)
合 計 425,490

第 10 期決算公告 令和７年６月４日
東京都豊島区北大塚二丁目３番15号
第２角萬ビルＢ１Ｆ

株式会社あんしん祭典
代表取締役 土肥 賢二

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 49,829
資 産 合 計 49,829

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 7,517
負 債 合 計 7,517
株 主 資 本 42,312
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 32,312
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 29,812
(うち当期純利益) (29,812)
純資産合計 42,312
負債・純資産合計 49,829

貸借対照表の要旨(令和７年１月31日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 62,613,345
資 産 合 計 62,613,345

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 42,186,541
有給休暇引当金 5,478,709
株式報酬引当金 378,648
株 主 資 本 20,426,804
資 本 金 10,000,000
利 益 剰 余 金 10,426,804
その他利益剰余金 10,426,804
(うち当期純利益) (7,234,595)

負債・純資産合計 62,613,345

第７期決算公告 令和７年６月４日
東京都新宿区西新宿三丁目３番13号

西新宿水間ビル６Ｆ
Vectra AI Japan株式会社

代表取締役
アネット・ジョセフィン・プエンテ

第 61 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都港区虎ノ門一丁目１番10号
川金木材株式会社

代表取締役 徃藏 裕之
貸借対照表の要旨

(令和６年４月30日現在)(単位：百万円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 308
固 定 資 産 76
資 産 合 計 385

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2
株 主 資 本 383
資 本 金 10
利 益 剰 余 金 373
利 益 準 備 金 0
その他利益剰余金 372
(うち当期純利益) (7)

負債・純資産合計 385

第 ２ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都千代田区四番町４番地９
新東京国際リーガル内
CoGoLinks Japan株式会社

代表取締役 薛 光 宇
貸借対照表の要旨

(令和６年12月31日現在) (単位：円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 478,047
資 産 合 計 478,047

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 4,948,280
株 主 資 本 4,470,233
資 本 金 500,000
利 益 剰 余 金 4,970,233
その他利益剰余金 4,970,233
(うち当期純損失) (4,935,233)

負債・純資産合計 478,047

第 31 期 決 算 公 告
2025 年６月４日
東京都大田区南六郷一丁目21番11号
グローリーエンジニアリング株式会社

代表取締役社長 税所 斎昭
貸借対照表の要旨

(2025年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 752,490
固 定 資 産 127,485
合 計 879,975

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 356,804
固 定 負 債 65,425
株 主 資 本 457,746
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 407,746
利 益 準 備 金 12,500
その他利益剰余金 395,246
(うち当期純利益) (170,108)
合 計 879,975

第 24 期決算公告 令和７年６月４日
東京都港区赤坂二丁目17番46号
ＳＡＭＵＲＡＩ証券株式会社

代表取締役 山口 慶一
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 2,098,799
固 定 資 産 81,894
合 計 2,180,693

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,718,602
株 主 資 本 460,832
資 本 金 99,000
資 本 剰 余 金 292,033
資 本 準 備 金 150,943
その他資本剰余金 141,090
利 益 剰 余 金 69,799
その他利益剰余金 69,799
(うち当期純利益) (12,128)

評価・換算差額等 1,258
合 計 2,180,693

第 １ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都港区赤坂二丁目17番46号
SAMURAI ALTERNATIVE
MANAGEMENT株式会社

代表取締役 小沢 公仁
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 59,535
繰 延 資 産 464
合 計 59,999

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 90
株 主 資 本 59,909
資 本 金 30,000
資 本 剰 余 金 30,000
資 本 準 備 金 30,000
利 益 剰 余 金 90
その他利益剰余金 90
(うち当期純損失) (90)
合 計 59,999

第 15 期 決 算 公 告
令和７年５月 30 日
東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

株式会社トゥ・ディファクト
代表取締役 鈴木 一光

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 544,203
固 定 資 産 43,026
合 計 587,230

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 71,126
(うち賞与引当金) (17,442)
株 主 資 本 516,104
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 416,104
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 391,104
(うち当期純利益) (109,381)
合 計 587,230

第 20 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
東京都渋谷区神宮前一丁目２番４号

株式会社ナターシャ
代表取締役 清水 信行

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,357,005
固 定 資 産 106,901
合 計 1,463,906

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 435,491
株 主 資 本 1,028,415
資 本 金 165,500
資 本 剰 余 金 158,300
資 本 準 備 金 157,500
その他資本剰余金 800
利 益 剰 余 金 704,615
その他利益剰余金 704,615
(うち当期純利益) (209,515)
合 計 1,463,906

第 26 期決算公告 令和７年２月26日
東京都中央区日本橋久松町４番４号

ピジョンハーツ株式会社
代表取締役 鶴 孝則

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,041,636
固 定 資 産 87,888
合 計 1,129,524

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 461,584
株 主 資 本 667,940
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 18,942
資 本 準 備 金 18,942
利 益 剰 余 金 548,998
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 523,998
(うち当期純利益) (75,327)
合 計 1,129,524

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



第 10 期決算公告 令和７年６月４日
東京都品川区大崎一丁目11番２号

株式会社ローソンデジタルイノベーション
代表取締役 三木 義之

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 722,451
固 定 資 産 91,019
資 産 合 計 813,471

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 456,089
株 主 資 本 357,381
資 本 金 99,000
資 本 剰 余 金 1,000
資 本 準 備 金 1,000
利 益 剰 余 金 257,381
利 益 準 備 金 10,549
その他利益剰余金 246,831
(うち当期純利益) (19,228)

負債・純資産合計 813,471

第 37 期決算公告 2025年６月４日
神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

株式会社京浜マリン製作所
代表取締役 安東 秀三

貸借対照表の要旨(2025年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 276,123
固 定 資 産 58,327
合 計 334,450

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 121,200
固 定 負 債 115,112
退職給付引当金 115,112
株 主 資 本 98,138
資 本 金 30,000
資 本 剰 余 金 24,210
利 益 剰 余 金 43,928
利 益 準 備 金 7,500
その他利益剰余金 36,428
(うち当期純利益) (2,425)
合 計 334,450

第 86 期決算公告 令和７年６月４日
神奈川県平塚市西八幡一丁目４番９号

湘南リンテック加工株式会社
代表取締役 池田 弘司

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,244,881
固 定 資 産 75,253
資 産 合 計 1,320,134

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 147,028
固 定 負 債 116,305
負 債 合 計 263,333
株 主 資 本 1,056,801
資 本 金 18,000
利 益 剰 余 金 1,038,801
利 益 準 備 金 4,500
その他利益剰余金 1,034,301
(うち当期純利益) (76,255)
純資産合計 1,056,801
負債・純資産合計 1,320,134

第 41 期決算公告 令和７年５月27日
新潟県長岡市喜多町字鐙潟463番地３

株式会社エヌ・テー・シー
代表取締役 岩本 均

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 796,742
固 定 資 産 190,620
合 計 987,362

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 98,755
固 定 負 債 24,000
株 主 資 本 864,607
資 本 金 97,250
資 本 剰 余 金 60,000
資 本 準 備 金 60,000
利 益 剰 余 金 707,357
利 益 準 備 金 2,287
その他利益剰余金 705,070
(うち当期純利益) (65,172)
合 計 987,362

第 37 期 決 算 公 告
令和７年５月 16 日

石川県金沢市古府１丁目118番地
ミドリ安全石川株式会社
代表取締役 飯田 浩一

貸借対照表の要旨(令和７年２月20日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 120,236
固 定 資 産 230
合 計 120,466

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 62,500
固 定 負 債 
株 主 資 本 57,966
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 47,966
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 45,466
(うち当期純利益) (45,429)
合 計 120,466

第 58 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

岐阜県岐阜市境川５丁目148番地
株式会社岐阜県畜産公社
代表取締役社長 矢野 昌彦

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 759,751
固 定 資 産 8,918
合 計 768,669

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 104,765
固 定 負 債 86,125
株 主 資 本 577,779
資 本 金 49,500
利 益 剰 余 金 528,279
利 益 準 備 金 12,375
その他利益剰余金 515,904
(うち当期純利益) (6,865)
合 計 768,669

第 54 期決算公告 令和７年６月４日
愛知県知多郡東浦町大字藤江字前新田

３番18
平林工業株式会社

代表取締役 杉野 一郎
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 1,310,843
固 定 資 産 708,089
合 計 2,018,932

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,022,701
固 定 負 債 47,916
株 主 資 本 948,315
資 本 金 3,000
利 益 剰 余 金 945,315
利 益 準 備 金 760
その他利益剰余金 944,555
(うち当期純利益) (194,659)
合 計 2,018,932

第 79 期 決 算 公 告
令和７年６月３日

三重県四日市市朝日町15番12号
四日市マテリアル株式会社

代表取締役 早瀬 和宏
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 23,777
固 定 資 産 120,130
合 計 143,907

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 43,524
固 定 負 債 3,248
株 主 資 本 97,136
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 87,136
利 益 準 備 金 1,600
その他利益剰余金 85,536
(うち当期純利益) (153)
合 計 143,907

第 46 期決算公告 令和７年６月３日
大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１番１号

岩谷テクノ株式会社
代表取締役社長 倉本 博之

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 6,622,271
固 定 資 産 1,123,934
資 産 合 計 7,746,205

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 4,679,992
固 定 負 債 710,367
株 主 資 本 2,355,844
資 本 金 300,000
資 本 剰 余 金 113,651
その他資本剰余金 113,651
利 益 剰 余 金 1,942,193
利 益 準 備 金 98,500
その他利益剰余金 1,843,693
(うち当期純利益) (392,301)

負債・純資産合計 7,746,205

第 64 期決算公告 令和７年６月４日
岡山県瀬戸内市邑久町尻海4382番地の３

錦海化学株式会社
代表取締役社長 寺坂 雅彦

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 691,733
固 定 資 産 460,027
合 計 1,151,760

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 173,771
固 定 負 債 115,355
株 主 資 本 861,403
資 本 金 82,500
利 益 剰 余 金 778,903
利 益 準 備 金 20,625
その他利益剰余金 758,278
(うち当期純利益) (35,882)

評価・換算差額等 1,230
合 計 1,151,760

第 36 期 決 算 公 告
令和７年６月３日
福岡県北九州市小倉北区下到津一丁目
２番１号
株式会社ゼンリンウェルサポート
代表取締役社長 仲道 辰郎
貸借対照表の要旨

(令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 106,447
固 定 資 産 390,249
合 計 496,697

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 94,352
固 定 負 債 319,775
株 主 資 本 82,569
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 72,569
その他利益剰余金 72,569
(うち当期純利益) (11,335)
合 計 496,697

第 52 期 決 算 公 告
2025 年６月４日
福岡県北九州市小倉北区船場町１番１号

株式会社井筒屋友の会
代表取締役 菅原 良三

貸借対照表の要旨(2025年２月28日現在)
科 目 金 額(百万円)

資
産
の
部
流 動 資 産 6,888
固 定 資 産 61
合 計 6,949

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 6,345
固 定 負 債 11
株 主 資 本 592
資 本 金 50
利 益 剰 余 金 542
利 益 準 備 金 3
その他利益剰余金 538
(うち当期純利益) (24)
合 計 6,949

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



第 22 期 決 算 公 告
令和７年６月３日
宮崎県児湯郡川南町大字川南4621番地１
みやざきバイオマスリサイクル株式会社

代表取締役社長 山下 壽
貸借対照表の要旨

(令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 1,301,233
固 定 資 産 7,818,621
資 産 合 計 9,119,854

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 146,389
固 定 負 債 5,509,615
株 主 資 本 3,463,849
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 3,363,849
その他利益剰余金 3,363,849
(うち当期純利益) (247,366)

負債・純資産合計 9,119,854

第 13 期決算公告 令和７年６月４日
沖縄県うるま市勝連南風原5192番地10

ＮＴＩ株式会社
代表取締役 石﨑竹二郎

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 91,956
固 定 資 産 342,850
合 計 434,806

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 147,416
固 定 負 債 179,779
株 主 資 本 107,611
資 本 金 90,000
資 本 剰 余 金 80,000
資 本 準 備 金 80,000
利 益 剰 余 金  62,389
その他利益剰余金  62,389
(うち当期純損失) (15,536)
合 計 434,806

※令和７年４月１日吸収合併により消滅

第 48 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

沖縄県浦添市城間2135
琉球ダイハツ販売株式会社
代表取締役 加藤 憲志

貸借対照表の要旨
(令和７年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 15,882,181
固 定 資 産 4,666,460
資 産 合 計 20,548,641

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 16,022,028
固 定 負 債 121,108
株 主 資 本 4,405,505
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 4,395,505
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 4,393,005
(うち当期純利益) (177,573)

負債・純資産合計 20,548,641

第 12 期 決 算 公 告
2025 年６月４日

千葉市美浜区新港31番地
一般社団法人千葉食品コンビナート協議会

代表理事 加瀨 晴久
貸借対照表の要旨

(2025年３月31日現在) (単位：円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 20,223,570
固 定 資 産 14,644,937
合 計 34,868,507

負
債
及
び
正

味
財
産
の
部

流 動 負 債 49,788
固 定 負 債 14,366,261
負 債 合 計 14,416,049
一般正味財産 20,452,458
正味財産合計 20,452,458
合 計 34,868,507

令和６年度決算公告
令和７年５月 19 日

島根県松江市母衣町55番地４
一般社団法人島根県経営者協会

会長 久保田一朗
貸借対照表の要旨

(令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 24,880
固 定 資 産 21,277
合 計 46,157

負
債
及
び
正

味
財
産
の
部

流 動 負 債 1,927
固 定 負 債 17,000
負 債 合 計 18,927
指定正味財産 
一般正味財産 27,230
正味財産合計 27,230
合 計 46,157

第３期決算公告 令和７年５月27日
宮城県仙台市青葉区中央２８11

株式会社アスク北日本
代表取締役社長 奥川 憲隆

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 53,425
固 定 資 産 0
合 計 53,425

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 14,891
固 定 負 債 41
株 主 資 本 38,493
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 28,493
その他利益剰余金 28,493
(うち当期純利益) (12,566)
合 計 53,425

第 ４ 期 決 算 公 告
2025 年６月４日

栃木県小山市塩沢609番地
小山エナジーサイクル株式会社

代表取締役 神田 章二
貸借対照表の要旨

(2025年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 1,567,756
固 定 資 産 61
資 産 合 計 1,567,818

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 198,079
固 定 負 債 1,308,053
株 主 資 本 61,685
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 11,685
その他利益剰余金 11,685
(当期純利益) (5,341)
負債・純資産合計 1,567,818

第 ３ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
埼玉県川口市栄町一丁目７番14号２階

浜松陸上風力発電株式会社
代表取締役 ゴードン・ジョン・ホワイト

貸借対照表の要旨
(令和７年１月31日現在) (単位：円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 6,143,563
固 定 資 産 26,063,823
資 産 合 計 32,207,386

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 44,045,551
固 定 負 債 66,177,357
株 主 資 本 78,015,522
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 78,025,522
(うち当期純損失) (77,588,832)

負債・純資産合計 32,207,386

第 38 期決算公告 2025年６月４日
さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５

大宮ソニックシティ株式会社
代表取締役 中島 俊浩

貸借対照表の要旨(2025年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 666,918
固 定 資 産 4,408
資 産 合 計 671,326

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 502,703
賞 与 引 当 金 3,312
固 定 負 債 8,022
退職給付引当金 5,319
役員退職慰労引当金 1,313
株 主 資 本 160,600
資 本 金 20,000
利 益 剰 余 金 140,600
その他利益剰余金 140,600
(うち当期純利益) (8,800)

負債・純資産合計 671,326

第９期決算公告 令和７年５月27日
千葉県千葉市美浜区中瀬１７１

株式会社アスク東東京
代表取締役社長 奥川 憲隆

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 224,582
固 定 資 産 0
合 計 224,582

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 39,054
固 定 負 債 312
株 主 資 本 185,217
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 175,217
その他利益剰余金 175,217
(うち当期純利益) (37,526)
合 計 224,582

第 26 期決算公告 令和７年６月４日
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
モバイル・インターネットキャピタル
株式会社

代表取締役社長 元木 新
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 331,920
固 定 資 産 838,828
資 産 合 計 1,170,748

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 36,989
固 定 負 債 5,393
株 主 資 本 1,124,785
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 1,024,785
利 益 準 備 金 25,000
その他利益剰余金 999,785
(うち当期純利益) (26,089)

評価・換算差額等 3,580
負債・純資産合計 1,170,748

第 16 期決算公告 令和７年３月26日
東京都千代田区大手町１丁目６番１号

株式会社スペースシフト
代表取締役 金本 成生

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 406,107
固 定 資 産 10,479
資 産 合 計 416,587

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 31,024
株 主 資 本 384,914
資 本 金 10,000
資 本 剰 余 金 628,333
資 本 準 備 金 563,994
その他資本剰余金 64,338
利 益 剰 余 金 253,418
その他利益剰余金 253,418
(うち当期純損失) (253,418)

新 株 予 約 権 647
負債・純資産合計 416,587

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



第 41 期決算公告 令和７年６月３日
東京都武蔵野市境二丁目４番24号

日機装サーモ株式会社
代表取締役社長 爲定 信一

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 523,293
固 定 資 産 83,635
資 産 合 計 606,928

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 59,280
固 定 負 債 623
株 主 資 本 530,309
資 本 金 40,450
資 本 剰 余 金 450
利 益 剰 余 金 489,409
利 益 準 備 金 10,000
その他利益剰余金 479,409
(うち当期純利益) (46,138)

評価・換算差額等 16,716
負債・純資産合計 606,928

第９期決算公告 令和７年５月28日
東京都千代田区神田美土代町１番地

Ｂｌｅａｆ株式会社
代表取締役 大場 正之

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,231,634
固 定 資 産 109,314
資 産 合 計 1,340,949

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 880,487
固 定 負 債 352,011
株 主 資 本 107,010
資 本 金 16,900
資 本 剰 余 金 9,000
資 本 準 備 金 9,000
利 益 剰 余 金 81,110
その他利益剰余金 81,110
(うち当期純損失) (42,374)

新 株 予 約 権 1,439
負債・純資産合計 1,340,949

第 29 期決算公告 令和７年５月27日
東京都中央区銀座８1414

株式会社アスク
代表取締役社長 泉澤 豊

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,015,340
固 定 資 産 326,084
合 計 1,341,425

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 625,617
固 定 負 債 17,324
株 主 資 本 698,484
資 本 金 99,000
資 本 剰 余 金 205,000
利 益 剰 余 金 394,484
その他利益剰余金 394,484
(うち当期純損失) (5,512)
合 計 1,341,425

第３期決算公告 令和７年５月27日
東京都新宿区高田馬場２14２

株式会社アスク東京
代表取締役社長 奥川 憲隆

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 66,031
固 定 資 産 611
合 計 66,641

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 32,594
固 定 負 債 0
株 主 資 本 34,047
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 24,047
その他利益剰余金 24,047
(うち当期純利益) (2,110)
合 計 66,641

第２期決算公告 令和７年５月14日
東京都千代田区神田駿河台三丁目４番地
高島インダストリーズ株式会社

代表取締役 西田 努
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 3,759,008
固 定 資 産 172,079
資 産 合 計 3,931,088

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 3,300,742
固 定 負 債 125,519
負 債 合 計 3,426,262
株 主 資 本 504,825
資 本 金 350,000
利 益 剰 余 金 154,825
その他利益剰余金 154,825
(うち当期純利益) (161,676)
純資産合計 504,825
負債・純資産合計 3,931,088

第 15 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都港区東麻布一丁目９番15号
株式会社ライトハウスメディア

代表取締役 上野 研統
貸借対照表の要旨

(令和６年８月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 263,082
固 定 資 産 10,832
合 計 273,914

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 369,755
固 定 負 債 140,846
株 主 資 本 236,687
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 246,687
その他利益剰余金 246,687
(うち当期純損失) (61,101)
合 計 273,914

第 15 期決算公告 令和７年６月４日
東京都港区東麻布一丁目９番15号

リンクタイズ株式会社
代表取締役 角田勇太郎

貸借対照表の要旨(令和６年８月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 760,613
固 定 資 産 125,542
合 計 886,156

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 410,088
株 主 資 本 476,067
資 本 金 50,000
資 本 剰 余 金 159,928
資 本 準 備 金 50,000
その他資本剰余金 209,928
利 益 剰 余 金 585,996
その他利益剰余金 585,996
(うち当期純利益) (200,176)
合 計 886,156

第 18 期決算公告 令和７年６月４日
東京都港区南青山一丁目15番９号
エコー・ジャパン株式会社
代表取締役 パンソップ・シム

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 2,511,666
固 定 資 産 559,178
合 計 3,070,844

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,506,491
(賞与引当金) (62,266)
株 主 資 本 1,564,353
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 431,504
資 本 準 備 金 431,504
利 益 剰 余 金 1,032,848
その他利益剰余金 1,032,848
(うち当期純利益) (166,051)
合 計 3,070,844

第９期決算公告 令和７年５月27日
神奈川県横浜市中区吉田町65
株式会社アスク西東京

代表取締役社長 奥川 憲隆
貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 89,594
固 定 資 産 3,503
合 計 93,098

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 32,413
固 定 負 債 0
株 主 資 本 60,685
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 50,685
その他利益剰余金 50,685
(うち当期純損失) (4,723)
合 計 93,098

第 11 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 東京都江東区平野四丁目10番５号

Rapyuta Robotics株式会社
代表取締役 アルドチェルワン クリシナムルティ

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 4,261,898 流 動 負 債 1,112,154
固 定 資 産 911,881 賞 与 引 当 金 2,900

受注損失引当金 40,985
固 定 負 債 3,033,234
株 主 資 本 781,659
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 10,390,732
資 本 準 備 金 5,094,898
その他資本剰余金 5,295,833
利 益 剰 余 金 11,272,391
その他利益剰余金 11,272,391
(うち当期純損失) (2,475,489)
新 株 予 約 権 1,810,050

資 産 合 計 5,173,779 負債・純資産合計 5,173,779

第 35 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 新潟県阿賀野市山倉1912番地２

共栄エンジニアリング株式会社
代表取締役 石﨑竹二郎

貸借対照表の要旨 (令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,978,142 流 動 負 債 555,090
固 定 資 産 1,784,279 固 定 負 債 411,420

株 主 資 本 2,799,731
資 本 金 90,800
資 本 剰 余 金 42,000
資 本 準 備 金 42,000
利 益 剰 余 金 2,666,931
利 益 準 備 金 2,900
その他利益剰余金 2,664,031
(うち当期純利益) (242,754)

評価・換算差額等  3,821
その他有価証券評価
差額金  3,821

資 産 合 計 3,762,421 負債・純資産合計 3,762,421

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



第 66 期 決 算 公 告
2025 年６月４日 石川県白山市村井町330番地

株式会社トスマク・アイ
代表取締役 藤井 雅之

貸借対照表の要旨 (2025年３月31日現在) (単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 6,551 流 動 負 債 1,380
固 定 資 産 3,032 固 定 負 債 553
有形固定資産 2,690 負 債 合 計 1,934
無形固定資産 30 株 主 資 本 7,649
投資その他の資産 311 資 本 金 50

資 本 剰 余 金 44
利 益 剰 余 金 7,555
利 益 準 備 金 12
その他利益剰余金 7,542
(うち当期純利益) (1,217)
純資産合計 7,649

資 産 合 計 9,584 負債・純資産合計 9,584

第 59 期 決 算 公 告
2025 年６月４日 長野県上田市富士山2412番地３

株式会社長野汎用計器製作所
代表取締役社長 齋藤 浩一

貸借対照表の要旨 (2025年３月31日現在) (単位：千円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部

流 動 資 産 625,128 流 動 負 債 268,079
固 定 資 産 252,966 (うち賞与引当金) (42,310)
有形固定資産 206,018 固 定 負 債 79,175
無形固定資産 1,672 うち退職給付引当

金  (53,328)投資その他の資産 45,276
うち役員退職慰労
引当金  (8,061)
株 主 資 本 530,840
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 480,840
利 益 準 備 金 14,510
その他利益剰余金 466,330
(うち当期純利益) (66,137)

資 産 合 計 878,094 負債・純資産合計 878,094

第 49 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 広島市安佐北区深川八丁目２番37号

八洲制御システム株式会社
代表取締役社長 若狭 文雄

貸借対照表の要旨 (令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,622,031 流 動 負 債 999,367
固 定 資 産 2,745,430 賞 与 引 当 金 136,940

固 定 負 債 1,027,964
退職給付引当金 222,964
株 主 資 本 2,273,909
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 2,173,909
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 2,171,409
(うち当期純利益) (255,978)

評価・換算差額等 66,221
その他有価証券評価
差額金 66,221

資 産 合 計 4,367,462 負債・純資産合計 4,367,462

第 72 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 さいたま市桜区大字大久保領家700番地１

三和流通産業株式会社
代表取締役社長 山口 茂

貸借対照表の要旨 (令和７年３月31日現在) (単位：百万円)
資 産 の 部 負債及び純資産の部

流 動 資 産 5,389 流 動 負 債 4,500
固 定 資 産 1,986 (賞与引当金) (41)
有形固定資産 1,651 固 定 負 債 208
無形固定資産 30 (退職給付引当金) (122)
投資その他の資産 305 株 主 資 本 2,627

資 本 金 450
資 本 剰 余 金 360
利 益 剰 余 金 1,817
利 益 準 備 金 44
その他利益剰余金 1,772
(うち当期純利益) (249)

評価・換算差額等 39
資 産 合 計 7,376 負債・純資産合計 7,376

第 47 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 東京都港区赤坂四丁目15番１号

レゴジャパン株式会社
代表取締役 マイケルエベスン

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 9,424,727 流 動 負 債 7,544,997
固 定 資 産 529,612 賞 与 引 当 金 155,465

そ の 他 7,389,532
固 定 負 債 0
株 主 資 本 2,409,343
資 本 金 96,000
資 本 剰 余 金 2,004,000
資 本 準 備 金 900,000
その他資本剰余金 1,104,000
利 益 剰 余 金 309,343
その他利益剰余金 309,343
(うち当期純利益) (309,255)

資 産 合 計 9,954,340 負債・純資産合計 9,954,340

決 算 公 告
令和７年６月４日 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

東急不動産恵比寿ビル
日本スターウッド・ホテル株式会社

代表取締役 橋本 和宏
貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,210,568 流 動 負 債 154,251
固 定 資 産 74,440 有給休暇引当金 8,793

賞 与 引 当 金 5,015
固 定 負 債 931,715
退職給付引当金 3,715
株 主 資 本 199,041
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 189,041
その他利益剰余金 189,041
(うち当期純利益) (25,472)

資 産 合 計 1,285,008 負債・純資産合計 1,285,008

第 67 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

富山市金屋1634番地11
菱光商事株式会社

代表取締役 長久 誠
貸借対照表の要旨 (令和７年３月31日現在) (単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 2,177 流 動 負 債 1,318
固 定 資 産 976 固 定 負 債 257

(退職給付引当金) (100)
株 主 資 本 1,365
資 本 金 30
利 益 剰 余 金 1,335
利 益 準 備 金 8
その他利益剰余金 1,328
(うち当期純利益) (84)

評価・換算差額等 212
その他有価証券評価
差額金 212

資 産 合 計 3,153 負債・純資産合計 3,153

第 ２ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 大阪府大阪狭山市今熊六丁目300番地
コニカミノルタアドバンストオプティクス株式会社

代表取締役社長 増渕 友一
貸借対照表の要旨 (令和７年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,190,609 流 動 負 債 156,519
固 定 資 産 43,019 固 定 負 債 7,779

負 債 合 計 164,299
株 主 資 本 1,069,330
資 本 金 24,500
資 本 剰 余 金 977,518
資 本 準 備 金 6,125
その他資本剰余金 971,393
利 益 剰 余 金 67,312
その他利益剰余金 67,312
(うち当期純利益) (58,327)
純資産合計 1,069,330

資 産 合 計 1,233,629 負債・純資産合計 1,233,629

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



第 11 期決算公告 2025年６月４日
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目17番
29号
尾張ウォーター＆エナジー株式会社

代表取締役 長谷 進司
貸借対照表の要旨(2025年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 2,794,901
資 産 合 計 2,794,901

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 258,704
固 定 負 債 2,285,687
株 主 資 本 250,509
資 本 金 50,000
資 本 剰 余 金 50,000
資 本 準 備 金 50,000
利 益 剰 余 金 150,509
その他利益剰余金 150,509
(当期純利益) (8,922)
負債・純資産合計 2,794,901

第９期決算公告 令和７年５月27日
大阪府大阪市北区曽根崎新地２２16

株式会社アスク大阪
代表取締役社長 佐藤 正徳

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 116,908
固 定 資 産 8,773
合 計 125,681

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 28,915
固 定 負 債 80,000
株 主 資 本 16,766
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 6,676
その他利益剰余金 6,676
(うち当期純利益) (3,463)
合 計 125,681

第３期決算公告 令和７年５月27日
大阪府大阪市北区曽根崎新地２２16

株式会社アスク近畿
代表取締役社長 佐藤 正徳

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 52,962
固 定 資 産 0
合 計 52,962

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 16,419
固 定 負 債 168
株 主 資 本 36,376
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 26,376
その他利益剰余金 26,376
(うち当期純利益) (7,744)
合 計 52,962

第３期決算公告 令和７年５月27日
兵庫県神戸市中央区下山手通２13３

株式会社アスク関西
代表取締役社長 佐藤 正徳

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 66,150
固 定 資 産 0
合 計 66,150

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 20,145
固 定 負 債 105
株 主 資 本 45,900
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 35,900
その他利益剰余金 35,900
(うち当期純利益) (11,336)
合 計 66,150

第 29 期決算公告 令和７年６月４日
広島市中区大手町一丁目７番21号

株式会社エヌ・ケイ商事
代表取締役 川崎 徳来

貸借対照表の要旨(令和６年９月30日現在)
科 目 金 額(百万円)

資

産

の

部

流 動 資 産 766
固 定 資 産 2,951
繰 延 資 産 2
合 計 3,721

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 616
固 定 負 債 1,986
株 主 資 本 1,119
資 本 金 15
資 本 剰 余 金 36
その他資本剰余金 36
利 益 剰 余 金 1,067
その他利益剰余金 1,067
(うち当期純損失) (46)
合 計 3,721

第 ６ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

高知県香南市野市町大谷26番地
シミズ・アグリプラス株式会社

代表清算人 神成 篤司
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 25,885
固 定 資 産 0
資 産 合 計 25,885

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 2,840
株 主 資 本 23,045
資 本 金 50,000
利 益 剰 余 金 26,954
その他利益剰余金 26,954
(うち当期純損失) (9,739)

負債・純資産合計 25,885

第 36 期 決 算 公 告
令和７年６月３日
千葉県市原市五井中央東２丁目23番地18
株式会社いちはらケーブルテレビ

代表取締役社長 長谷川達也
貸借対照表の要旨

(令和７年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額

資
産
の
部

流 動 資 産 846,109
固 定 資 産 2,026,476
有形固定資産 1,965,527
無形固定資産 16,315
投資その他の資産 44,633

資 産 合 計 2,872,586

負
債
及
び
純
資
産
の
部

流 動 負 債 360,865
(賞与引当金) (11,280)
固 定 負 債 269,162
(退職給付引当金) (67,596)
役員株式給付等引
当金  (241)

負 債 合 計 630,027

株 主 資 本 2,242,558
資 本 金 490,000
資 本 剰 余 金 656,917
資 本 準 備 金 416,917
その他資本剰余金 240,000
利 益 剰 余 金 1,095,640
その他利益剰余金 1,095,640
(うち当期純利益) (150,574)

純資産合計 2,242,558

負債・純資産合計 2,872,586

第３期決算公告 令和７年５月27日
福岡県福岡市中央区天神１15５

株式会社アスク西日本
代表取締役社長 佐藤 正徳

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 83,819
固 定 資 産 0
合 計 83,819

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 28,285
固 定 負 債 39
株 主 資 本 55,495
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 45,495
その他利益剰余金 45,495
(うち当期純利益) (16,820)
合 計 83,819

第 22 期 決 算 公 告
令和７年３月５日

東京都港区赤坂八丁目５番26号
住友不動産青山ビル西館７階

一般社団法人
日本スペシャルティコーヒー協会

代表理事 加藤 慶人
貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)

科 目 金 額(円)
資
産
の
部
流 動 資 産 59,900,284
固 定 資 産 949,937
資 産 合 計 60,850,221

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 18,021,061
負 債 合 計 18,021,061
基 金 8,800,000
剰 余 金 34,029,160
純資産合計 42,829,160
負債・純資産合計 60,850,221

令和６年度決算公告
令和７年６月４日

大阪府摂津市千里丘１丁目３番17号
505号室

一般財団法人フィールド・サポートem．
代表理事 栗原 久

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部

流 動 資 産 2,198
固 定 資 産 233,968
合 計 236,166

負
債
及
び
正

味
財
産
の
部

流 動 負 債 236
固 定 負 債 
負 債 合 計 236
基 金 
指定正味財産 3,000
一般正味財産 232,930
正味財産合計 235,930
合 計 236,166

第 73 期決算公告 令和７年５月20日
石川県白山市横江町5377番地
株 式 会 社 横 山 商 会
代表取締役社長 横山信太郎

貸借対照表の要旨(令和７年３月20日現在)
科 目 金 額(百万円)

資
産
の
部
流 動 資 産 5,064
固 定 資 産 1,777
合 計 6,841

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 3,769
(うち引当金) (71)
固 定 負 債 132
株 主 資 本 2,940
資 本 金 60
利 益 剰 余 金 2,880
利 益 準 備 金 15
その他利益剰余金 2,865
(うち当期純利益) (253)
合 計 6,841

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



第 37 期 決 算 公 告

2025 年５月 30 日

長野県諏訪市大字湖南6585番地２

ヨシトミ・マーシン株式会社

代表取締役 佐藤 浩二
貸借対照表の要旨

(2025年３月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部

流 動 資 産 437,158
固 定 資 産 234,767
有形固定資産 217,714
無形固定資産 9,001
投資その他の資産 8,052

資 産 合 計 671,925

負
債
及
び
純
資
産
の
部

流 動 負 債 110,581
賞 与 引 当 金 12,060
そ の 他 98,521
固 定 負 債 47,489
役員退職慰労引当金 1,380
そ の 他 46,109

負 債 合 計 158,070

株 主 資 本 513,093
資 本 金 78,000
利 益 剰 余 金 435,093
利 益 準 備 金 19,500
その他利益剰余金 415,593
(うち当期純利益) (38,292)

評価・換算差額等 762
その他有価証券評価
差額金 762

純資産合計 513,855

負債・純資産合計 671,925

第 ３ 期 決 算 公 告
2025 年６月３日
愛知県豊田市西広瀬町小麦生63526

トヨタ紡織広瀬株式会社
代表取締役 星原 直明

貸借対照表の要旨
(2025年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 8,773,615
固 定 資 産 7,056,132
合 計 15,829,747

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 12,822,632
固 定 負 債 601,760
株 主 資 本 2,405,354
資 本 金 400,000
利 益 剰 余 金 2,005,354
その他利益剰余金 2,005,354
(うち当期純利益) (1,314,780)
合 計 15,829,747

第 36 期決算公告 2025年５月28日
大阪府泉佐野市りんくう往来北２21

株式会社Ｋグランドサービス
代表取締役 青戸 一登

貸借対照表の要旨(2025年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 1,938,640
固 定 資 産 248,424
合 計 2,187,064

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 1,192,252
固 定 負 債 903,133
株 主 資 本 91,680
資 本 金 96,000
資 本 剰 余 金 24,000
その他資本剰余金 24,000
利 益 剰 余 金 28,320
利 益 準 備 金 24,000
その他利益剰余金 52,320
(うち当期純利益) (829,074)
合 計 2,187,064

第 ８ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都港区赤坂２丁目17番46号
ＳＡＭＵＲＡＩ ＡＳＳＥＴ ＦＩＮＡＮＣＥ株式会社

代表取締役 原 知之

損益計算書の要旨
自 令和６年１月１日
至 令和６年12月31日

(単位：千円)
科 目 金 額
売 上 高 1,762,388
売 上 総 利 益 1,762,388
販売費及び一般管理
費 501,340
営 業 利 益 1,261,047
営 業 外 収 益 472,122
営 業 外 費 用 1,264,591
経 常 利 益 468,578
特 別 損 失 190,542
税引前当期純利益 278,036
匿名組合損益分配金 58,777
法人税、住民税及び
事業税 290

当 期 純 利 益 218,968

貸借対照表の要旨 (令和６年12月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 22,735,389流 動 負 債 13,335,360
固 定 資 産 278,744固 定 負 債 9,160,283
有形固定資産 71 負 債 合 計 22,495,644
投資その他の資産 278,672株 主 資 本 518,490

資 本 金 90,000
資 本 剰 余 金 151,602
資 本 準 備 金 151,602
利 益 剰 余 金 276,887
その他利益剰余金 276,887
純資産合計 518,490

資 産 合 計 23,014,134負債・純資産合計 23,014,134

第 36 期 決 算 公 告
2025 年６月３日

東京都江東区塩浜二丁目２番10号

東京ベイネットワーク株式会社
代表取締役社長 井守 正樹
貸借対照表の要旨

(2025年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額

資
産
の
部

流 動 資 産 1,407,361
固 定 資 産 2,363,783

資 産 合 計 3,771,144

負
債
及
び
純
資
産
の
部

流 動 負 債 614,439
(賞与引当金) (29,544)
固 定 負 債 517,977
(退職給付引当金) (258,912)
役員株式給付引当
金  (4,346)

負 債 合 計 1,132,417

株 主 資 本 2,638,727
資 本 金 400,000
資 本 剰 余 金 1,170,777
資 本 準 備 金 8,327
その他資本剰余金 1,162,449
利 益 剰 余 金 1,067,949
利 益 準 備 金 45,655
その他利益剰余金 1,022,294
(うち当期純利益) (158,774)

純資産合計 2,638,727

負債・純資産合計 3,771,144

第 62 期 決 算 公 告
令和７年６月４日 広島市西区南観音町22番13号

ダイハツ広島販売株式会社
代表取締役 松本 耕二

損益計算書の要旨
自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額
売 上 高 26,203
売 上 原 価 18,696
売 上 総 利 益 7,507
販売費及び一般管理
費 6,597
営 業 利 益 909
営 業 外 収 益 163
営 業 外 費 用 278
経 常 利 益 793
特 別 利 益 36
特 別 損 失 22
税引前当期純利益 807
法人税、住民税及び
事業税 350

法人税等調整額  67
当 期 純 利 益 525

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)(単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 17,155 流 動 負 債 18,908
固 定 資 産 7,583 賞 与 引 当 金 397

役員賞与引当金 12
固 定 負 債 1,239
退職給付引当金 1,000
役員退職慰労引当金 9
株 主 資 本 4,590
資 本 金 80
資 本 剰 余 金 0
資 本 準 備 金 0
利 益 剰 余 金 4,510
利 益 準 備 金 19
その他利益剰余金 4,490

資 産 合 計 24,739 負債・純資産合計 24,739

第 10 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

群馬県前橋市城東町五丁目14番３号
株式会社アビア

代表取締役 ミヤナリレスリークロリベル
貸借対照表の要旨(令和６年４月30日現在)

科 目 金 額(円)
資
産
の
部
流 動 資 産 64,102,511
固 定 資 産 35,121,462
資 産 合 計 99,223,973

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 3,558,528
負 債 合 計 3,558,528
株 主 資 本 95,665,445
資 本 金 13,000,000
利 益 剰 余 金 82,665,445
その他利益剰余金 82,665,445
(うち当期純利益) (7,427,675)
純資産合計 95,665,445
負債・純資産合計 99,223,973

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
五
十
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
増
額
い
た

し
ま
す
の
で
、
効
力
発
生
日
後
の
資
本
金
の
額
は
同

日
前
を
下
回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
十
五
日
で
あ
り
、

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
五
月
十
二
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

群
馬
県
前
橋
市
城
東
町
五
丁
目
一
四
番
三
号

株
式
会
社
ア
ビ
ア

代
表
取
締
役

ミ
ヤ
ナ
リ
レ
ス
リ
ー
ク
ロ

リ
ベ
ル

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



第 104 期 決 算 公 告
2025 年６月４日

川崎市川崎区池田二丁目２番３号
京 急 電 機 株 式 会 社
取締役社長 長島 勲

貸借対照表の要旨
(2025年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額

資
産
の
部

流 動 資 産 12,477,432
固 定 資 産 1,668,138

資 産 合 計 14,145,570

負
債
及
び
純
資
産
の
部

流 動 負 債 5,137,742
(うち賞与引当金) (83,796)
うち役員賞与引当
金  (13,680)
固 定 負 債 513,732
うち退職給付引当
金  (510,628)

負 債 合 計 5,651,474

株 主 資 本 8,434,771
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 66,000
資 本 準 備 金 66,000
利 益 剰 余 金 8,268,771
利 益 準 備 金 21,600
その他利益剰余金 8,247,171
(うち当期純利益) (574,879)

評価・換算差額等 59,325
その他有価証券評価
差額金 59,325

純資産合計 8,494,096

負債・純資産合計 14,145,570

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
百
八
十
万
円
減
少
し

二
百
二
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
二
丁

目
四
八
五
番
地
の
一

株
式
会
社
大
真

代
表
取
締
役

小
林

豊

第 41 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
埼玉県さいたま市見沼区大和田町二丁目
485番地の１

株式会社大真
代表取締役 小林 豊

貸借対照表の要旨
(令和７年２月28日現在) (単位：円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 8,656,320
固 定 資 産 259,424
合 計 8,915,744

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 264,500
株 主 資 本 8,651,244
資 本 金 10,000,000
利 益 剰 余 金 1,348,756
その他利益剰余金 1,348,756
(うち当期純利益) (407,727)
合 計 8,915,744

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社

ト
ラ
イ
ブ
フ
ォ
ー
ス
（
東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目

四
番
一
号
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
南
館

一
七
階
）
に
対
し
て
当
社
の
放
送
・
通
信
事
業
、
株

式
投
資
事
業
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
事
業
、
タ
レ

ン
ト
等
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
、
広
告
関
連
事
業
及

び
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
次
の
と
お
り

で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
港
区
芝
大
門
一
丁
目
四
番
四
号

エ
ク
イ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ

ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

上
念

司

第 20 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都港区芝大門一丁目４番４号
エクイティ・マネジメント・システム
株式会社

代表取締役 上念 司
貸借対照表の要旨(令和６年８月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資

産

の

部

流 動 資 産 92,850
固 定 資 産 204,158
繰 延 資 産 7,488
資 産 合 計 304,497

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 45,378
固 定 負 債 12,080
株 主 資 本 247,038
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 237,038
その他利益剰余金 237,038
(うち当期純利益) (3,842)

負債・純資産合計 304,497

第 42 期 決 算 公 告
令和７年５月 29 日
新潟県新潟市中央区天神１丁目12番３号

株式会社メビウス
代表取締役 加藤 幸久

貸借対照表の要旨
(令和７年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額

資
産
の
部

流 動 資 産 1,321,048
固 定 資 産 310,670

資 産 合 計 1,631,719

負
債
及
び
純
資
産
の
部

流 動 負 債 534,242
賞 与 引 当 金 208,682
役員賞与引当金 7,400
そ の 他 318,159
固 定 負 債 53,348
役員退職慰労引当金 23,925
そ の 他 29,423

負 債 合 計 587,590

株 主 資 本 1,044,129
資 本 金 240,000
資 本 剰 余 金 124,199
資 本 準 備 金 104,254
その他資本剰余金 19,945
利 益 剰 余 金 719,654
その他利益剰余金 719,654
(うち当期純利益) (58,478)
自 己 株 式  39,725

純資産合計 1,044,129

負債・純資産合計 1,631,719

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
賃

貸
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
左
記
の
と
お
り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

神
戸
市
西
区
竜
が
岡
三
丁
目
九
番
地
の
一
〇

（
甲
）
株
式
会
社
エ
ポ
ム
ｅ
ｎ
ｔ

代
表
取
締
役

杉
尾

寿
城

神
戸
市
西
区
竜
が
岡
三
丁
目
九
番
地
の
一
〇

（
乙
）
株
式
会
社
エ
ポ
ム

代
表
取
締
役

杉
尾

寿
城

第 41 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
神戸市西区竜が岡三丁目９番地の10

株式会社エポム
代表取締役 杉尾 寿城

貸借対照表の要旨
(令和６年12月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 4,096
固 定 資 産 83,063
合 計 87,160

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 13,519
固 定 負 債 134,689
株 主 資 本  61,048
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金  71,048
その他利益剰余金  71,048
(うち当期純利益) (613)
合 計 87,160

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
甲
）
左
記
の
と
お
り
で
す
。

（
乙
）
掲
載
紙

津
山
朝
日
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
四
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
六
月
四
日

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
馬
場
七
七
二
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
中
西
工
業
所

代
表
取
締
役

柴
田

義
弘

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
馬
場
七
六
七
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
大
建

代
表
取
締
役

中
西

省
吾

第 47 期決算公告 令和７年６月４日
岡山県苫田郡鏡野町馬場772番地

株式会社中西工業所
代表取締役 柴田 義弘

貸借対照表の要旨(令和６年11月30日現在)
科 目 金 額(千円)

資

産

の

部

流 動 資 産 255,927
固 定 資 産 44,612
繰 延 資 産 432
合 計 300,971

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 106,919
固 定 負 債 24,334
株 主 資 本 169,718
資 本 金 20,000
利 益 剰 余 金 165,718
利 益 準 備 金 6,000
その他利益剰余金 159,718
(うち当期純利益) (8,957)
自 己 株 式  16,000
合 計 300,971

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
六
百
万
円
減
少
し

八
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

広
島
県
三
原
市
城
町
二
丁
目
二
番
一
号

勝
原
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

勝
原

康
治

第 58 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

広島県三原市城町二丁目２番１号
勝原不動産株式会社

代表取締役 勝原 康治
貸借対照表の要旨

(令和６年７月31日現在) (単位：千円)
科 目 金 額

資
産
の
部
流 動 資 産 28,323
固 定 資 産 29,143
合 計 57,466

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 25,908
固 定 負 債 5,319
株 主 資 本 26,239
資 本 金 24,000
利 益 剰 余 金 2,239
利 益 準 備 金 5,000
その他利益剰余金  2,761
(うち当期純利益) (244)
合 計 57,466

第 29 期決算公告 令和７年６月３日
愛媛県西条市石田364番地１
株式会社東予ガスセンター

代表取締役 福田 浩
貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)

科 目 金 額(百万円)
資
産
の
部
流 動 資 産 162
固 定 資 産 75
合 計 237

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 39
固 定 負 債 1
株 主 資 本 196
資 本 金 90
利 益 剰 余 金 106
利 益 準 備 金 1
その他利益剰余金 105
(うち当期純利益) (1)
合 計 237

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
万
円
減
少
し
九
百
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
七
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
五
月
三
十
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
三
丁
目
一
一
番
一
一
号

株
式
会
社
マ
ー
ブ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

髙
野

慎
一

第 ３ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

東京都中央区銀座三丁目11番11号
株式会社マーブルホールディングス

代表取締役 髙野 慎一
貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)

科 目 金 額(円)
資
産
の
部
流 動 資 産 13,046,609
固 定 資 産 477,616,761
合 計 490,663,370

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 787,800
固 定 負 債 4,453,672
株 主 資 本 485,421,898
資 本 金 10,000,000
資 本 剰 余 金 465,686,461
資 本 準 備 金 465,686,461
利 益 剰 余 金 9,735,437
その他利益剰余金 9,735,437
(うち当期純利益) (3,342,172)
合 計 490,663,370

貸借対照表の要旨(令和７年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 980,860
固 定 資 産 407,690
合 計 1,388,550

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 334,228
固 定 負 債 174,115
株 主 資 本 880,207
資 本 金 50,000
資 本 剰 余 金 445,000
利 益 剰 余 金 385,207
利 益 準 備 金 12,500
その他利益剰余金 372,707
(うち当期純利益) (33,911)
合 計 1,388,550

第 56 期決算公告 令和７年６月４日
東京都港区芝公園２４１
ＮＳコーポレーション株式会社
代表取締役社長 若松 雅弘

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 26,945,614
繰 延 資 産 487,646
資 産 合 計 27,433,260

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 243,829
負 債 合 計 243,829
株 主 資 本 27,189,431
資 本 金 30,000,000
利 益 剰 余 金 2,810,569
その他利益剰余金 2,810,569
(うち当期純利益) (294,861)
純資産合計 27,189,431
負債・純資産合計 27,433,260

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
し
、
一

千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
葛
飾
区
東
新
小
岩
二

一
九

三

二
Ｆ

三
元
株
式
会
社

代
表
取
締
役

羅

艾

第 ４ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
東京都葛飾区東新小岩２19３２Ｆ

三元株式会社
代表取締役 羅 艾

貸借対照表の要旨(令和６年12月31日現在)
科 目 金 額(千円)

資
産
の
部
流 動 資 産 7,017
固 定 資 産 2,903
合 計 9,920

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 44,006
株 主 資 本 34,085
資 本 金 100
利 益 剰 余 金 34,185
その他利益剰余金 34,185
(うち当期純損失) (7,228)
合 計 9,920

第 ４ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日
東京都千代田区霞が関三丁目２番６号
東京倶楽部ビルディング11階

ＬＩＴ ＪＡＰＡＮ株式会社
代表取締役 ハイメ・コーエン・

ステレンタル

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
一
日
で
あ
り
、
両

社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
五
月
十
七

日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
甲
）
左
記
の
と
お
り
で
す
。

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
四
日

岡
山
県
笠
岡
市
笠
岡
二
三
二
五
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
戸
田
商
店

代
表
取
締
役

戸
田
泰
二
朗

岡
山
県
笠
岡
市
笠
岡
五
〇
七
番
地
の
六
八

（
乙
）
有
限
会
社
レ
オ
ナ

取
締
役

戸
田
泰
二
朗

第 71 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

岡山県笠岡市笠岡2325番地
株式会社戸田商店
代表取締役 戸田泰二朗

貸借対照表の要旨(令和６年12月20日現在)
科 目 金 額(百万円)

資
産
の
部
流 動 資 産 8
固 定 資 産 125
合 計 133

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 48
固 定 負 債 77
株 主 資 本 8
資 本 金 10
利 益 剰 余 金 2
利 益 準 備 金 1
その他利益剰余金 3
(うち当期純利益) (0)
合 計 133

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

千
葉
県
柏
市
大
島
田
四
四
四
番
地
一

（
甲
）
い
ろ
は
ケ
ン
キ
ョ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

宏
樹

千
葉
県
柏
市
大
島
田
四
四
四
番
地
一

（
乙
）
株
式
会
社
Ｓ

ｕ
ｐ

代
表
取
締
役

田
中

宏
樹

第 ５ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

千葉県柏市大島田444番地１
いろはケンキョー株式会社

代表取締役 田中 宏樹
貸借対照表の要旨(令和６年７月31日現在)

科 目 金 額(千円)
資

産

の

部

流 動 資 産 64,823
固 定 資 産 5,069
繰 延 資 産 968
合 計 70,861

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 7,449
固 定 負 債 65,525
株 主 資 本 2,113
資 本 金 4,500
利 益 剰 余 金 6,613
その他利益剰余金 6,613
(うち当期純利益) (5,045)
合 計 70,861

第 ４ 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

千葉県柏市大島田444番地１
株式会社Ｓ－ｕｐ
代表取締役 田中 宏樹

貸借対照表の要旨
(令和６年７月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 17,596
固 定 資 産 259
合 計 17,855

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 9,230
固 定 負 債 12,097
株 主 資 本 3,471
資 本 金 1,000
利 益 剰 余 金 4,471
その他利益剰余金 4,471
(うち当期純損失) (1,395)
合 計 17,855

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
西
神
田
一
丁
目
三
番
七
号

河
本
ビ
ル
三
Ｆ

（
甲
）
株
式
会
社
テ
ィ
ー
・
ワ
イ
ス
テ
ッ
プ

代
表
取
締
役

山
田

武
彦

東
京
都
千
代
田
区
西
神
田
一
丁
目
三
番
七
号

河
本
ビ
ル
三
Ｆ

（
乙
）
株
式
会
社
テ
ィ
ー
・
デ
ィ
ー
エ
ッ

ク
ス

代
表
取
締
役

山
田

武
彦

第 33 期決算公告 令和７年６月４日
東京都千代田区西神田一丁目３番７号
河本ビル３Ｆ
株式会社ティー・ワイステップ

代表取締役 山田 武彦
貸借対照表の要旨(令和６年６月30日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 41,004
固 定 資 産 14,364
合 計 55,369

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 924
固 定 負 債 87,217
株 主 資 本 32,771
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 42,771
利 益 準 備 金 2,500
その他利益剰余金 45,271
(うち当期純損失) (17,817)
合 計 55,369

第 13 期決算公告 令和７年６月４日
東京都千代田区西神田一丁目３番７号
河本ビル３Ｆ
株式会社ティー・ディーエックス

代表取締役 山田 武彦
貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)

科 目 金 額(千円)
資
産
の
部
流 動 資 産 4,251
固 定 資 産 177
合 計 4,428

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 26,725
固 定 負 債 61,450
株 主 資 本 83,746
資 本 金 9,000
利 益 剰 余 金 92,746
利 益 準 備 金 90
その他利益剰余金 92,836
(うち当期純利益) (1,611)
合 計 4,428

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

長
野
県
東
筑
摩
郡
山
形
村
五
五
八
三
番
地
一

（
甲
）
長
野
県
貨
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

素
子

長
野
県
東
筑
摩
郡
山
形
村
五
五
八
三
番
地
一

（
乙
）
フ
ジ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
牧

泉

第 37 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

長野県東筑摩郡山形村5583番地１
長野県貨物株式会社
代表取締役 田中 素子

貸借対照表の要旨
(令和７年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 225,363
固 定 資 産 643,880
合 計 869,244

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 560,194
固 定 負 債 192,593
株 主 資 本 116,455
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 106,455
その他利益剰余金 106,455
(うち当期純利益) (69,032)
合 計 869,244

第 30 期 決 算 公 告
令和７年６月４日

長野県東筑摩郡山形村5583番地１
フジサービス株式会社
代表取締役 藤牧 泉

貸借対照表の要旨
(令和６年４月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額
資
産
の
部
流 動 資 産 18,269
固 定 資 産 13,088
合 計 31,357

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 44,882
固 定 負 債 49,130
株 主 資 本 62,655
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 72,655
その他利益剰余金 72,655
(うち当期純利益) (6,649)
合 計 31,357

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部

を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
一
日
で
あ

り
、
両
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
五

月
二
十
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

令
和
七
年
六
月
四
日

沖
縄
県
宜
野
湾
市
野
嵩
一
丁
目
二
番
一
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
ベ
ス
ト
ラ
イ
フ

代
表
取
締
役

西
川

雄
太

沖
縄
県
う
る
ま
市
石
川
東
山
二
丁
目
三
〇
番

二
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｍ
ａ
ｋ
ｅ

Ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ

代
表
取
締
役

垣
花

恵
人

第 12 期決算公告 令和７年６月４日
沖縄県宜野湾市野嵩一丁目２番15号

株式会社ベストライフ
代表取締役 西川 雄太

貸借対照表の要旨(令和７年２月28日現在)
科 目 金 額(円)

資
産
の
部
流 動 資 産 379,678,136
固 定 資 産 200,936,963
合 計 580,615,099

負

債

及

び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 126,948,103
固 定 負 債 486,953,680
株 主 資 本 33,286,684
資 本 金 15,000,000
資 本 剰 余 金 10,000,000
資 本 準 備 金 10,000,000
利 益 剰 余 金 58,286,684
その他利益剰余金 58,286,684
(うち当期純損失) (44,733,959)
合 計 580,615,099

第１期決算公告 令和７年６月４日
沖縄県うるま市石川東山二丁目30番21号
株式会社Ｍａｋｅ Ｐｌａｃｅ

代表取締役 垣花 恵人
貸借対照表の要旨(令和６年４月30日現在)

科 目 金 額(円)
資
産
の
部
固 定 資 産 100,000
合 計 100,000

負
債
及
び

純
資
産
の
部

流 動 負 債 40,700
固 定 負 債 774,269
株 主 資 本 714,969
資 本 金 100,000
利 益 剰 余 金 814,969
その他利益剰余金 814,969
(うち当期純損失) (814,969)
合 計 100,000

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 
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